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別添－２ 

 

 

 

H27-30 国営吉野ヶ里歴史公園運営維持管理業務実施に要する提供施設等の取り扱いについて 

 

「H27-30 国営吉野ヶ里歴史公園運営維持管理業務」業務委託契約書に基づく提供施設等については、下

記により取り扱うものとする。 

 

記 

１．取り扱い 

(1) 運営維持管理業務受託者（以下「事業者」という。）は、提供品等を善良な管理者の注意をもって

使用・管理しなければならない。 

(2) 事業者は、提供施設等を業務委託契約書第１条の受託業務以外に使用してはならない。 

(3) 事業者は、提供施設等の修繕、改造その他、現状を変更（維持のための修繕等で軽微なものを除く。）

しようとするときは、公園管理者の承認を受けなければならない。 

(4) 事業者の責に帰すべき事由により提供品等を滅失し又は棄損したときは、事業者の負担において補

てんし又は修理しなければならない。但し、事業者の故意又は重大な過失によらない場合は、この限

りでない。 

(5) 事業者は、業務委託契約が完了した場合、又は解除になった場合は提供施設等を提供施設等返納書

（様式－１）により、直ちに公園管理者に引渡さなければならない。 

(6) 提供施設等を滅失し、又は棄損したときは、直ちに詳細な報告書を提出しなければならない。 

２．報告及び検査 

(1) 事業者は、毎月提供された機械器具のうち別に定めるものについて提供品等使用実績報告書（様式

－２）を翌月末までに公園管理者に提出しなければならない。 

(2) 事業者は、提供施設等を返納する場合、公園管理者の行う検査に合格しなければならない。 
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別添－２ 

 

 

様式－１ 

平成  年  月  日 

 

 

            殿 

 

 

 

住所 

 

氏名             印 

 

 

提 供 施 設 等 返 納 書 

 

 

下記のとおり提供物件を返納いたします。 

件   名  契約年月日  

物 件 名 規  格 単位 数 量 提供年月日 備   考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。 
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別添－２ 

 

 

様式－２ 

提  供  施  設  等  使  用  実  績  報  告  書 

年  月分（自  日） 

     （至  日） 

 

 借 受 人           印 

現場監督員の認印           印 作成者氏名           印 

提供物件名 提供物件番号 おもな作業内容
主な作業の 
作 業 量 

（走行キロ数）

稼働状況 
維持修理費 

おもな修理箇所
及び取替部品名

摘  要 
運転日数 運転時間 

    (日) (時間) (円)   

         

         

         

         

         

         

         

         

（備考）１．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。 

２．おもな作業内容の欄は、提供物件を二工種以上の異なる作業に使用したときは、運転時間または運転日数の最も多い作業内容を記入する。 

３．おもな作業の作業量の欄は、おもな作業内容の欄に記入した作業の作業量を測定できるときに記入する。 

４．運転時間の欄は、運転時間の管理できない機械または管理の必要のない機械については、記入を省略することができる。 
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別添－３ 

 

 

 

H27-30 国営吉野ヶ里歴史公園運営維持管理業務委託費で取得した備品の取り扱いについて 

 

国営吉野ヶ里歴史公園運営維持管理業務委託費で取得した備品については、下記により取り扱うものとする。 

 

記 

１．取り扱い 

(1) 運営維持管理業務受託者（以下「事業者」という。）は、備品を善良な管理者の注意をもって管理

しなければならない。 

(2) 前号の備品は、備品台帳に登載し、管理しなければならない。 

(3) 事業者は、業務委託契約が完了した場合、又は解除になった場合は備品を業務委託契約書第７条に

基づく検査の結果、合格の通知があった後、備品引渡書（様式－１）により、公園管理者に引渡さな

ければならない。ただし、翌年度において、当該委託契約が引き続き締結され、当該業務に継続して

使用する備品で備品継続使用承認申請書（様式－２）により公園管理者の承認を得た場合はこの限り

でない。 

(4) 事業者は、事業者の責に帰すべき事由により備品を滅失し又は棄損したときは、事業者の負担にお

いて補てんし又は修理しなければならない。但し、事業者の故意又は重大な過失によらない場合は、

この限りでない。 

(5) 備品を滅失し、又は棄損したときは、直ちに詳細な報告書を提出しなければならない。 

２．処 分 

(1) 備品が次の各号の一に該当すると認められる場合は、不用の決定をすることができる。 

① 備品の使用年数、能力等から勘案して当該備品を引き続き使用することが困難であると認められ

る場合。 

② 備品が事業者の責に帰さない事由により、老朽化、損傷等により利用価値がなくなったと認めら

れる場合。 

③ 備品の修理用部品の補給が困難で、整備に多大の支障をきたすと認められる場合。 

(2) 処分の方法 

事業者は、前号に該当する備品を売り払った場合、その内容を証する書類を添えて公園管理者に書

面により報告し、公園管理者の発行する納入通知書により国庫に納入するものとする。また売り払う

ことが不利（備品の売払価値が、当該備品売払いのために要する費用に満たないと認められる場合）

又は売り払うことができないものは、廃棄することができる。又は、廃棄した場合はその都度その旨

を書面により公園管理者に報告しなければならない。 
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別添－３ 

 

 

様式－１ 

平成  年  月  日 

 

 

            殿 

 

 

 

住所 

 

氏名             印 

 

 

備  品  引  渡  書 

 

 

H27-30 国営吉野ヶ里歴史公園の運営維持管理業務委託にかかる様式－１（別紙）を引渡します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。 
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別添－３ 

 

 

様式－１（別紙） 

取得年月日 品  名 規  格 数  量 単  価 価  格 経 費 区 分 摘  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。
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別添－３ 

 

 

様式－２ 

平成  年  月  日 

 

 

            殿 

 

 

 

住所 

 

氏名             印 

 

 

備 品 継 続 使 用 承 認 申 請 書 

 

 

H27-30 国営吉野ヶ里歴史公園の運営維持管理業務委託にかかる様式－２（別紙）について、 

平成  年  月  日まで継続して使用したく申請いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。 
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別添－３ 

 

 

様式－２（別紙） 

取得年月日 品  名 規  格 数  量 単  価 価  格 経 費 区 分 摘  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。 
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国土交通本省委託契約取扱要領

平成１３年４月２日

国官会第２９３号

改 正 平成１７年６月 ２日 国官会第３２１－２号

改 正 平成１７年９月 １日 国官会第８２３号

改 正 平成２０年８月 １日 国官会第８３６－２号

改 正 平成２０年９月１７日 国官会第９８４号

改 正 平成２２年３月２３日 国官会第２１１７号

改 正 平成２３年３月３１日 国官会第２９９４号

改 正 平成２４年３月３０日 国官会第３３８３号

改 正 平成２５年３月２５日 国官会第３６７７号

改 正 平成２６年３月２８日 国官会第３３９５号

（通 則）

第１ 国土交通本省の所掌業務を委託契約を締結して国以外の者に委託する場合の取扱いについて

は、他の法令等に定めるもの並びに各委託事業に係る委託契約書又は委託費の取扱いに関する要

領等に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

（委託業務実施要領）

第２ 支出負担行為担当官（分任支出負担行為担当官を含む。以下「担当官」という。）は、業務

委託をしようとするときは、次に揚げる項目を明らかにした委託業務実施要領（以下「実施要

領」という。）を、委託しようとする者に送付するものとする。

一 名称

二 委託料の限度額

三 業務の目的及び内容

四 業務の実施場所

五 業務の実施期間

六 その他必要な事項（成果物の仕様）

（委託料の算定）

第３ 担当官は、実施要領に基づく委託料の積算調書を作成する。

（実施計画書等の提出）

第４ 担当官は、第２により実施要領の送付を受けこれを受託しようとする者（以下「受託者」と

いう。）から、次に掲げる計画書等を提出させるものとする。なお、変更しようとするときも同

様とする。

一 実施計画書（別記様式第１）

二 四半期別必要経費内訳書（別記様式第２）

三 承諾書
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四 実施体制書(別記様式第３）

五 その他担当官が必要とする書類

（契約の締結）

第５ 担当官は、受託者から第４に掲げる書類を受理し、その内容を審査のうえ適当と認めたとき

は、別紙委託契約書により委託契約を締結するものとする。

２ 委託契約書の各条項により難い特別の事情がある場合においては、必要に応じ適宜条項を変更

することができる。

（再委託等）

第６ 受託者は、業務の一部（「主たる部分」を除く。）を第三者に委任し、又は請け負わせよう

とするとき（以下「再委託」という。）は、あらかじめ再委託（変更等）承諾申請書（別記様式

第４）を委託者に提出し、承諾を得なければならない。なお、変更しようとするときも同様とす

る。

２ 前項の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委

託が行われるときは、その履行体制に関する書面（別記様式第５）を委託者に提出しなければな

らない。なお、変更しようとするときも同様とする。

（報告書等の提出）

第７ 担当官は、受託者が当該業務の委託を完了したときは、遅滞なく、次に掲げる報告書（正副

２通）を成果物に添えて提出させるものとする。

一 完了報告書（別記様式第６）

二 精算報告書（別記様式第７）

三 委託費経費内訳報告書（別記様式第８）

四 残存物件報告書（別記様式第９）

２ 担当官は、受託者が第８第３項による補正命令に基づき当該業務の委託を完了したときは、遅

滞なく、次に掲げる報告書（正副２通）を成果物に添えて提出させるものとする。

一 補正完了報告書（別記様式第６に準ずる様式）

二 精算報告書

三 残存物件報告書

（検 査 等）

第８ 担当官は、第７第１項の成果物及び完了報告書等を受理したときは、自ら又は国土交通本省

会計事務取扱細則（以下「細則」という。）第３２条に基づき補助者に命じて検査を行うものと

する。

２ 前項により検査を命じられた職員（以下「検査職員」という。）は、前項の検査の結果不合格

と認めたときは、細則第３３条に定める検査調書に次に掲げる事項を付記して担当官に提出する

ものとする。

一 不合格である旨

二 不合格と認めた理由

三 その措置についての意見

３ 担当官は、第１項の検査の結果不合格と認めたとき、又は前項の検査調書を受理したときは、

受託者に対し補正を命ずるものとする。
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４ 第１項の規定は、第７第２項の成果物及び補正完了報告書等を受理した場合に準用する。

５ 検査職員は、第１項（第４項において準用する場合を含む。）の検査の結果合格と認めたとき

は、細則第３３条により検査調書を担当官に提出するものとする。

（担当職員の任命等）

第９ 担当官は、必要があると認めたときは、次に掲げる事務を行わせるため、担当職員を任命し、

任命後すみやかに受託者に通知するものとする。

一 委託業務の処理状況についての調査

二 委託料の経理状況についての監査

三 その他委託業務についての必要な指示

（概 算 払）

第10 担当官は、必要があると認めたときは、受託者に対し概算払を請求させることができる。

（委託費の精算）

第11 担当官は、受託者から第７の報告を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認め

たときは、委託費の額を確定し、これを受託者に通知するものとする。

（請求書の受理）

第12 担当官は、受託者から官署支出官官職宛ての請求書を受理するものとし、受理後は、必要書

類を添えて官署支出官に回付するものとする。

附則

１．この要領は、平成１３年４月２日から適用する。

附則（平成１７年６月 ２日国官会第３２１－２号）

１．この要領は、平成１７年６月２日から適用する。

附則（平成１７年９月 １日国官会第８２３号）

１．この要領は、平成１７年９月１日から適用する。

附則（平成２０年８月 １日国官会第８３６－２号）

１．この要領は、平成２０年８月１日から適用する。

附則（平成２０年９月１７日国官会第９８４号）

１．この要領は、平成２０年１０月１日以降に入札手続を開始する契約について適用する。

附則（平成２２年３月２３日国官会第２１１７号）

１．この要領は、平成２２年４月１日から適用する。

附則（平成２３年３月３１日国官会第２９９４号）

１．この要領は、平成２３年４月１日から適用する。
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附則（平成２４年３月３０日国官会第３３８３号）

１．この要領は、平成２４年４月１日から適用する。

附則（平成２５年３月２５日国官会第３６７７号）

１．この要領は、平成２５年４月１日から適用する。

附則（平成２６年３月２８日国官会第３３９５号）

１．この要領は、平成２６年４月１日から適用する。
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委 託 契 約 書 

 

委託業務の名称  （委託件名） 

委託業務実施期間 自 平成  年  月  日 

至 平成  年  月  日 

委託料の限度額  ￥ ◆◆，◆◆◆，◆◆◆― 

（うち消費税及び地方消費税額 ￥◆◆◆，◆◆◆―） 

成果物の納入場所 国土交通本省 

 

頭書業務の委託について、委託者 支出負担行為担当官国土交通省 ○○○○◆◆◆◆と、

受託者 □□□□◆◆◆◆は、次の条項により委託契約を締結する。 

 

（総 則） 

第１条 受託者は、委託業務実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき、頭書の委託

料の限度額をもって、頭書の委託業務実施期間（以下「実施期間」という。）までに、

頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の実施要領に明記されていない事項があるときは、委託者と受託者とが協議

して定めるものとする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第２条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継し

てはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りではない。 

 

（再委託の禁止等） 

第３条 受託者は、業務の全部を一括して又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負

わせてはならない。ただし、第三者への委任が業務の一部であり、書面により委託

者の承諾を得たときはこの限りではない。 

２ 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決

定及び技術的判断等をいうものとする。 

３ 受託者は、業務の一部（「主たる部分」を除く。）を第三者に委任し、又は請け負

わせようとするときは（以下「再委託」という。）は、あらかじめ再委託の相手方の

住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記

載した書面を委託者に提出し、承諾を得なければならない。 

なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 

４ 前項の規定は、受託者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、

計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微

な業務を再委託しようとするときには、適用しない。 

５ 第３項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。 

６ 受託者が、委託業務の一部を第三者に委託する場合において、これに伴う第三者

の行為については、その責任を受託者が負うものとする。 
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（履行体制の把握） 

第４条 受託者は、前条第３項の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委

託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前条第４項の軽微な業務を除

き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の

範囲を記載した書面（以下「履行体制に関する書面」という。）を委託者に提出しな

ければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とす

る。 

２ 受託者は、前項の場合において、委託者が契約の適正な履行確保のため必要な報

告等を求めた場合には、これに応じなければならない。 

３ 受託者が委託業務の一部を第三者に委託する場合において、これに伴う第三者の

行為については、その責任を受託者が負うものとする。 

 

（実施計画書等の変更等） 

第５条 受託者は、実施計画書及び四半期別必要経費内訳書の変更（当該金額の相互間に

おける二割以内の変更を除く。）をしようとするときは、変更後の実施計画書及び四

半期別必要経費内訳書を甲に提出し承認を受けなければならない。 

２ 委託者は、前項の変更後の実施計画書及び四半期別必要経費内訳書について遅滞

なくその内容を審査し、不適当と認めたときには、受託者と協議するものとする。 

３ 委託者は、必要と認めるときは、受託者に対して委託業務の処理状況につき調査

を行い、又は報告を求めることができる。 

 

（委託業務の内容の変更等） 

第６条 委託者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時

中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、実施期間又は委託料

を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定め

るものとする。 

２ 前条第１項及び第２項の規定は、前項の場合について準用する。 

３ 第１項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、その損害を賠

償するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。 

 

（実施期間の延長等） 

第７条 受託者は、その責に帰することができない事由により、実施期間までに委託業務

を完了することができないことが明らかとなったときは、委託者に対して遅延なく

その理由を付して、実施期間の延長を求めることができる。この場合において、そ

の延長日数は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。 

２ 委託者は、受託者の責に帰する事由により実施期間までに委託業務を完了するこ

とができない場合において、実施期間後に完了する見込みがあると認めたときは、

その内容を審査し、損害金を付して実施期間を延長することができる。 

３ 前項の損害金は、委託料に対して延長日数に応じ年 5.00 パーセントの割合を乗じ

て計算した額とする。 
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（損害のために必要を生じた経費の負担） 

第８条 委託業務の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。）

のために必要を生じた経費は、受託者が負担しなければならない。ただし、その損

害が委託者の責に帰する事由による場合においては、その損害のために必要を生じ

た経費は、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定

めるものとする。 

 

（検査及び引き渡し） 

第９条 受託者は、委託業務を完了したときは、遅延なく、成果物に添えて完了報告書、

精算報告書、委託費経費内訳報告書及び残存物件報告書を甲に提出しなければなら

ない。 

２ 委託者は、前項の成果物、完了報告書、精算報告書、委託費経費内訳報告書及び

残存物件報告書を受理したときは、その日から１０日以内に委託者又は委託者の指

定した職員により検査を行わなければならない。 

３ 受託者は、前項の検査の結果不合格となり、補正を命ぜられたときは、遅延なく

当該補正を行い、成果物に添えて補正完了報告書、精算報告書、委託費経費内訳報

告書及び残存物件報告書を委託者に提出しなければならない。 

４ 第２項の規定は、委託者が前項の成果物、補正完了報告書、精算報告書、委託費

経費内訳報告書及び残存物件報告書を受理した場合に準用する。 

５ 委託者は、第２項（第４項において準用する場合を含む。）の検査の結果、合格と

認めた場合は、委託料の額を確定し、受託者にその旨を通知しなければならない。 

６ 前項の委託料の確定額は、委託業務に要した経費の実支出額と委託料の限度額の

いずれか低い額とする。 

７ 受託者は、第５項の通知を受けたときは、遅滞なく、当該成果物を甲に引き渡さ

なければならない。 

 

（委託料の支払） 

第10条 受託者は、前条第七項により、成果物の引き渡しを完了したきは、甲に対して、

確定した委託料の支払いを請求することができる。 

２ 委託者は、前項の規定により、適法な請求書を受理したときは、その日から３０

日以内に委託料を支払わなければならない。 

３ 受託者は、委託者の責に帰すべき事由により、前項の委託料の支払いが遅れた場

合には、委託者に対して遅延日数に応じ、年 3.30 パーセントの割合を乗じて得た額

の遅延利息の支払いを請求することができる。 

 

（概 算 払） 

第11条 受託者は、実施計画書及び四半期別必要経費内訳書に基づいて、各四半期におけ

る所要額として委託料の概算払いを請求することができる。 

２ 委託者は、前項の請求により、必要があると認められる金額については、前条第

１項の規定にかかわらず、概算払をすることができるものとする。 
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３ 前条第２項の規定は、前項の場合について準用する。 

 

（概算払の精算） 

第12条 受託者は、第９条の精算報告の確認の結果、既に概算払により受領した金額に差

額が生じた場合は、委託者にその旨を申請する。 

２ 受託者は、前項の結果に不足額が生じた場合には、委託者に不足額の支払いを請

求することができる。 

３ 委託者は、前項の規定による請求書を受理したときは、その日から３０日以内に

委託料を支払わなければならない。 

４ 受託者は、第１項の結果に余剰額が生じた場合には、遅滞なくこれを委託者に返

還しなければならない。 

 

（無体財産権の帰属） 

第13条 委託業務の成果及び委託業務の実施の過程において、派生的に生じた著作権、特

許権及び実用新案権等の無体財産権については、委託者が承継するものとする。 

 

（残存物件の返還） 

第14条 受託者は、委託業務の実施により生じた残存物件の返還については、成果物の引

渡し前に委託者と協議のうえ、委託者の指示に従うものとする。 

 

（契約の解除及び違約金等） 

第15条 委託者は、受託者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができ

る。 

一 受託者の責に帰すべき事由により、実施期間内に委託業務が完了しないとき、又

は完了する見込みがないと明らかに認められるとき 

二 前号のほか、委託者において、受託者が第１６条第１項に定める帳簿及び証拠書

類（以下「根拠資料」という。）の整備保存、委託費の区分経理の実施、十分な根拠

資料に基づく精算報告書の作成・提出その他本契約条項又は実施要領の定めるとこ

ろ若しくはその他この契約に関する委託者の指示に違反していると認めるとき、又

は契約の目的を達成することができないと認めるとき 

三 受託者（受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下こ

の号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

 イ 役員等（受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合には

その役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下

この号において同じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第二条第六号に規定する暴

力団員（以下「暴力団員」という。）で認められるとき。 

ロ 暴力団（暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損
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害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる

とき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

ると認められるとき。 

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。 

へ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該

当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の

相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、委託者が受託者に対して

当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。 

２ 受託者は、前項により委託者が契約を解除したときは、委託料の限度額の１０分

の１に相当する金額を違約金として委託者の指定する期限までに納付しなければな

らない。 

３ 受託者は、第１項により、委託者が契約を解除した場合において第１１条により

概算払を受けているときは、委託者に対してその概算払の額に、概算払日から返還

の日までの日数に応じ、年 3.00 パーセントの割合を乗じて得た額の利息を付して返

還しなければならない。 

 

（委託料の経理及び監査） 

第16条 受託者は、委託料の経理について、別に帳簿を備え、その収入・支出をその都度

記録してこれを明らかにするとともに、当該収入・支出を証する証拠書類を整備保

存しなければならない。なお、当該帳簿については、受託者において、委託費経費

内訳報告書を参考に、委託費の収入・支出を記録した正規の帳簿として作成し、保

存するものとする。 

２ 受託者は、実施計画書に記載された各費目相互間の流用（当該金額の相互間にお

ける二割以内の変更を除く。）をしてはならない。ただし、書面により委託者の承諾

を得たときは、この限りではない。 

３ 委託者は、必要と認めるときは、受託者に対して委託料の経理状況について監査

し、資料の提出を求めることができる。 

４ 受託者は、第１項の帳簿及び証拠書類を、業務終了の年度の翌年度から５年間保

存しなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第17条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第18条 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請

求に基づき、契約額（この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の
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契約額）の１０分の１に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払

わなければならない。 

一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反したこと

により、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第７条の２第１項の規定に基

づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定し

たとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第５１条第２項の規定により取り消さ

れた場合を含む。） 

二 納付命令又は独占禁止法第７条の規定に基づく排除措置命令（次号において「納

付命令又は排除措置命令」という。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条

の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

三 納付命令又は排除措置命令により、受託者に独占禁止法第３条の規定に違反する

行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示され

た場合において、この契約が当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取

引委員会が乙に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令にお

ける課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期聞を除く。）に入札（見積

書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであ

るとき。 

四 この契約に関し、受託者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法

（明治４０年法律第４５号）第９６条の３又は独占禁止法第８９条第１項第１号若

しくは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 受託者が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当

該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年 5.00 パーセントの割

合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 

（補 則） 

第19条 本契約に関し、前各条項に疑義を生じ、又は、各条項に規定のない事項について

は、委託者と受託者とが協議のうえ、これを解決するものとする。 

上記契約の証しとして、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

平成  年  月  日 

甲 東京都千代田区霞ヶ関２－１－３ 

支出負担行為担当官 

○○○○◆◆◆◆ 

乙 住 所 

団 体 名 

代表者氏名 
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（別 紙） 

 

委託契約に関する特約条項 

 

第１ 受託者は、委託費の経理については、委託契約書の約定等に従い、国土交通本省委

託契約取扱要領第四に規定する実施計画書（別記様式第１）の経費積算内訳に計上し

た経費ごとに、受託者の財源負担による単独事業、国庫補助事業又は他の委託事業の

経費等との区分経理の徹底を図ること。 

 

第２ 受託者は、当該委託費に係る収入・支出の実績を確認しうる帳簿及び証拠書類（以

下「根拠資料」という。）を整備し、かつ、当該根拠資料を業務終了年度の翌年度から

最低５年間必ず保存すること。 

 

第３ 受託者は、当該委託料の精算に当たっては、委託契約書に定める委託料の経理に係

る帳簿等の十分な根拠資料に基づく支払実績の計数、すなわち、根拠資料により確認

しうる委託料の支払実績額を精算報告書に記載し報告すること。 

 

第４ 委託者は、当該委託業務の実施状況及び当該委託料の使途その他必要な事項につい

て、国土交通省の職員により所要の調査報告を求め、又は実地に調査する場合がある

ものとし、この場合、受託者はこれに応じなければならないこと。 

 

第５ 当該委託料からの支出は、本委託業務の目的及び内容と直接的に関連性のあるもの

に限定することとし、また、各委託事業の契約書、委託費取扱要領等において指示す

る使途基準に従わなければならないこと。 

 

第６ 委託者は、受託者が前記第１から第５までの特約のいずれかに違反した場合には、

委託料の精算日から返還の日までの日数に応じ、年 5.00 パーセントの割合を乗じて得

た額の違約金を付して交付した委託料の返還を求めるものとし（委託料未交付の場合

にはその交付を要しないものとし）、乙は当該返還請求又は不交付の措置に応じなけれ

ばならないこと。 
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別記様式第１（第４） 

 

 

実  施  計  画  書 

 

（受託の名称）                              

（単位：千円） 

受託の内容 実施期間 経費精算内訳 成果物 摘 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備 考）１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。 

２ 必要に応じ適宜項を加除して使用すること。 

３ 受託の内容は、調査項目毎に区分すること。 

４ 経費精算内訳は、直接人件費、技術経費、謝金、旅費、庁費、再委託費及

び諸経費に区分し、庁費にあっては、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信

運搬費、光熱水料、賃金、会議費及び雑役務費に細分して計上すること。な

お、区分等は必要に応じ適宜加除して計上すること。 

５ 変更にあたっては、変更後の部分を上段に（ ）書きすること。 

６ 業務委託の処理を第三者に委託する必要があるときは、摘要欄にその事務

の内容及び委託先等必要な事項を記載すること。 
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別記様式第２（第４） 

 

 

四 半 期 別 必 要 経 費 内 訳 書 

 

（受託の名称）                              

（単位：千円） 

四半期別 

経費区分 
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 計 摘 要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備 考）１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。 

２ 経費区分は、直接人件費、技術経費、謝金、旅費、庁費、再委託費及び諸

経費の区分により記載すること。なお、区分は必要に応じ適宜加除して記載

すること。 

３ 変更にあたっては、変更後の部分を上段に（ ）書きすること。 
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別記様式第３（第４） 

再委託（変更等）承諾申請書 

平成  年  月  日 

支出負担行為担当官 

国土交通省 ○ ○ ○ ○ 殿 

受託者  住 所            

氏 名          印 

 

平成  年  月  日付けの「                  業務契約」

（契約金額 ￥◆◆，◆◆◆，◆◆◆円、税込み）に関して、下記の通り申請するの

で、手続き方お願いします。 

記 

１ 再委託の（変更等）承諾を申請する業務及びその範囲（具体的に記載すること） 

２ 再委託の（変更等）承諾を申請する必要性（具体的に記載すること） 

３ 再委託の（変更等）承諾を申請する業務の契約（予定）金額（総計） 

４ 再委託の（変更等）承諾を申請する業務の契約金額の根拠 

・業務の再委託に際し、当該業務の履行（予定）者から、入札書・見積書を徴収

した結果（この場合、その「写し」を添付） 

・継続的な履行関係が存在する（この場合、その証明書（契約書、協定書）の

「写し」を添付） 

５ その他特記事項 

 

平成  年  月  日 

受託者氏名          殿 

 

平成  年  月  日付けで申請のあった上記については、承諾したので、その

旨通知する。なお、承諾内容等に変更等を生じる場合は、あらかじめ協議すること。 

また、当該承諾内容等の履行については、次のことを承諾の条件とする。 

① 受託者は、再委託の相手方に対し、業務の適正な履行を求めること。 

② 受託者は、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書などの書類を提出させた

場合は、適切に保管し、事後において履行の確認ができるように徹底すること。 

③ 受託者は、委託者（支出負担行為担当官等）からの求めに応じ、②の書類の写

しを提出すること。 

支出負担行為担当官        

国土交通省 ○ ○ ○ ○ 印 

 

（備 考）１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。 

２ 必要に応じ適宜加除して使用すること。 
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別記様式第４（第４） 

履行体制に関する書面 

（実施計画書の別紙資料） 

平成  年  月  日 

 

○当該履行体制に関する書面は、「委託契約書第４条」に基づいて作成したものである。 

 

受託者  住 所            

氏 名            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備 考）本様式は、適宜加除して差し支えないものであるが、次の項目は必須事項とする。 

① 再委託の相手方の住所 

② 氏名（若しくは代表者氏名） 

③ 再委託を行う業務の範囲 

 

受託者 

××株式会社 

（再委託先１） 

○○○有限会社 

住 所  

電 話 番 号  

代表者氏名  

担当業務範囲

若しくは内容

△△に関する□

□地区基礎調査

（再委託先○） 

・・・・・ ・・・・・ 

（再々委託先１） 

○○○株式会社 

住 所  

電 話 番 号  

代表者氏名  

担当業務範囲 

若しくは内容 
 

（再委託先２） 

○○○株式会社（予定） 

住 所  

電 話 番 号  

代表者氏名  

担当業務範囲

若しくは内容
 

（再委託先３） 

○○○合資会社（予定） 

住 所  

電 話 番 号  

代表者氏名  

担当業務範囲

若しくは内容
 

（再々委託先２） 

○○○株式会社 

住 所  

電 話 番 号  

代表者氏名  

担当業務範囲 

若しくは内容 
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別記様式第５（第６） 

完 了 報 告 書 

 

平成  年  月  日 

支出負担行為担当官 

国土交通省 ○ ○ ○ ○ 殿 

受託者  住 所            

氏 名          印 

 

平成  年  月  日付契約（契約金額 ￥◆◆，◆◆◆，◆◆◆円）の○○○

○が完了したので、成果物及び下記の書類を添えて報告します。 

 

 

記 

 

１．精 算 報 告 書          通 

 

２．残存物件報告書          通 

 

 

 

（備 考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。 
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別記様式第６（第６） 

 

 

精  算  報  告  書 

 

（単位：円） 

経 費 区 分 予定経費（A） 支出額（B） 
過不足額 

摘  要 
（A）-（B） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計     

 

（備 考）１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。 

２ 経費区分は、別記様式第１備考４により記載すること。 

３ 第６第２項に基づき提出する場合は、その旨を付記すること。 
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別記様式第７（第６） 

 

平成○○年度×××委託費経費内訳報告書 
受託の 

名 称 
 （単位：円） 

年月日 件  名

予 定

経費額
支出額 

過不足

額 

支     出     費     目 

備    考 直 接

人件費

技 術

経 費
謝 金 旅 費

庁    費 
再委託

費 
諸経費

備品費
消耗品

費 

印 刷

製本費

通 信 

運搬費 

光 熱

水 料
賃 金 会議費

雑役務

費 
小 計

Ａ Ｂ Ａ-Ｂ  0    

0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伝票番号 支払い先 その他 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

（備 考）１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。 

２ 年月日は、契約毎に、その都度、記載すること。 

３ 支出費目は、直接人件費、技術経費、謝金、旅費、庁費、再委託費及び諸経費に区分し、庁費にあたっては、備品費、消耗品費、印刷製本費、

通信運搬費、光熱水料、賃金、会議費及び雑役務費に細分して計上すること。なお、区分等は必要に応じ適宜加除して計上すること。また、各

区分の上段は予定経費額、中段は支出額、下段は過不足額である。 
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別記様式第８（第６） 

 

 

残 存 物 件 報 告 書 

 

 

取得年月日 物 件 名 規 格 数 量 単 価 価 格 経費区分 摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備 考）１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。 

２ 価格は取得価格を記載し、受託中に派生的に取得した物件については、見

積額を記載すること。 

３ 経費区分は、別記様式第１備考４の区分により記載し、区分が明らかでな

いものは、摘要に取得の理由を記載すること。 

４ 第６第２項に基づき提出する場合は、その旨を付記すること。 
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別添－５

業務名等 金　額 業務等の内容 実施期間 請負業者名等

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。

予定額数量

委　　託　　業　　務　　実　　施　　の　　記　　録

実 施 予 定 当 期 ま で の 契 約 状 況

数量 実施額
内 訳

工　種 種　別 細　別 単位
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別添－６ 

国営吉野ヶ里歴史公園消防計画 

平成２５年 ５月１６日 

第１ 目的およびその適用範囲等 

１ 目的 

この計画は、消防法第８条第１項の基づき、国営吉野ヶ里歴史公園の防火管理についての必要事

項を定め、火災、自身、その他の災害の予防と人名の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。 

２ 適用範囲 

（１）この計画に定めた事項については、次の部分及び者に適用する。 

ア 当該管理権原の及ぶ範囲は国営吉野ヶ里歴史公園内の全施設。 

イ 国営吉野ヶ里歴史公園において業務に従事するすべての者。（防火管理業務の一部を受託し

ている者を含む。） 

ウ 国営吉野ヶ里歴史公園と密接不可分にある県立吉野ヶ里歴史公園についてもその管理者と

連携して来園者の避難誘導や消火活動を行う。 

３ 防火管理業務の一部委託について 

（１）委託者からの指揮命令 

国営吉野ヶ里歴史公園の運営維持管理を受託した者等は、この計画に定めるところにより、

適正に業務を実施する。 

（２）受託者の報告 

受託者は、受託した防火管理業務について定期に防火管理者に報告する。 

（３）防火管理業務の委託状況 

別表４「防火管理業務の委託状況」のとおり。 

第２ 管理権原者及び防火管理者の業務と権限 

１ 管理権原者 

（１）管理権原者は、国営吉野ヶ里歴史公園の防火管理業務について、すべての責任を持つものと

する。 

（２）管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権

限をもつ者を防火管理者として選任して、防火管理業務を行わせなければならない。 

（３）管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合、必要な指示を与えなければ

ならない。 

（４）防火上の建物構造の不備や消防用設備等・特殊消防用設備等の不備・欠陥が発見された場合

は、速やかに改修しなければならない。 

２ 防火管理者 

防火管理者は、この計画の作成及び実行についてのすべての権限を持って、次の業務を行う。 

（１）消防計画の作成（変更） 

（２）消化、通報、避難誘導などの訓練の実施 

（３）火災予防上の自主検査の実施と監督 

次の項目を実施し、不備・欠陥箇所がある場合は、改修促進を図る。 

ア 建物    基礎部、外壁、内装、天井、屋外階段 

イ 防火施設  防火戸、防火シャッター 

ウ 避難施設  階段、避難口 

エ 電気設備  変電室、分電盤、ネオン管灯設備 

オ 危険物施設 少量危険物貯蔵取扱所 

カ 火気を使用する設備器具（以下「火気設備器具」という。） 

給湯設備、ガス設備、ボイラー 

キ 消防用設備等・特殊消防用設備等 

消火器、屋内消火栓設備、児童火災報知設備、放送設備、避難器具、誘導灯 
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（４）防火対象物の法定点検の立ち会い 

（５）消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検・整備及び立ち会い 

（６）改修工事など工事中の立ち会い及び安全対策の樹立 

（７）火気の使用、取り扱いの指導、監督 

（８）収容人員の適正管理 

（９）職員等に対する防災教育の実施 

（10）防火管理業務従事者（火元責任者等）に対する指導、監督 

（11）管理権原者への提案や報告 

（12）放火防止対策の推進 

（13）その他 

第３ 消防機関との連絡等 

１ 消防機関へ報告、連絡する事項 

種別 届出等の時期 届出者等 

（１）防火管理者選任

（解任）届出 

防火管理者を定めたときは、又はこれを解任したとき 管理権原者 

（２）消防計画作成 

（変更）届出 

消防計画を作成したとき、又は次の事項を変更したとき 

ア管理権原者又は防火管理者の変更 

イ自衛消防組織の大幅な変更 

ウ用途の変更、増築、改築、模様替えによる消防用設備等・

特殊消防用設備等の点検・整備、避難施設の維持管理及び

防火上の構造の維持管理に関する事項の変更 

エ防火管理業務の一部委託に関する事項の変更 

防火管理者 

（３）訓練実施の通報 自衛消防訓練を実施するとき 防火管理者 

（４）消防用設備等・

特殊消防用設備

等点検結果報告

１年に１回（総合点検終了後の消防用設備等・特殊消防用設

備等点検結果報告書） 

防火管理者の確認を

受けた後に報告する 

（５）防火対象物定期

点検結果報告 

１年に１回 管理権原者 

（６）

 そ 

 の 

 他 

消防用設備等・

特殊消防用設備

等の設置届出 

自動火災報知設備を増設、改設、移転したとき 管理権原者 

２ 防火管理維持台帳の作成、整備及び保管 

管理権原者は、消防機関へ報告した書類及び防火管理業務に必要な書類等を本計画とともにとり

まとめて、防火管理維持台帳を作成し、整備し、保管する。 

第４ 火災予防上の点検・検査 

１ 日常の火災予防 

（１）防火管理者、火元責任者が行う日常の任務は、別表１「日常の火災予防の担当者と日常の注

意事項」のとおりとする。 

（２）別表１は全職員等に配布し、さらに休憩室など見やすい場所に掲示する。 

（３）その他 

防火管理者は、定期的に担当者に直接質問し、担当者の任務の確認を行う。 
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２ 自主的に行う検査・点検 

（１）火災予防上の自主点検 

自主点検は、日常的に行う検査と定期的に行う検査に分けて行う。 

ア 日常的に行う検査は、各担当区域の火元責任者がチェックする。 

・「火気関係」のチェックは、毎日終業時に行う。 

・「閉鎖障害等」のチェックは、毎週１回行う。 

イ その他 

・防火管理者は定期的に自主検査の実施状況を確認する。 

（２）消防用設備等・特殊消防用設備等の自主点検 

消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検のほかに、自主点検を実施する。 

ア 自主点検は、火元責任者がチェックする。 

イ 実施時期は、２月と８月の年２回とする。 

３ 防火対象物の法定点検及び消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検 

（１）防火対象物の法定点検は、委託して行う。 

（２）消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検は委託して行う。 

（３）防火管理者は、防火対象物及び消防用設備等・特殊消防用設備等の点検実施時に立ち会わな

ければならない。 

（４）その他 

建築基準法に定める定期調査（以下「定期調査」という。）を行い、建物の維持管理に努める

ものとし、防火管理者は、定期調査実施時に立ち会わなければならない。 

４ 報告書 

（１）自主検査、自主点検及び法定点検の実施者は、定期的に防火管理者に報告する。ただし、不

備・欠陥部分がある場合は、速やかに防火管理者に報告する。 

（２）防火管理者は、報告された内容で不備・欠陥部分がある場合は、管理権原者に報告し改修し

なければならない。 

（３）防火管理者は、不備・欠陥部分の改修及び予算措置に時間のかかるものについては、管理権

原者の指示を受け、改修計画を樹立する。 

第５ 厳守事項 

１ 職員等が守るべき事項 

（１）全職員等は、避難口、廊下、階段、などの避難施設と防火戸、防火シャッターなどの防火設

備が有効に機能するように次の事項を行わなければならない。 

ア 廊下、階段、通路には、物品を置かない。 

イ 階段等への出入口に設けられている扉の開閉（熱・煙等により自動的に閉まる扉を含む。）

を妨げるように物品が置いてある場合は、直ちに除去する。 

ウ 防火シャッターの降下位置又はそのすぐ近くに物品が置いてある場合は直ちに除去する。 

エ 上記において物品を容易に除去できない場合は、直ちに防火管理者に報告する。 

オ その他 

担当階の非常口等の管理状況について常に確認しておく。 

（２）火気管理等 

ア 喫煙管理について常に注意し、火気設備器具の自主検査と併せて、終業時等に全員が吸い

殻の点検を行う。 

イ 喫煙は指定された場所で行い、歩行中の喫煙は絶対に行わない。 

ウ 火気設備器具は、使用する前後に点検を行い、安全を確認する。 

エ 火気設備器具は指定された場所で使用する。 

オ 燃焼器具等を使用する場合は、周囲を整理整頓するとともに、可燃物に接近して使用しな

い。 

カ 危険物品は、持ち込まない、持ち込ませない。 

（３）防火管理者への連絡、承認事項 

次の事項を行う者は、防火管理者へ事前に連絡し、承認を受けなければならない。 

ア 指定された場所以外で、臨時的に火気を使用するとき。 

イ 各種火気設備器具を新設又は増設するとき。 

ウ 危険物等を使用するとき。 
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エ その他 

展示品、装備品等の配置換えによる各フロアーの模様替え又は主要、補助通路を変更する

とき。 

（４）放火防止対策 

ア 死角となる廊下、階段室、トイレ等に可燃物を置かない。 

イ 物置、空室、雑品倉庫等の施錠を行う。 

ウ 建物内外の整理整頓を行う。 

エ トイレ、洗面所の巡視を定期又は不定期に行う。 

オ 火元責任者又は最終帰宅者による火気及び施錠の確認を行う。 

カ その他 

警備員による巡回は、定期的又は必要に応じて行う。 

２ 防火管理者等が守るべき事項 

（１）収容人員の管理 

防火管理者は、収容能力を把握し、過剰に人員が入室（店）しないように職員等に徹底する。 

（２）工事中の安全対策の樹立 

ア 防火管理者は、工事を行うときは、工事中の安全対策を樹立する。 

また、次に掲げる事項の工事を行うときは、消防機関に相談し必要に応じて消防計画の変

更届出を行う。 

・増築等で建築基準法第７条の６に基づき特定行政庁に仮使用申請をしたとき。 

・消防用設備等・特殊消防用設備等の増設等の工事に伴い、当該設備の機能を停止されると

き又は機能に著しく影響を及ぼすとき。 

イ 工事人等の遵守事項 

防火管理者は、工事人に対し、次の事項を周知し遵守させる。 

・溶接・溶断など火気を使用して工事を行う場合は、消火器等を準備して消火できる体制を

確保すること。 

・工事を行う者は、防火管理者が指定した場所以外では、喫煙、火気の使用等を行わないこ

と。 

・工事場所ごとに火気の取り扱い責任者を指定し、工事の状況について、定期に防火管理者

に報告させること。 

・危険物等を持ち込む場合は、その都度、防火管理者の承諾を受けること。 

・放火を防止するために、資機材等の整理整頓をすること。 

・その他 

防火管理者の指示すること。 

（３）火気の使用制限 

防火管理者は、次の事項について指定又は制限することができる。 

ア 喫煙場所及び喫煙禁止場所の指定 

イ 火気設備器具の使用禁止場所及び使用場所の指定 

ウ 危険物の貯蔵又は取り扱い場所の指定 

エ 工事等の火気使用の禁止又は制限 

オ その他必要と認められる事項 

（４）その他 

ア 防火戸・防火シャッターの閉鎖範囲や閉鎖位置を床面などに必ず明示する。 

イ 防火管理者は、イベント等の催物を行う者に対し、火災予防上必要な指示をし防火管理者

に報告させる 

・催物主催者側の責任者 

・催物内容、催物規模等の概要 

・火気等を使用する場合の火気取り扱い責任者 

・喫煙管理及び火気管理の徹底方法 

・火災など災害時における顧客等の避難誘導対策等 
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第６ 自衛消防組織等 

１ 組織の編成 

自衛消防組織の編成（警戒宣言が発せられた場合の組織を含む。）は、別表２のとおりとし、この

別表は、執務室の見えやすいところに掲示する。 

２ 自衛消防活動 

消火・通報・避難誘導等の担当者は、下記に示す基準により行動する。 

（１）通報・連絡 

ア 火災が発生したときには、各通報連絡担当又は火災を発見した者は、１１９番通報、内線

電話により執務室へ火災の状況を通報するとともに、周囲の者に連絡する。 

イ 執務室の職員は、消防機関へ通報するとともに、放送設備により出火場所や消火・避難誘

導などを指導する。 

ウ ぼやで消えた場合であっても、消防機関へ通報する。 

エ 管理権原者、消火管理者は不在のときは、緊急連絡一覧表により、管理権原者、防火管理

者へ連絡する。 

（２）初期消火 

ア 初期消火担当は、出火場所に急行し、積極的に初期消火活動を行う。 

イ 初期消火担当は、近くにある消火器、屋内消火栓設備を用いて消火する。 

（３）避難誘導 

ア 避難誘導担当は、避難経路図に基づいて、避難誘導する。 

イ 放送設備、携帯用拡声器等を使用して落ち着いて行動するよう誘導する。 

ウ 避難方向が、わかりにくいときは、曲がり角などに誘導員が立って、誘導する。 

エ 避難誘導担当は、負傷者及び逃げ遅れた者の確認を行い、自衛消防隊長に報告する。 

オ その他 

エレベータによる避難は、原則として禁止する。 

（４）安全防護 

ア 逃げ遅れた者がいないことを確認した後、防火戸や防火シャッターを閉鎖する。 

イ その他 

空調設備と常用エレベータの運転は、中止する。 

（５）応急救護 

ア 応急救護担当は、負傷者の応急手当を行い、救急隊と連絡を密にして、負傷者を速やかに

運ぶことができるようにする。 

イ 応急救護担当は、負傷者の氏名、負傷程度など必要事項を記録する。 

ウ その他 

原則として、東口エントランス広場に救護所を設置する。 

（６）救出、救護 

応急救護担当は、地震時において前（５）の任務のほか、次の活動を行う。 

ア 倒壊現場付近では、消火器、水バケツ等を用意し、不測の事態に備える。 

イ 救出の優先順位は、人命への危険が切迫している者からとし、多数の要救助者がいる場合

は、救出作業が容易な人を優先する。 

３ 自衛消防隊の活動範囲 

（１）自衛消防隊の活動範囲は、当該公園の管理範囲内とする。 

（２）近接する建物等からの火災で延焼を阻止する必要がある場合は、設置されている消防用設備

等を有効に活用できる範囲で、自衛消防隊長の判断に基づき活動する。 

第７ 閉園時間、閉園日の防火管理体制 

緊急連絡先 国営海の中道海浜公園事務所(国営吉野ヶ里歴史公園担当) 

歴史公園課長    携帯電話 090-5484-4567 

調整係長           090-5484-4565 

１ 閉園時間、閉園日に職員等がいる場合 

（１）閉園時間、閉園日の防火管理体制 

閉園時間、閉園日の勤務者は、定期に巡回する等火災予防上の安全を確保する。 
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（２）閉演時間、閉園日における自衛消防活動 

閉園時間、閉園日における自衛消防活動は、勤務している者など建物及び園内にいる者全員

で次の初動措置を行う。 

ア 通報連絡 

火災が発生したときは、直ちに消防機関に通報するとともに、他の勤務者に火災の発生を

知らせ、さらに緊急連絡一覧表により関係者に速やかに連絡すること。 

イ 初期消火 

全員が協力して、消火器、屋内消火栓設備を有効に活用し適切な初期消火を行うとともに

防火戸などの閉鎖を行うこと。 

ウ 避難誘導 

工事、点検等のために入館者がある場合は、非常放送設備、携帯用拡声器等を使用して火

災を知らせ、避難方向等を指示すること。 

エ 消防隊への情報提供等 

消防隊に対し、火災発見の状況、延焼状況等の情報及び資料等を速やかに提供するととも

に、出火場所への誘導を行うこと。 

２ 閉園時間、閉園日に無人となる場合 

閉園時間、閉園日において無人となる場合は、警備会社からの通報により、火災発生等の連絡を

受けた防火管理者等は、直ちに現場に駆けつけなければならない。 

第８ 地震対策 

１ 日常の地震対策 

（１）地震対策を実施する責任者は、国営海の中道海浜公園事務所（国営吉野ヶ里歴史公園担当）

の歴史公園課長とする。 

（２）地震時の災害を予防するため、次の事項を実施する。 

ア ロッカー、自動販売機等の転倒防止措置を行う。 

イ 窓ガラスの飛散防止措置及び看板等の落下防止措置を行う。 

ウ 火気設備器具等からの出火防止措置を行う。 

エ 危険物等の流出、漏洩防止措置を行う。 

オ その他 

地震災害対策支部運営要領の定期的な見直しを行う。 

（３）地震時の非常用物品等を確保し、有事に備えるとともに、定期に点検整備を実施する。 

備蓄品目 備蓄場所 

１ 飲料水 

２ 非常用食料 

３ 割り箸、コップ 

４ ガスコンロ・ボンベ 

５ 医療品 

６ 懐中電灯 

７ 携帯用拡声器 

８ 救出用資機材 

倉庫 

２ 地震後の安全措置 

地震発生後の措置については、別に定める「地震災害対策支部運営要領」に基づき行うものとす

るが、これに記載のないもの（特に火災関係）にあっては次のとおりとする。 

（１）地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。 

（２）出火防止 

ア 火気設備器具の直近にいる従業員は、元栓・器具栓を閉止又は電源遮断を行い各火元責任

者はその状況を確認する。 

（３）出火状況の確認、けが人の発生状況を確認する。 

（４）地震動終了後、防火管理者等は、二次災害の発生を防止するため、建物、火気設備器具及び

危険物施設等について点検・検査を実施し、異常が認められた場合は応急措置を行う。 

（５）各設備器具は、安全を確認した後、使用する。 
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（６）その他 

ア 避難通路の確保を行う。 

イ 防火管理者は、被害の状況を防火管理者に報告させ、把握する。 

３ 地震時の活動 

地震時の活動は、前期「自衛消防活動」によるほか、次の事項について行う。 

（１）情報収集等 

通報連絡担当は、次のことを行う。 

ア テレビ、ラジオ等により、情報収集を行う。 

イ 混乱防止を図るため、必要な情報は入園者に知らせる措置をとる。 

（２）救出、救護 

ア 救出、救護活動にあっては、応急救護班を中心とし、他の自衛消防隊員も活用して実施す

る。 

イ 負傷者が発生した場合は、応急手当を行うとともに、地震時の被害状況により緊急をよう

するときは、救護所、医療機関に搬送する。 

ウ その他 

地震時の災害規模によって、消防隊等による救出が困難であると予想される場合は、救出

資機材を活用して救助作業を行う。 

（３）避難誘導等 

ア 各避難誘導担当は、入園者等の混乱防止に努め、次のことを行う。 

・入園者を落ち着かせ、自衛消防隊長から避難命令があるまで、照明器具などの転倒落下に

注意しながら、柱の周りや、壁ぎわなど安全な場所で待機させる。 

・避難は、防災関係機関の避難命令又は自衛消防隊長の命令により行う。 

・避難誘導は、入園者の先頭と最後尾に職員等を配置して行う。 

・避難には、車両等は使用せず全員徒歩とする。 

イ 各安全防護担当は、避難通路に落下し、倒壊した物品などで避難上支障となるものの除去

を行う。 

４ その他 

（１）管理権原者は、建物を使用再開又は復旧使用するときは、次の措置を講ずるものとする。 

ア 立ち入り禁止区域の指定と職員等に対する周知徹底 

イ 避難経路の明確化 

（２）管理権原者は、復旧活動時において火災の発生、災害予防等防止するために次の対策を講じ

る。 

ア 建物が無人となる場合は、ガスの元栓及び電気のブレーカーを遮断する等の措置を行い、

再供給時のガス漏れ及び通電による出火防止を図る。 

イ 事業再開時には、火気使用器具の破損状況を検査し、安全であることを確認した後使用を

再開する。 

５ 警戒宣言が発せられた場合等の対応処置 

警戒宣言が発せられた場合等は別に定める防災業務計画に従って対応する。 
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第９ 防災教育 

１ 防災教育の実施時期等 

防災教育の実施時期等は次表のとおりとする。 

対象者 実施時期 実施回数 
実施者 

防火管理者 火元責任者

新規採用 配属時等 配属時等 ○  

異動職員 配属時 配属時 ○  

職員 ９月と２月 年２回 ○  

朝会・朝礼等 必要の都度  ○ 

非常勤等 採用時等 採用時等その他必要の都度 ○  

朝礼時 必要の都度  ○ 

備考 ○印は対象者に対する実施者を示す 

２ 自衛消防隊員等の育成 

管理権原者は、災害時において円滑に自衛消防活動を行うため、自衛消防組織の整備を図るとと

もに、自衛消防隊員の育成を推進するものとする。 

３ 防災教育の内容及び実施方法 

（１）防災教育の内容は実施者の任務分担を定め、概ね次の項目について教育する。 

ア 消防計画について 

・全職員が守るべき事項について 

・火災発生時の対応及び地震時の対応について 

第１０ 訓練 

１ 訓練の実施時期等 

（１）訓練の実施時期等は次表のとおりとする。 

訓練の種別 実施時期 備考 

総合訓練 

９月 

２月 

・消火、通報等の訓練を連携して実施 

（２）防火管理者は訓練指導者を指定して、訓練の実施にあたらせる。 

（３）訓練の参加者 

ア 自衛消防隊員 

イ 職員、非常勤職員等 

（４）防火管理者は訓練を実施しようとするとき、あらかじめその旨を消防機関へ通報する。 

２ 訓練時の安全対策 

訓練指導者は自衛消防隊員とし、訓練時における自衛消防隊員の事故防止等を図るため、次の安

全管理を実施する。 

（１）訓練実施前 

ア 訓練に使用する施設、資機材及び設備等は、必ず事前に点検を実施する。 

イ その他 

事前に自衛消防隊員の健康状態を把握し、訓練の実施に支障があると判断した場合は、必

要な指示又は参加させない等の措置を講ずる。 
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（２）訓練実施時 

ア 訓練実施時において、使用資機材及び訓練施設等に異常を認めた場合は、直ちに訓練を中

止するとともに必要な措置を講ずること。 

（３）訓練終了時 

使用資機材収納時には、手袋・保安帽を着装させるなど十分に安全を確保させる。 

３ 訓練の実施結果 

（１）防火管理者は、自衛消防訓練終了後直ちに実施結果について検討し、別表３「自衛消防訓練

実施結果表」に記録し、以後の訓練に反映させるものとする。 

（２）その他 

防火管理者は、訓練終了後、訓練内容等について、検討会を開催する。 

計画書策定 平成２２年１０月 ５日 

改訂    平成２５年 ５月１６日
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別表 1 

日常の火災予防の担当者と日常の注意事項 

防火管理者：国営海の中道海浜公園事務所(国営吉野ヶ里歴史公園担当) 副所長 

（平成 25 年 5 月 16 日現在） 

担当区域 火元責任者 

歴史公園センタ

ー1 階 

国土交通省管理区域 事務室等 国土交通省 調整係長 

上記以外 

事務室等 
吉野ヶ里歴史公園

マネジメント共同

企業体

総務リーダー

空調機械室等 
施設・設備維持 

管理業務ＧＬ

歴史公園センタ

ー2 階 

貴賓室 国土交通省 調整係長 

レストラン、売店 

吉野ヶ里歴史公園

マネジメント共同

企業体

レストラン店長 

総合インフォメーシ

ョン等 

吉野ヶ里歴史公園

マネジメント共同

企業体

施設・設備維持 

管理業務ＧＬ

弥生くらし館、北墳丘墓、古代植物館、 

その他復元施設等 

吉野ヶ里歴史公園

マネジメント共同

企業体

施設・設備維持 

管理業務ＧＬ

職員等の注意事項 

1 消火器、屋内消火栓などが設置してある場所や階段、通路、出入口などの周辺には物品を置かないこと。 

2 防火戸の付近には、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。 

3 火気設備器具の周辺は、よく整理整頓して、燃えるものを接して置かないこと。 

4 事務室、会議室などから最後に出る人は、必ず火の始末をすること。 

5 職員等の喫煙は、指定された場所で行い、必ず吸殻入れを用いて喫煙すること。 

6 死角となる廊下、階段室、トイレなどに燃えるものを置かないこと。 

7 危険物品等を使用するときは、防火管理者の承認を得ること。 

8 異常事態が発生したときは、必ず防火管理者に報告すること。 

9 喫煙場所などの吸殻入れ、通路のゴミ入れを確認するほか、吸殻は不燃性の蓋付き水入り容器に入れる 

などして処分すること。 

10 建物内外の整理整頓を行い、ゴミやダンボール箱など燃えやすいものは、決められた時間以外は、外に 

出さないこと。 

11 電気、ガスなどの火気設備器具のスイッチを切り、各室の安全を確かめた後に施錠すること。 

12 火元責任者は、担当区域の火気の状況を責任を持って管理すること。 

13 その他 

（1）裸火の使用又は危険物品を持ち込むことは、防火管理者の承認を得ること。 

（2）喫煙場所以外の場所で、喫煙している者を発見した場合は、直ちに制止させること。 

（3）レストラン：①厨房は、常に整理整頓し、グリスフィルターは定期的に清掃すること。 

         ②揚げ物等の調理を行っている場合は、調理担当者は絶対に持ち場を離れないこと。 
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別表 2 

国営吉野ヶ里歴史公園 自衛消防隊の編成と任務 

自衛消防隊長   国営海の中道海浜公園事務所 副所長 

副自衛消防隊隊長 吉野ヶ里歴史公園マネジメント共同企業体 総括責任者 

（平成 25 年 5 月 16 日現在） 
吉野ヶ里歴史公園 

マネジメント共同企業体 
国土交通省 

国営吉野ヶ里

歴史公園担当 

任  務 
レストラン 

・売店  

情報連絡係
企画運営管理業務

ＧＬ 
店 長 

歴史公園課長 

調 整 係 長 

消防機関に対する通報及び園

内各所への通報を行う。 

関係機関への連絡通報にあた

る。 

その他指揮統制上必要な事項 

消 火 係 佐賀県立公園園長

売店担当 

厨房担当 

建設監督官 

建築設備係長 

消火器具を用い、消火作業にあ

たる。 

防 護 係
施設・設備維持 

管理業務ＧＬ 

出火時における電気設備・危険

物関係設備の安全装置・門扉の

開放等、消火活動の障害物の撤

去にあたる。 

非難誘導係 植物管理業務ＧＬ － 

非常口等を開放し、入園者の避

難誘導にあたる。 

避難器具の設定及び操作にあ

たる。 

負傷者の救助にあたる。 

救 護 係 サ ー ビ ス 係 長 － 負傷者の救護にあたる。 

運 搬 係

（搬出係）
総 務 リ ー ダ ー 

工 務 係 長 

調 整 係 員 

各係員を担当場所へ配送する。

負傷者の収容、非常持出物品の

搬出にあたる。 
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              自衛消防隊訓練実施結果表（表）         別表 3 
実 施 日 時 平成 年 月  時  分～ 時  分 

実 施 根 拠   消防計画の定期・臨時・応援協定 実施計画書 有・無

実 施 場 所 参加人員 名

実 施 範 囲 歴史公園センター：  全体 ・ 部分（    棟    階） 

公 園 内：（     ）エリア・（   ）建物 

実 施 区 分    実働 ・ 体験 ・ 確認 ・ 図上研究 

実 施 内 容

（1～3 については訓

練内容を記録する。） 

1 総合・消火・消火実放水・通報・避難・検証 

2 安全保護・応急救護・地震 

3 隊任務・編成・基礎行動・規律 

4 消防技術会参加・出初式参加・消防演習参加 

訓 練 対 象 者 ・職員（全員・一部）、パート、アルバイト 

・自衛消防隊員（全員・一部・特定の人） 

訓 練 想 定 火災・地震・その他（      ） 発災階（    ）・場所（    ）

訓 練 指 導 者  職               氏名 

結 果 へ の 意 見 全体評価 

推奨事項・反省点 

記 入 者  職               氏名 
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別表 3（裏） 

 主な訓練内容 実技実施者・体験者名簿 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

11

12

自衛消防隊の各任務確認 

火災発見時の周知方法 

119 番通報要領 

自衛消防隊への連絡要領 

来園者への情報伝達、避難指示要領 

避難誘導 

応急救護の措置要領 

逃げ遅れ者の確認要領 

自衛消防隊の設置・運用要領 

身体防護（職員等）、安全確保要領 

避難要領（職員等） 

防災センターの運用、活用要領 

参加人員    名 

参加人員    名 

参加人員    名 

参加人員    名 

消
防
用
設
備
等
・

特
殊
消
防
用
設
備
等

1

2

3

4

5

6

7

自火報受信機、非常ベルの取扱要領 

火災通報装置の取扱要領 

放送設備、インターホンの取扱要領 

消火器具、消火栓の取扱要領 

消火器、消火栓の実放水体験 

SP、泡消火設備等の取扱要領 

避難器具の取扱要領 

防
火
設
備
・
非
難
施
設

1

2

3

4

防火戸、防火シャッターの操作取扱要領 

エレベーターの停止要領 

非常口、避難口、避難通路の確保要領 

排煙設備の操作要領 

そ の 他
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別表 4－1 

防 火 管 理 業 務 の 委 託 状 況 

（平成 25 年 5 月 16 日現在） 

防

災

対

象

物

名   称 国営吉野ヶ里歴史公園 

住   所 

（所在地） 
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手 1869 TEL  0952-53-3902 

管理権限者 

氏   名 

国土交通省九州地方整備局 

国営海の中道海浜公園事務所長 篠宮 章浩

防火管理者

氏   名
副所長 森内 明夫 

受

託

者

氏   名 

（名称） 
吉野ヶ里歴史公園マネジメント共同企業体 

教育担当者

氏   名

住   所 

（所在地） 
東京都文京区関口１－４７－１２ TEL 03-6674-1188  

担

当

事

務

所

名  称 
一般財団法人公園財団 

吉野ヶ里公園管理センター 

責 任 者

氏   名
総括責任者 國分 慎一

住  所 

（所在地）
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手 1843 TEL  0952-55-9333 

受託者の行う 

防火管理業務 

の範囲 

H24-26 国営吉野ヶ里歴史公園運営維持管理業務 

・避難誘導、初期消火、通報、園内放送案内 

・負傷者の救護、救急措置 

・避難訓練の計画と実施 

・消防用施設等の点検 

受託者

の行う

防火管

理業務

の方法

所要区分

事項 

開 園 日 

閉園日 摘要 
従業（公開）時間内 従業（公開）時間外 

巡回回数 

巡回日数 

委託区域 国営海の中道海浜公園事務所の管理区域を除く国営吉野ヶ里歴史公園  

委託時間帯 国営吉野ヶ里歴史公園の開園時間帯   
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別表 4－2 

防 火 管 理 業 務 の 委 託 状 況 

（平成 25 年 5 月 16 日現在） 
（機械設備） 

防

災

対

象

物

名   称 国営吉野ヶ里歴史公園 

住   所 

（所在地） 
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手 1869 TEL  0952-53-3902 

管理権限者 

氏   名 

国土交通省九州地方整備局 

国営海の中道海浜公園事務所長 篠宮 章浩

防火管理者

氏   名
副所長 森内 明夫

受

託

者

氏   名 

（名称） 
富士警備保障株式会社 

教育担当者

氏   名

住   所 

（所在地） 
佐賀市鍋島二丁目５番２１号 TEL  0952-31-3251 

担

当

事

務

所

名  称 本社 
責 任 者

氏   名

住  所 

（所在地）
佐賀市鍋島二丁目５番２１号 TEL  0952-31-3251  

受託者の行う 

防火管理業務 

の範囲 

建物機会整備 

・火災等の異常状態の監視 

・火災確認時における関係先への通報・連絡 

受託者の行う防火管理

業務の対象時間 

・歴史公園センター1F国営海の中道海浜公園事務所内 

平日     :17 時 15 分～翌日 8時 30 分 

土日祝日   : 8 時 30 分～翌日 8時 30 分 

・歴史公園センター1F及び 2F 

12 月 31 日                ： 9 時～翌日 9時 

6 月 1 日～8月 31 日            ：18 時～翌日 9時 

上記以外の期間              ：17 時～翌日 9時 

・弥生くらし館、北墳丘墓、古代植物館等 

12 月 31 日、1月の第３月曜日及びその翌日  ： 9 時～翌日 9時 

6 月 1 日～8月 31 日            ：18 時～翌日 9時 

上記以外の期間              ：17 時～翌日 9時 
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別表 4－3 

防 災 管 理 業 務 の 委 託 状 況 

（平成 25 年 5 月 16 日現在） 
（園内警備） 

防

災

対

象

物

名   称 国営吉野ヶ里歴史公園 

住   所 

（所在地） 
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手 1869     TEL  0952-53-3902 

管理権限者 

氏   名 

国土交通省九州地方整備局 

国営海の中道海浜公園事務所長 篠宮 章浩

防火管理者 

氏   名 
副所長 森内 明夫

受

託

者

氏   名 

（名称） 
中央警備保障株式会社 

教育担当者 

氏   名 
中田 聖 

住   所 

（所在地） 
佐賀市高木瀬東三丁目３番１０号 TEL  0952-30-3811 

担

当

事

務

所

名  称 本社 
責 任 者 

氏   名 

住  所 

（所在地）
佐賀市高木瀬東三丁目３番１０号 TEL  0952-30-3811  

受託者の行う 

防火管理業務 

の範囲 

・火災等の異常状態の監視 

・火災確認時における委託先への通報・連絡 

受託者

の行う

防火管

理業務

の方法

所要区分

事項 

開 園 日 

閉園日 摘要 
従業（公開）時間内 従業（公開）時間外 

巡回回数  

6月～8月（深夜1時～6時を除く）：

18時～深夜 1時（2回以上） 

6 時～8時 30 分（1回以上） 

上記以外の月： 

17 時～深夜 1時（2回以上） 

6 時～8時 30 分（1回以上） 

8 時～深夜 1時 

（4回以上） 

6 時～8時 

（1回以上） 

巡回日数 244 日 364 日 1 日 

委託区域 臨時入口 国営吉野ヶ里歴史公園内  

委託時間帯 9 時～17 時 

6 月～8月： 

18 時～翌日 8時 30 分 

上記以外の月： 

17 時～翌日 8時 30 分 

8 時～翌日 8時 

（深夜1時～6時

を除く） 
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防災管理業務の委託状況表示図 

時間内 

国営海の中道海浜公園事務所 

   吉野ヶ里歴史公園マネジメント 

共同企業体 

上記以外の公園施設： 

時間外＊ 

   富士警備保障（株） 

上記以外の公園施設：中央警備保障（株） 

時間外＊ 

◆富士警備保障（株） 

・歴史公園センター１F 国営海の中道海浜公園事務所内

平日   ：１７時１５分～翌日８時３０分 

土曜祝日 ： ８時３０分～翌日８時３０分 

・歴史公園センター１F 及び２F 

１２月３１日               ： ９時～翌日９時 

６月１日～８月３１日           ：１８時～翌日９時 

上記以外の期間              ：１７時～翌日９時 

・弥生くらし館、北墳丘墓等、古代植物館 

１２月３１日、１月の第３月曜日及びその翌日： ９時～翌日９時 

６月１日～８月３１日           ：１８時～翌日９時 

上記以外の期間              ：１７時～翌日９時 

◆中央警備保障（株） 

・開園日 ６月～８月は１８時～翌日８時３０分 

これ以外の月は１７時～翌日８時３０分 

 ・開園日 ８時～翌日８時（深夜１時～６時を除く） 

歴史公園センター 

２Ｆ    １Ｆ 

（平成２５年５月１６日現在）
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別添－７ 

国営吉野ヶ里歴史公園内の作業および車輌通行に関する規定

第１条 目的 

当規定は作業車輌の通行による来園者の危険を回避し、安全性と快適性の確保を図ることを目的とする。 

第２条 適用範囲 

本規定の適用範囲は下記のとおりとする。 

・国土交通省、佐賀県、事業者の管理車輌 

・上記三者発注の工事等にかかる車輌 

・各種取材に関係する車輌 

第３条 入園許可 

１．作業等で入園する者は、歴史公園センターにて「業務入園証」を作業人数分受取ること。 

２．作業に際し車輌を伴う場合は、車輌ナンバーを申し出たうえで、同時に「車輌通行許可証」および「作

業車証」（ステッカー）、「黄色回転灯」を車輌台数分、業務用入園口の鍵を必要数受取ること（１業者最

大３組までとする）。なお、原則として社名が明記されていても乗用車タイプ（セダン、クーペタイプ等）

の入園は認めない。 

３．「車輌通行許可証」は車内の運転席もしくは助手席の前部に掲示、「作業車証」は車輌前面に貼り付け、「黄

色回転灯」は車輌上部に取り付けること。 

４．業務入園証、車輌通行許可証、作業者証、鍵、黄色回転灯については作業終了予定までの期間貸与する。 

作業進捗等により、延長の必要がある場合は担当者に連絡すること。 

５．必ず、センターにおいて、入園許可書・車両入園許可書・黄色回転灯・鍵を受け渡しの上、入園するこ

と。 

６．原則として開園中の車両の乗入れは行わない。（開園前・閉園後の入園のみ。但し、来園者の安全に注意

を払うこと。） 

第４条 車輌通行範囲、駐車場所、経路 

１．出入口、車輌通行の可能な範囲及び駐車場所については別紙に定める。 

２．芝刈後の集草時など車輌自体が必要な作業を除き、作業現場への車輌乗り入れは準備、片付けの際だけ

に限るものとする。道具運搬後は速やかに直近の駐車場所へ移動すること。また、別紙に示す「車輌通

行禁止区域」内は原則として開園時間中の車輌乗り入れを禁止する（集草作業などは直近の禁止区域外

までリヤカー等による小運搬を行う）。 

３．作業終了後は、直近の車輌出入口より退場すること。 

４．各入口の鍵については、必ず通過のたびに施錠すること。 

５．貸与した鍵については、厳重に管理すること。また複製および又貸しを禁止する。 

６．公園内の車輌通行速度は 20km/h 以下と志し、「黄色回転灯」を点灯、回転させること。 

７．クラクションは使用しないこと。 

８．その他来園者への安全確保および諸施設に対して細心の注意を払うこと。 

９．「車輌通行禁止区域」であっても、雷雨時の園内各施設からの来園者の送迎、急病人の発生等の緊急時、

アンテナ点検等車輌用いた作業が必要な場合は、担当職員に協議のうえ実施すること。 

第５条 作業中 

１．来園者の快適な公園利用を妨げることのないよう、作業および運転態度に留意する。 

２．運転中の喫煙、携帯電話による通話等を行わないこと。 

３．作業中は各作業員が「業務入園証」（年間発注の維持管理工事等の作業員は別に監督職員から指示される

名札）を常に身に着けること。 

４．来園者に不快な印象を与えないように、作業中の態度、服装に留意すること。 

５．運搬作業等で作業者全員が一時現場を離れる場合は、道具機械類も携行すること。 

６．作業により発生した廃棄物やゴミについては必ず持ち帰ること。 
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第６条 休憩中 

１．休憩により作業現場を離れる場合は、道具機械類も携行すること。 

２．休憩は来園者の目に触れない場所で行うこと。 

第７条 その他 

１．作業終了後は「業務入園証」、「車輌通行許可証」、「作業車証」および鍵を返却すること。 

２．万が一、器物損壊等を生じた場合は速やかに監督職員に報告するとともに、対応を協議すること。 

附則（施行期日） 

この規定は、平成１７年 ７月 １日から施行する。 
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車輌通行許可証 

業者名：○○○○○ 

工事名：○○○○○○○○○○○ 

○○○○工事 

期 限：平成○○年 ○月○○日 

No.○          歴史公園センター 
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作業心得及び公園内車輌通行に関する規定 

１．乗用車の乗入れは認めない。 

２．公園内では公園利用者など歩行者優先とする。 

３．公園内の制限速度は常に 20km/h 以下とする。 

４．クラクションは使用してはならない。 

５．公園利用者および諸施設の安全に細心の注意を払うこと。 

６．公園利用者の快適な利用を妨げない運転および作業態度とすること。 

７．入園中は車輌入園許可証および作業車証（ステッカー）を車輌前方に明

示すること。また、黄色回転灯を点灯すること。 

８．事前に許可された時間および出入口からの入退場のみを許可する。 

９．駐停車は指定された範囲内年、公園利用者の妨げにならぬよう配慮する

こと。 

１０．車輌入園許可証の有効期限が切れたときは直ちに返却し、もしくは更

新手続きをとること。 

<駐車箇所位置図>
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公園業務入園証等貸出表（貸出の際には必ず記入してください）

貸出日 返却予定日 借用者 連絡先(Tel) 入園理由 業務入園証
車輌入園

許可証
作業車証 車輌番号 鍵 貸出者 返却確認者

/ / 

会社名； ・納品‥‥‥‥‥納品先 ( )

・イベント‥‥‥‥行先 ( ) （    ） （    ）

氏 名； ・視察（下見）

・工事等その他‥‥目的 ( ) 計  枚 計  枚 計  枚 計  組 時  分 時  分

/ / 

会社名； ・納品‥‥‥‥‥納品先 ( )

・イベント‥‥‥‥行先 ( ) （    ） （    ）

氏 名； ・視察（下見）

・工事等その他‥‥目的 ( ) 計  枚 計  枚 計  枚 計  組 時  分 時  分

/ / 

会社名； ・納品‥‥‥‥‥納品先 ( )

・イベント‥‥‥‥行先 ( ) （    ） （    ）

氏 名； ・視察（下見）

・工事等その他‥‥目的 ( ) 計  枚 計  枚 計  枚 計  組 時  分 時  分

/ / 

会社名； ・納品‥‥‥‥‥納品先 ( )

・イベント‥‥‥‥行先 ( ) （    ） （    ）

氏 名； ・視察（下見）

・工事等その他‥‥目的 ( ) 計  枚 計  枚 計  枚 計  組 時  分 時  分

/ / 

会社名； ・納品‥‥‥‥‥納品先 ( )

・イベント‥‥‥‥行先 ( ) （    ） （    ）

氏 名； ・視察（下見）

・工事等その他‥‥目的 ( ) 計  枚 計  枚 計  枚 計  組 時  分 時  分

/ / 

会社名； ・納品‥‥‥‥‥納品先 ( )

・イベント‥‥‥‥行先 ( ) （    ） （    ）

氏 名； ・視察（下見）

・工事等その他‥‥目的 ( ) 計  枚 計  枚 計  枚 計  組 時  分 時  分

/ / 

会社名； ・納品‥‥‥‥‥納品先 ( )

・イベント‥‥‥‥行先 ( ) （    ） （    ）

氏 名； ・視察（下見）

・工事等その他‥‥目的 ( ) 計  枚 計  枚 計  枚 計  組 時  分 時  分

/ / 

会社名； ・納品‥‥‥‥‥納品先 ( )

・イベント‥‥‥‥行先 ( ) （    ） （    ）

氏 名； ・視察（下見）

・工事等その他‥‥目的 ( ) 計  枚 計  枚 計  枚 計  組 時  分 時  分

/ / 

会社名； ・納品‥‥‥‥‥納品先 ( )

・イベント‥‥‥‥行先 ( ) （    ） （    ）

氏 名； ・視察（下見）

・工事等その他‥‥目的 ( ) 計  枚 計  枚 計  枚 計  組 時  分 時  分
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作業車証等貸与状況（中長期）

貸出日 返却予定日 業者名等 連絡先(Tel) 入園理由 業務入園証
車輌入園
許可証

作業車証 鍵 パトライト 担当者

/ / 
計  枚 計  枚 計  枚 計  組 計  組

/ / 
計  枚 計  枚 計  枚 計  組 計  組

/ / 
計  枚 計  枚 計  枚 計  組 計  組

/ / 
計  枚 計  枚 計  枚 計  組 計  組

/ / 
計  枚 計  枚 計  枚 計  組 計  組

/ / 
計  枚 計  枚 計  枚 計  組 計  組

/ / 
計  枚 計  枚 計  枚 計  組 計  組
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別添－８

公園名

所在地

管理者

ふりがな

氏名

公園施設名

事故発生箇所

直近の日常点検

直近の定期点検

点検者

事故発生の要因

　地面の状態、
　公園施設の構造、
　利用者の行動、
　服装・持ち物等

平成　　　年　　　月　　　日

保護者等の見守り状況

点検者

事故発生の経緯

事故概要

平成　　　年　　　月　　　日

昭和・平成　　年　　月設置年月

製造・施工者

受傷内容

負傷した部分
（頭部、大腿骨　　等）

種類
（打撲、骨折　　等）

程度
（全治１か月　　等）

年齢

性別

　　　歳　　　ヶ月

公園種別

負傷者

事故対応記録

事故発生日時・場所

事故発生日時 天候
平成　　　年　　　月　　　日

午前 ・ 午後　　　時　　　分頃
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関係機関への
通報・連絡

氏名 所属

（特に、事故発生の要因や事故発生時の状況は詳しく記載する）

本格的な措置

当該施設の
措置の内容

当該施設の写真・図面

備考

負傷者の
救助内容

応急手当

搬送

記録者

ヵ消防 ヵ警察　

応急措置

ヵ別紙添付あり　ヵ別紙添付なし

事故発生後の対応
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別添－９ 

国営吉野ヶ里歴史公園における行為の禁止等に関する取扱要領 

平成１８年 １月  ５日 

改定 平成２１年 ６月１２日 

改正 平成２５年 ５月１６日 

国営海の中道海浜公園事務所 

（目的） 

第１条 この要領は、国営吉野ヶ里歴史公園（以下「公園」という。）における行為の禁止等に関

する運用方針を定め、もって安全で快適な公園利用に資することを目的とする。 

（適用） 

第２条 公園内における行為の禁止等については、都市公園法（以下「法」という。）及びその他

関連法令に定めるほか、この要領によるものとする。 

（定義） 

第３条 この要領において「公園内」とは、法の定めるところにより国営吉野ヶ里歴史公園とし

て公告された次の各号に掲げるものをいう。 

   一 法第２条の２により、すでに供用が開始されている区域 

   二 法第３３条第２項により定められた区域のうち、すでに公園管理者が権限を取得して

いる区域 

  ２ この要領において「職員等」とは、次の各号に掲げるものをいう。 

   一 九州地方整備局の公園担当職員 

   二 都市再生機構の公園担当職員 

   三 国が発注する国営吉野ヶ里歴史公園管理運営業務の受託者（以下「管理運営業務受託

者」という。） 

   四 都市再生機構から、法第５条第３項に基づく公園施設の貸借を受けた機関若しくは、

施設管理を委託された機関（以下「特定公園施設等」という。）の職員 

   五 管理運営業務受託者との契約により、管理運営業務受託者の指導監督を受けて、公園

の利用上の指導等の業務を行う者 

  ３ この要領において、「職員等の管理行為」とは、次の各号に掲げるものをいう。 

   一 前項一、三及び五に該当する者が公園全域を対象に行う公園管理 

   二 前項二及び四に該当する者が、法第５条３項による協議の対象となる区域内で、協議

事項の範囲内で行う施設管理 

  ４ この要領において「利用者」とは、勤務中の職員等を除く公園に入る全ての者をいう。 
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（禁止する行為） 

第４条 公園内における行為のうち、次の各号に掲げるものは法第１１条に準ずる行為とみなし、

その行為を禁止する。 

   一 動植物を採取する行為 

   二 別に指定する場所以外でガスコンロ、石油コンロ等の火気を使用する行為 

   三 指定する場所以外で自転車類を利用する行為 

   四 他の利用者の快適性を損なう音響の発生を伴う行為 

   五 他の利用者の安全または公園施設の正常な利用に支障を及ぼす行為 

   六 公園の利用に際し、許可無く次の各号に掲げる物件を持ち込み又は、使用する行為 

    イ 銃及び刀剣類 

    ロ 爆発性、引火性の高い花火、火薬、大量のガス、油脂類 

    ハ 野球バット（ビニール製のものは除く）及び野球用の硬球 

    二 ゴルフクラブ 

    ホ 自転車類 

    へ その他職員等が安全かつ快適な公園利用に支障を及ぼし公園施設を毀損するおそれ

があると認めたもの 

（法第１１条の規定に関する適用除外） 

第５条 公園内における行為のうち、職員等の管理行為として行うものについては、法第１１条

の規定を適用しない。 

（場所の指定） 

第６条 都市公園法施行令（以下「令」という）第１８条第三号第四号及び第五号に指定する場

所は、別に定めるものとする。 

第７条 公園内における行為のうち次の各号に掲げるものは、法第１２条に準ずる行為とみなし、

公園管理者の許可を受ける者とする。 

   一 アンケート調査又は動植物等の調査 

   二 開催日時を事前に告知することにより参加者を公募して行う行催事 

   三 営利を目的として、または会費などを徴収して写真等の撮影を行うもの 

   四 公園内に標識又は横断幕を掲示して行うもの 

   五 その他事務所長が公園の利用上又は管理上から必要と認めたもの 
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（法第１２条の規定に関する適用除外） 

第８条 公園内における行為のうち、職員等の管理行為として行うものについては、法第１２条

の規定を適用しない。 

（利用指導） 

第９条 職員等は、その責務に応じ、法令等及びこの要領に定める禁止行為または許可条件に違

反する行為を発見したときは、必要に都度入園の制限または、適切な利用指導を行うもの

とする。 

（許可基準） 

第１０条 法第１２条の規定による許可の申請に関しては、原則として次の各号に掲げるものに

該当するものは許可しないものとする。 

    一 営利を目的とした物品の販売又は頒布 

    二 公共性に欠け、又は排他的な集会、展示会及び興業 

    三 営利のみを目的とした集会、展示会及び興業 

    四 公共性に欠ける募金又は署名運動 

    五 公園利用又は公園管理に係わりのない調査 

    六 休園日又は開園時間外の利用 

    七 次の各号の一に該当し著しく公園利用の快適性を損なうもの 

     イ 公園施設の損傷又は汚損 

     ロ 公園の風致又は美観の侵害 

     ハ 他の利用者に危害を加え又は不便を生じさせること 

    八 事故発生又は公園施設の損害に対し、申請者の責任能力が欠如していると考えられ

る場合 

    九 前各号に定めるもののほか、公園管理者が公園利用上又は管理上から不都合と認め

るもの 

   ２ 前項第一号及び第六号の規定に係わらず、都市再生機構または管理運営業務受託者が、

公園利用の促進又は利用者の利便を図る目的で実施する場合は許可の対象とするものと

する。 

（許可の条件） 

第１１条 公園内の行為について許可をする場合は、必要に応じ条件を付するものとする。 

  附則 この要領は平成１８年１月５日から適用する。 

  附則 この要領は平成２１年６月１３日から適用する。 

  附則 この要領は平成２５年５月１６日から適用する。 
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 第１章  計画の目的と構成 

    

  １．計画の目的 

この目的は、災害対策基本法（以下「災対法」という。）、防災基本計画及び国

土交通省・九州地方整備局防災業務計画に基づき、国営海の中道海浜公園事務所

の所掌事務について、防災に関し執るべき措置等を定め、防災対策の総合的かつ

計画的な推進を図り、もって民生の安定、国土の保全、社会秩序の維持、入園者

の保安と公共の福祉の確保に資することを目的とする。 

    ２．計画の構成 

この計画は、現実の災害に対する対応に即した構成としており、第１編の総則

に続いて、第２編を地震（津波）災害対策編、第３編を風水害対策編、第４編を

水質（油流出）事故災害対策編､第５編を大規模火災等災害対策編として、それ

ぞれ災害に対する予防、応急対策、復旧のそれぞれの段階における諸施策を具体

的に定める。 

 

 第２章  防災に関する組織 

 

    １．災害対策支部及び対策分会 

災害が発生した場合、または発生する恐れがある場合において、国営海の中道

海浜公園事務所が行う当該災害に係る災害応急対策を推進するため、特別の必要

があると認められるときは、臨時に国営海の中道海浜公園事務所地震（津波）・

風水害・水質（油流出）事故災害、大規模火災等災害対策支部を設置するものと

し、他の公園内各機関においてもそれぞれ対策分会を設置（以下「災害対策支部

等」という）するものとする。 

    ２．他事務所等への応援 

他の事務所等の所管区域に災害が発生し、職員を派遣させる等の必要が生じた

場合で、必要があると認めるときは、応援対策支部を設置することができる。 

  ３．他分会への応援 

分会において災害が発生し、職員又は分会員（以下「職員等」という）を派遣

させる等の必要が生じた場合で必要があると認めるときは、応援対策分会を設置

することが出来る。 

    ４．災害対策支部運営要領及び災害対策分会運営要領 

この計画に定めるもののほか、地震（津波）・風水害・水質（油流出）事故災

害、大規模火事等災害対策支部と災害対策分会の組織及び運営に関する事項につ

いては、別に定める地震（津波）・風水害・水質（油流出）事故災害、大規模火

事等災害対策支部運営要領及び災害対策分会運営要領によるものとする。 

    ５．緊急時の連絡体制 

吉野ヶ里歴史公園における、火災および事故発生等の緊急時の連絡体制は、別

途定めるものとする。 
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第 ２ 編  地震（津波）災害対策編 
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第１章 計画の前提 

 

この計画で想定する地震は、国営海の中道海浜公園管内で参考表のような大規

模な地震が発生しており、この事を踏まえ、太平洋沿岸及び内陸部の大規模地震

災害を対象とした計画としている。 

 

               （参考表）国営海の中道海浜公園事務所管内の主な大地震 

No. 西 暦 Ｍ 地  域 地  震  名 佐賀県 備 考 

1 1889.7.28 6.3 熊本熊本市   －  

2 1898.8.10 6.0 福岡県糸島郡   ４  

3 1909.11.10 7.6 宮崎県西部   ５  

4 1914.1.12 7.1 桜島   ３  

5 1922.12.8 6.9 長崎県橘湾   ３  

6 1931.11.2 7.1 日向灘   ３  

7 1939.3.20 6.5 日向灘   ３  

8 1941.11.19 7.2 日向灘 日向灘地震  ３  

9 1961.2.27 7.0 日向灘   ３  

10 1968.2.21 6.1 宮崎県南西部 えびの地震  ３  

11 1968.4.1 7.5 日向灘 1968 年日向灘地震  ４  

12 1975.1.23 6.1 阿蘇山北縁   ３  

13 1975.4.21 6.4 大分県中部 大分県中部地震  ０  

14 1984.8.7 7.1 日向灘   ３  

15 1987.3.18 6.6 日向灘   ４  

16 1996.10.19 6.6 鹿児島県薩摩   ３  

17 1997.3.26 6.5 鹿児島県薩摩   ３  

18 1997.4.3 5.5 鹿児島県薩摩   ２  

19 1997.5.13 6.3 鹿児島県薩摩   ２  

20 1997.5.14 4.7 鹿児島県薩摩   ０  

21 1997.5.18 4.6 熊本県熊本地方   ０  

22 1998.12.16 5.5 日向灘   ０  

23 2000.6.8 4.8 熊本県熊本地方   ２  

24 2000.10.6 7.3 鳥取県 中・西部   ２  

25 2001.12.9 6.1 奄美大島   ０  

26 2002.11.4 5.7 日向灘   ３  

27 2005.3.20 7.0 福岡県西方沖   ５弱  

28 2005.4.20 5.8 熊本県西方沖   ５弱  

29 2009.8.3 4.8 熊本県天草芦北   ２  

30 2011.10.5 4.4 熊本県熊本   ２  

        

      １．理科年表及び日本気象協会提供資料による。 

    ２．掲載震度で、「０は無感」「－は震度観測を行っていないため不明」を示す。 

67



 

 

 

 

第２章 地震災害予防（事前対策） 

 

  第１節 地震災害対策の推進 

 

   １．公園施設の地震災害対策の推進 

震災を防止し、または震災が発生した場合における被害の拡大を防ぐため所

管施設の維持管理を強化するとともに、海岸事業、道路・建築物の地震対策事

業を地方公共団体等と連携しつつ計画的かつ総合的に推進し、災害に強い国土

作り・公園作りを行うものとする。 

 

   ２．総合的危険度の把握 

 （１）施設の地震に対する安全性を確保するため、点検要領を作成し、巡視等によ

り定期的に点検を行い、その結果に基づき、緊急性の高い施設から耐震性の

確保に努めるものとする。 

 （２）所管施設に関する設計指針等により適切な耐震設計を行うとともに、公園施

設及び施設周辺の液状化の発生を防止する対策や、液状化が発生した場合に

おいても施設の被害を防止する対策等の実施に努める。 

   

  第２節 防災体制の整備 

 

      １．初動時防災体制の強化 

        （１）災害発生時の情報収集・連絡体制の強化 

災害発生時の情報収集・連絡体制等を夜間・休日の場合も含めて対応で

きるよう、あらかじめ整備しておくとともに、その周知を徹底するものと

する。 

        （２）非常参集体制の強化 

大規模災害発生時における迅速かつ確実な災害情報の収集・連絡の重要

性に鑑み、地震災害対策支部（以下「対策支部」という。）及び地震対策

分会（以下「対策分会」という）に参集する事が必要な職員等をあらかじ

め指名しておく等、体制を整備しておくものとする。 

        （３）初動体制に関するマニュアルの整備 

地震（津波を含む）による災害に対して、速やかに対処するため、「初

動体制に関するマニュアル」を整備し下記の事項について、事前に業務が

遂行できるように確認しておくものとする。 

１）地震発生の把握方法及び連絡系統 

２）初動時防災体制の発令 

３）参集 

４）指揮系統（代行指揮含む）の明確化 
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      ２．応援・協力体制等の強化 

平素から関係各機関及び分会との情報及び資料の交換等を含めて連絡を密

にし、相互の応援・協力体制を定めておく等、緊急時の協力体制等の整備を図

るものとする。 

        （１）事務所等間の応援 

事務所等間における協力要請の方法、人員派遣の発動等は、「事務所等

間相互応援要領」等の定めにより下図の体制で行い、職員等の派遣及び資

機材の提供等について確認しておくものとする。 

事務所等の連絡窓口は連絡窓口一覧表を参照するものとする。 

 

 

    （２）自治体等との協力 

自治体等とは、平常時から連携を強化し、相互応援、協力体制を定めて

おき、緊急時における情報連絡体制、相互の協力体制等について確認して

おくものとする。 

            １）自治体等との情報連絡体制は連絡窓口一覧表を参照するものとする。 

            ２）その他必要と認められるものについて相互に協力するものとする。 

    （３）分会間等の応援 

支部及び分会間における協力要請の方法、人員派遣の発動については下

図の体制で行い、所管施設等の点検及び復旧対策を講ずる際の協力内容に

ついて確認しておくものとする。 

 

 

    （４）公園施設の占用者及び管理者との協力  

公園所管施設の占用者及び管理者とは、所管施設等の点検及び復旧対策

を講じる際の情報連絡体制として連絡窓口一覧表を作成すると共に、協力

内容について確認しておくものとする。 

 

 

 

 

 

 

事務所等 

 

本  局

 

事務所等 

要 請 

要 請 指 示 

指 示 

協力内容等の調整 

 

分 会 

 

支 部 

 

分 会 

要 請 

要 請 指 示 

指 示 

協力内容等の調整 
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        （５）防災エキスパート等との協力 

地震等の大規模災害による被災施設の復旧等をより迅速、確実、効果的

に対処するため、「防災エキスパート制度」を定め、かつて公共土木施設

の整備、管理等に長年携わり一定のノウハウをもった人材を定め災害危険

箇所の巡視・点検を実施しうる人材に、被災した公共施設等の被害情報の

迅速な収集等にボランティアとして協力を得る等、円滑な災害復旧等を行

うため協力体制を確認しておくものとする。 

        （６）報道機関との協力 

緊急の広報または連絡が必要な場合、通信網の途絶を考慮し、報道機関

と連絡方法等についての調整を図るものとする。 

 

      ３．庁舎等の対策 

        （１）点 検 

事務所等の庁舎については、「官庁施設の耐震点検・改修要領」（昭和６

２年４月、建設大臣官房官庁営繕部監修）により耐震点検を行い、必要な

補強等の対策を実施しておくものとする。また、宿舎についても必要な対

策を講じておくものとする。 

        （２）庁舎機能の確保 

            １）庁舎については、地震災害時における庁舎機能を確保するため、火災防

止、器物破損防止、ロッカー等の転倒防止等の安全対策を講じておくもの

とする。 

            ２）地震発生時に被害状況の把握を速やかに行えるよう、「官庁施設等緊急被    

害状況調査表（案）」に施設概要等を記入しておくものとする。 

            ３）非常用電源の確保 

災害発生後の庁舎の停電に備えて災害対策支部機能を確保するため、

負荷に対して十分な容量を有する非常用発電設備を設置するとともに、

センターは３日間、他の施設については原則とし３日間運転できるよう、

燃料の確保、補給、運搬体制の整備を図るものとする。なお、非常用発

電設備は断水に備えて空冷式を原則とする。 

            ４）緊急避難 

緊急避難経路を定め、職員等の誘導に支障のないように配慮しておく

ものとする。 

 

      ４．職員等の生活対策 

        （１）生活用品等の確保 

地震災害後に必要な水、食料、ガスボンベ（ＬＰＧ）、寝具、救急薬品

類、作業衣類、燃料等を資材倉庫等に常時確保しておくものとする。 

        （２）職員等の生活対策用施設、機材の整備 

地震災害後の応急対策を行う職員等のための、飲料水、食料、燃料等の

備蓄及び確保を図るものとする。また、休息・仮眠所、トイレ、炊事、風

呂等の燃料も含めて、職員等の生活対策用施設、機材を整備する。さらに

応援者も含めた宿泊施設等について検討しておくものとする。 
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        （３）職員等及び家族の連絡等について 

            １）職員等が安心して業務が遂行できるよう連絡員（宿舎）を活用する等、

家族の安全確認及び家族との連絡を維持するための方法を、確立してお

くものとする。 

            ２）対策支部及び対策分会においては、安否状況を確認に来た職員等及び家

族について状況把握できる体制を整えておくものとする。 

 

      ５．復旧作業に係る契約手続きの簡素化 

地震災害発生等によりその復旧工事を緊急に施工する必要がある場合の契

約手続きとして、通常の手続きを執る時間的余裕のないときの契約方法は「地

震、洪水等災害に伴う緊急復旧工事の随意契約方式の取り扱いについて」（建

九契第２８３号、平成１０年８月２８日）を事前に確認しておくものとする。 

 

  第３節 地震災害情報・通信システム等の整備及び運用、管理 

 

      １．地震災害情報・通信システム等の整備 

地震災害情報の収集・連絡に資する通信施設等の整備を進めるため、次の施

策を実施するものとする。 

        （１）防災情報ネットワークの整備 

各機関間の情報ネットワーク化に資するため、マイクロ回線の複数ルー

ト化・デジタル化、等の整備を図るものとする。なお、これらの情報通信

施設については、耐震性の強化や停電対策を講じておくものとする。 

大規模災害発生等により、マイクロ回線等の被災又は急激な通信の増加

等があった場合にも円滑に情報通信手段を確保するため、通信路の拡大及

び臨時回線用設備等の整備を推進するものとする。 

        （２）地域防災無線等との連携 

地域防災無線との連携を図り、情報のネットワーク化を推進するものと

する。 

他機間との連絡等に配慮し、ＮＴＴの災害時優先電話、非常取扱い通話

及びＮＴＴ災害応急復旧無線電話、パソコン通信等によるバックアップ対

策を推進するものとする。 

        （３）移動通信機材の整備 

災害発生による通信回線の途絶への対応が迅速、円滑に実施できるよう

に移動多重無線機等の通信機材の配備計画を策定し、整備を推進するもの

とする。 

        （４）情報通信施設等の耐震化の推進 

無線室、電源室等の耐震性の強化を図るものとする。また、電子機器の

耐震化及びメールサーバの二重化を推進するものとする。 

        （５）コンピュータバックアップ対策 

プログラムデータのディスクテープ等へのバックアップ、代替機への振

替え、機器の分散化、ネットワーク化等のコンピュータバックアップ対策

等の推進を図るものとする。 
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      ２．地震災害情報・通信システム等の運用、管理 

災害発生時の情報通信手段については、平常時よりその確保に努めるものと

し、その運用、管理等にあたっては、次の点を考慮するものとする。 

        （１）関係機関との相互接続 

災害発生時における緊急情報連絡を確保するため、地方公共団体及び関

係各機関との相互接続等によるネットワーク間の連携を図るものとする。 

        （２）点 検 

災害発生時の通信の確保を図るため、平常時より災害対策を重視した無

線設備の総点検を定期的に実施するものとするとともに、通信施設、情報

機器、非常用電源設備等については、「地震に関する通信施設点検指針に

ついて」（成２年４月６日付建九電通第４２号）により耐震点検を実施、

点検結果に基づき必要な補強対策等を実施するものとする。 

        （３）災害発生時優先電話等の活用 

ＮＴＴ等の電気通信事業者により提供されている災害発生優先電話等

を効果的に活用するため、その確保に努めるとともに、その設置場所を周

知しておく等災害発生時において有効に活用できる体制を確立しておく

ものとする。 

        （４）携帯電話の配備 

休日、夜間等において指揮命令者間の連絡を確保するため、携帯電話の

個人等への配備を定めておくものとする。 

        （５）電子化データのバックアップ等  

プログラム・データの定期的なバックアップを実施するものとする。 

        （６）情報・通信システムの運用、操作マニュアルの整備 

臨時回線等の運用が迅速、円滑に実施できるように、設営操作方法を盛

り込んだ電気通信施設の運用マニュアルの整備を図るものとする。 

 

      ３．ヘリコプターの運用体制の整備等 

        （１）運用体制の整備 

地震発生時において迅速な情報収集、被害状況の把握、要員の移動等を

図るため九州地方整備局等において管理している国土交通省のヘリコプ

ターの活用を図る。 

        （２）防災臨時ヘリポートの確保 

地震災害発生時において緊急に対応するため、臨時ヘリポートを確保す

るものとする。ヘリポートの選定には、大芝生広場とする。 

 

  第４節 防災拠点の整備 

 

      １．資機材備蓄拠点の整備等 

        （１）防災備蓄基地の整備 

地震災害時に広域的な応急復旧を円滑に進めるため、資機材の備蓄拠点

の整備を図るものとする。 
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        （２）応急復旧資機材の備蓄計画 

地震災害時の応急復旧資機材の備蓄基地のネットワークに関する計画

を策定し、防災備蓄倉庫等において、必要な資機材の備蓄を図るものとす

る。 

        （３）電気通信機材及び電子機材の備蓄 

地震発生時に必要な応急復旧資機材の備蓄を図るものとする。 

 

      ２．災害対策支部室等の整備 

        （１）災害対策支部室等の整備 

対策支部等の運営が円滑に行われるよう、庁舎内に災害対策支部室等を

設け、必要な情報機器等を整備するとともに十分な管理をしておくものと

する。災害対策支部室等にはその機能および機動力を発揮できるよう十分

な広さを確保するよう努めるものとする。 

        （２）災害対策支部室等の代替場所の確保 

災害対策支部室等の代替場所については、資機材の準備状況、執務・宿

舎設備及び通信設備の整備状況等を勘案し、検討を進めておくものとする。 

 

  第５節  災害対策用建設機械等の整備 

迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備えとして、所管施設の

緊急点検、被害状況等の把握、応急復旧や二次災害の発生、拡大の防止対策を

図るために必要な災害対策車等の災害対策用機械の保有及び活用に関する計

画を作成し、これに基づいて計画的な整備を行うとともに、大規模災害発生時

において、人員の派遣、広域的かつ効果的な応援を行うために必要な機材等の

整備を推進するものとする。 

また、応急復旧用の資機材の備蓄を推進するものとする。 

 

  第６節 緊急輸送路対策 

所管施設について、地震災害応急対策を実施する場合の資機材等の輸送を確

保するため、主要な緊急輸送経路を選定しておくものとする。 

 

  第７節 津波対策 

        津波対策のために特に下記の事項について検討しておくものとする。 

      １．要領の作成 

警報解除後の巡視、点検等について実施要領を定めておくものとする。 

      ２．連絡体制の整備 

津波警報発令時の自治体、関係各機関、分会等への連絡体制を整備しておく

ものとする。 

      ３．その他 

巡視、点検等の作業中における二次災害の防止対策について事前に検討して

おくものとする。 
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  第８節 防災訓練等 

 

      １．防災訓練 

        （１）防災訓練は毎年原則として９月に実施するものとする。 

        （２）訓練にあたっては、情報の収集、伝達訓練等の大規模な災害を想定した防

災訓練を行うものとする。 

        （３）防災訓練の方法及び内容 

             防災訓練の方法は、実働訓練等、より機動力を生かした実践的な防災訓練

を実施する。 

            １）情報の収集伝達等 

            ２）参集訓練 

            ３）対策支部及び対策分会の設置及び要員参集体制 

            ４）所管施設等の点検等、状況の把握に関する事項 

            ５）資機材、人員の配備手配 

            ６）所管施設の被害想定 

            ７）地震防災応急対策の実施要員の確保及び関係各機関との協力体制 

            ８）避難対策等 

            ９）家族安否確認 

            10）パソコン通信等を用いた情報提供訓練 

            11）広報 

            12）事後評価 

 

      ２．非常参集訓練 

職員等の非常参集体制の整備を図るため、非常参集訓練を年１回以上行うも

のとする。その際、公共交通機関の不通等、参集途上で携帯電話等を利用した

訓練等様々な条件を設定し、実践的な参集訓練となるよう努めるものとする。 

 

  第９節 防災教育及び広報等 

 

      １．職員等に対する教育 

職員等に対する教育については、その所属により果たすべき役割が異なるこ

とを考慮し、次に掲げる事項について、講習会、研修、パンフレット等により

教育を行うものとする。 

        （１）予想される地震、津波等に関する知識 

        （２）職員等が果たすべき役割 

        （３）今後の地震対策として取り組むべき必要のある施設整備 

 

      ２．広 報 

        （１）広報対策 

地震災害発生時における被害の軽減、混乱の防止、二次災害の防止及び

応急復旧活動の円滑化等のため、広報を行うものとする。このためあらか

じめ広報の内容、発表方法、発表の体制等について整備を図るものとする。 
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        （２）防災知識の普及 

公園利用者等に対して、防災週間等、イベント、各種パンフレット等あ

らゆる機会を通じて、直下の地震を含む地震の知識、地震災害時にとられ

る措置、利用者の心構え等について正確な知識の普及を図るものとする。 

 

第３章 地震災害応急・復旧対策（地震発生後） 

 

  第１節 地震発生直後の情報収集及び通信の確保等 

 

地震が発生した場合、地震情報（震度、震源、マグニチュード、余震の状況

等）や津波情報を迅速、広域的に収集・連絡するものとする。この場合、被害

の概括的な情報を含め多くの情報を効果的な通信手段・機材を用いて伝達し、

被害規模の早期把握を行うものとする。 

 

      １．災害情報の収集・連絡 

        （１）地震情報等の把握・連絡 

地震が発生した場合、テレビ、ラジオ等の一般情報等により地震の規模、

範囲等について確認するものとする。 

管内で対策支部の設置を必要とする規模の地震等（震度４以上、津波警

報の発令）が発生した場合、関係各課及び各分会に連絡・周知するものと

し、速やかに防災体制を確立するものとする。 

        （２）災害情報の収集・連絡 

            １）災害情報の収集 

対策支部は、次に掲げる方法等により迅速かつ的確に応急対策活動に

必要な情報の収集に努めるとともに、その事態に応じて、内容、精度を

高めるものとする。また、情報の有効かつ適切な活用を図るため、必要

な範囲内において、通報または、入手した情報の分析・整理を行うもの

とする。 

                  ①ラジオ、テレビ 

                  ②参集者の情報 

                  ③関係各機関からの情報 

                  ④各分会からの通報 

                  ⑤地域住民からの通報 

                  ⑥現地調査 

                  ⑦その他の方法 

            ２）災害情報の連絡 

対策支部等は、関係各機関及び各分会との間において応急対策活動に

必要な収集及び通報を行い、窓口の一元化に特に留意し、現地等におけ

る災害対応等に支障を来さないように配慮するものとする。 

収集した情報は必要に応じて、速やかに、本局、対策分会、地方公共

団体、警察機関等へ連絡・情報交換を行うものとする。 
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        （３）災害情報の共有 

対策支部等及び占用企業者等関係機関が当該災害状況等に関して、共

通認識を持つことによって、効率的な地震災害応急対策活動を期すとと

もに、対策支部等分の行う応急対策活動に係る調整等の円滑化に資する

ため、対策支部等及び占用企業者等関係機関との間で情報の共有を図る

ものとする。 

 

      ２．通信の確保 

           災害発生直後直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。 

        （１）庁舎・設備の状況把握 

震度４以上の地震が発生した場合、庁舎・設備（ガス・電気・通信施設・

情報機器等）の状況を把握し、不備や不測の事態が生じないことを確認し

た上で行動を行うものとする。 

        （２）通信の確保 

通信連絡の方法は原則としてマイクロ回線（電話、ファクシミリ）を使

用するものとし、通信輻輳に対処するためマイクロ回線の発着信の制限や

使用周波数の設定を行う等、地震災害対策情報の伝達が円滑に行われるよ

うマイクロ回線や機能を確保するものとする。 

        （３）障害時の緊急対策 

マイクロ回線の障害時における緊急対策として、携帯・無線等の移動通

信回線の活用により対処するものとする。 

        （４）点検及び修理 

地震発生後直ちにマイクロ回線等情報通信手段の機能確認を行うとと

もに、支障が生じた施設の復旧を行うものとする。また、マイクロ回線等

情報通信施設の点検は、「地震に関する通信施設点検指針について」（平成

２年４月６日付建九電通第４２号）により実施し、被害がある場合には、

速やかに修理を行い、その機能回復に努めるものとする。 

 

  第２節 参 集 

 

      １．職員の参集条件及び参集場所・方法 

        （１）対策支部の設置に該当する規模の地震発生等の場合、「初動体制に関するマ

ニュアル」に基づき参集し、必要な体制を整えるものとする。 

        （２）参集場所は、原則として本勤務地に参集し、防災業務計画書に定められた

業務を遂行するものとする。 

        （３）家屋の倒壊、橋梁の落橋、道路の通行止め等によって、本勤務地への参集

がどうしても不可能な場合、近傍の国土交通省官署又は関係機関に参集し、

本勤務地に連絡を図るものとする。 

 

      ２．参集者の把握 

        （１）対策支部等は、迅速に参集者の名簿、不参集者の名簿及び確認された所在

地表を作成し、分会長は支部長に、支部長は対策本部に報告しなければなら

ない。 
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        （２）対策支部では、「受け入れ職員名簿」により勤務地以外の参集者の把握を行

うものとする。 

        （３）対策支部等が、不参集者の把握に努め確認できない場合は、近くの対策本

部及び対策支部等が確認行動を実施するものとする。 

 

  第３節 地震災害応急・復旧対策の体制 

 

      １．対策支部及び分会の体制 

        （１）対策支部及び分会の設置及び体制 

            １）事務所長は、地震等が発生した場合は、下記の体制により事務所に対策

支部を、また公園内機関に対策分会を設置するものとする。 

            ２）事務所長に事故等があるときは、あらかじめ事務所長から指名を受けて

いるものが対策支部、対策分会設置を代行するものとする。 

            ３）支部長は被害状況を確認後、防災体制（要員、資機材等）の強化が必要

と判断した場合は状況に応じて体制の移行指令を行わなければならない。 

            ４）あらかじめ指名を受けている緊急出動者は、気象庁が事務所管内の地域

で震度５弱以上（その他事務所長が必要と認めた場合を除く）を発表し

た場合、原則として自動的に勤務地へ参集するものとする。 

 

       注意体制 「気象庁が事務所管内の地域で震度４を発表した場合」 

                 「気象庁が事務所間内の地域で津波注意報（ツナミチュウイ）を発表し

た場合」 

                 「その他事務所長が必要と認めた場合」 

 

       警戒体制  「気象庁が事務所管内の地域で震度５弱・５強を発表した場合」 

                 「気象庁が事務所管内の地域で津波警報（ツナミ）を発表した場合」 

                 「その他事務所長（対策支部が設置されているときは支部長）が必要と

認めた場合」 

 

       非常体制  「気象庁が事務所管内の地域で震度６弱以上を発表した場合、又は地震

により重大な被害が発生した場合」 

                 「気象庁が事務所管内の地域で津波警報（オオツナミ）を発表した場合、

及び津波による重大な被害が発生又は発生の恐れがある場合」     

                 「その他事務所長（対策支部が設置されているときは支部長）が必要と

認めた場合」                                   

 

        （２）対策支部・対策分会の移設 

対策支部及び対策分会を設置する事務所庁舎等が被災により使用が不

可能な場合、支部長の指示により対策支部を、分会長は対策分会の移設を

行うものとする。 
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        （３）支部の廃止 

支部長は次に該当する場合、対策支部及び対策分会を廃止するものとす

る。 

１）災害応急復旧がおおむね完了し、二次災害の恐れがなくなった場合 

２）その他、対策支部・対策分会設置の必要性がなくなったと判断される場合 

        （４）対策支部及び対策分会の組織 

対策支部及び対策分会の組織は、別途定める「地震災害対策支部運営要

領」、「地震災害対策分会運営要領」に示す組織をもって構成するものとす

る。 

        （５）対策本部の代替場所 

局長（対策本部が設置されているときは本部長）から対策本部の代替場

所として指示を受けた場合、事務所長（対策支部が設置されているときは

支部長）は、速やかに対策本部の受入れ準備を進め、万全の体制を整える

ものとする。 

 

      ２．体制の周知 

対策支部等は、被害状況の収集、応援体制等常に連絡体制がとれる状態を確

保するため、各々の体制状況を連絡窓口一覧表に基づき伝達するものとする。 

 

      ３．動員計画 

        （１）体制の組み方 

            １）対策支部、対策分会を設置した場合は、「地震災害対策支部運営要領」、

「地震災害対策分会要領」及び「初動体制に関するマニュアル」に基づ

き速やかに体制を整えるものとする。 

            ２）対策支部の動員体制の発令及び解除は、支部長が行うものとする。 

      ３）対策分会の動員体制の発令及び解除は、各分会長が行うものとする。 

        （２）構成員の指名 

            １）各体制毎に出動する事が定められている緊急出動者は、各々の所掌事務

を遂行するものとする。各班長は、初動時に参集した職員の集合状態を速

やかに把握し、優先度に応じた班編成及び配備を行うものとする。 

            ２）指揮・命令する者は、初期参集した人員が少人数の場合は、優先度、緊

急度の高い業務への班編成を行い、人数が増えた時点で順次班編成を見直

すものとする。 

 

      ４．対策支部間の応援 

        （１）事務所長等は、本局及び他の事務所等において対策本部及び対策支部が設

置された場合、あるいは報道等の情報により他事務所等管内において著しい

被害が予想されると判断した場合には事務所長等の指令により応援出動の

準備体制に入ることとし、応援に必要な人員、資機材等を整えておくものと

する。  
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        （２）対策支部間の応援は、「事務所等間相互応援要領」等により原則として被災    

当該支部長が応援を本部長に要請し、本部長が他支部長へ応援を指示する。

また、必要に応じ本部長の判断により応援を指示することができる。応援に

出動した職員は被災当該支部の体制化に入るものとする。 

 

   ５．対策分会間の応援 

        （１）対策分会間の応援は、原則として被災当該分会長が支部長に要請し、支部

長が他分会へ応援を指示する。また必要に応じ支部長の判断により応援を指

示することが出来る。 

       応援に出動した場合、被災当該分会の体制下に入るものとする。 

 

      ６．他機関との協力 

        （１）防災関係機関との連絡・協力 

地震防災時において迅速適切な応急対策措置を実施するため、他の防災

関係機関と密接な連絡を保ち協力を行うものとする。 

    （２）近隣国道事務所との連絡・協力 

地震情報等の迅速な把握に努めるため、気象庁よりの情報については、

吉野ヶ里庁舎は佐賀国道事務所に協力、応援をもらうものとする。 

        （３）占用企業者との連絡・協力 

地震災害時において、上、下水道、電気及び通信・電気機器施設の機能

を確保するため、これら施設の被災状況の把握及び復旧工事等にあたって

は、関係する占用機関等と密接な連絡を保ち必要に応じて協力、応援を行

うものとする。 

 

      ７．応援体制 

        （１）関係各機関への応援 

地震災害時において、関係各機関から職員、資機材等の応援の要請があ

った場合には、必要に応じて対処するものとする。 

        （２）応援体制 

応援の要請に対しては必要に応じ事務所長（支部設置の場合には支部長）

が応援を指示するものとする。また、応援に出た職員は被災当該体制化に

入るものとする。 

 

      ８．庁舎等の対策 

        （１）庁舎等点検 

１）庁舎について庁舎等の施設管理者は、被災直後に余震による被災建築物

の損傷の一層の進行や、被災建築物を使用することによる二次的災害の発

生に対する安全性を確認し、使用の可否を判定するため「官庁施設応急危

険度判定調査表（案）」により被災状況の概要を調査し、危険度の判定を

行うものとする。  
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            ２）宿舎について、迅速にその被災状況の把握に努めるものとする。 

        （２）緊急時の避難 

火災等の緊急事態が発生した場合は、あらかじめ定めた避難経路により

庁舎管理者が職員等の誘導を行うものとする。 

        （３）災害時の応急措置 

建物の被災によって二次災害の発生する危険性のある場合は、速やかに

危険物の撤去、危険区域の設定等の危険防止対策をとるものとする。 

        （４）応急復旧 

応急危険度判定及び被災度区分判定の調査結果による被害状況に応じ

て、庁舎機能の維持・確保を図るための応急復旧対策を速やかに実施する

ものとする。 

 

      ９．職員等の安全確保、健康管理等 

        （１）安全確保 

施設対策等の措置を行う場合においては、職員等の安全確保に配慮する

ものとする。 

        （２）健康管理 

施設対策等の措置及び各種の地震後対応は、長期にわたることが予想さ

れるので勤務の適切なローテーション等、職員等の健康管理に配慮するも

のとする。 

        （３）生活対策 

施設対策等の措置を行う場合においては、業務に必要な物資の購入・調

達、職員に対する非常食等の配給、休息・仮眠所の確保等職員等の生活対

策に配慮するものとする。 

        （４）職員等・家族の安否確認 

職員等・家族の安否確認は、「初動体制に関するマニュアル」に基づき

行うものとする。 

 

      10．避難住民対策 

    （１）広域避難場所の指定   

地方公共団体より、広域避難場所として指定された施設以外の所管施設

について、避難場所として使用したい旨の要請があった場合には、施設の

状況等を確認の上、適切に対処するものとする。 

 

  第４節 津波対策 

 

      １．津波警報発令時の対策 

      （１）津波注意報・警報発令時は、直ちに地震災害の防災体制に入るものとする。 

      （２）津波注意報・警報解除後の巡視、点検等に備えて準備を行うものとする。 

      （３）津波等に関する情報を収集し、関係各機関に情報提供するものとする。 

      （４）海岸及びその周辺で作業を行っている工事関係者に、避難するよう情報を提

供するものとする。 
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      ２．津波警報解除後の対策 

        （１）津波注意報・警報解除後に津波による災害調査のため、園内施設等の巡視・

点検を実施するものとする。 

        （２）災害が発生した場合には、必要に応じて自治体、関係各機関等に連絡を図

り対策を講じるものとする。 

 

  第５節 災害発生時における道路交通の確保 

緊急輸送道路については、関係機関と調整を図りつつ、路上障害物の除去・

沿道の建築物の安全確認等により速やかに緊急輸送機能を確保するものとする。 

 

  第６節 地震発生直後の所管施設の緊急点検 

災害発生後、緊急点検実施の体制を速やかに整え、周辺の安全を確認した上

で、施設の緊急点検を実施するものとする。その際、被災した施設等の被害状

況の迅速な収集等を行うものとする。 

 

  第７節 災害対策用資機材・復旧資機材の確保 

応急復旧を円滑に行うため、主要な災害復旧用資機材を緊急・迅速に調達し

うるために、必要に応じて関係団体等に対し建設機械の調達、労働力の確保、

資材調達について要請等を行うものとする。 

 

  第８節 公園施設対策 

 

      １．公園施設の点検 

被害状況を速やかに把握するため、巡視を実施する。なお、巡視結果等から

詳細な点検が必要と思われるものについては、できるだけ早い時期に詳細な点

検を実施するものとする。 

 

      ２．応急復旧 

（１）パトロールによる巡視結果等に基づき、速やかに応急復旧を行うものとす

る。 

（２）応急復旧工法は被害の状況、資機材の有無等を考慮して適切な工法を選定

するものとする。  

 

      ３．入園者対策 

被災施設については、その種類、位置等について公園利用者に周知し、公園

の利 用に危険を及ぼさないように努めるものとする。 
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  第９節 災害時における広報 

地震災害の広報は、災害対策支部が行うものとし、地震災害応急対策等に係

る措置の状況について、必要に応じ遂時広報を行うものとする。 

   1．広報活動はおおむね次の事項について広報を行う。 

    （１）入園者の安否等に関する事項 

        （２）所管施設の全般的状況（被害及び施設の機能状況） 

        （３）浸水・土砂災害等に関する事項 

        （４）緊急輸送道路の状況、復旧の見通し等に関する事項 

        （５）所管する施設に対して危険防止のために必要な事項及び応急復旧活動に関

して理解と協力を求める必要のある事項 

        （６）その他対策支部等の活動に関して広報を行う必要がある事項 

      ２．上記災害状況の発表方法は、「防災広報マニュアル」（案）によるものとする。 

      ３．広報は、放送機関、新聞社等の報道機関の協力を求めて行う。特に必要がある

と認める場合には、関係する地方公共団体等の協力を求めるものとする。 

      ４．対策支部は、必要に応じて施設利用者及び危険箇所周辺の住民に対して以下の

広報を行う。広報を行う場合には、対策本部にその内容を報告するものとする。 

        （１）公園利用者の危険防止のための必要な事項 

        （２）公園利用者に理解と協力を求める必要のある事項 

        （３）災害危険箇所の周知及び警戒避難に関する事項 

        （４）その他、対策支部及び対策分会の活動に関して理解と協力を求める必要の

ある事項 

 

第４章 運営要領の作成 

 

      １．本計画の円滑な運営を図るため分会長は、年度当初、「地震災害対策分会運営要

領」を定めるものとする。 

      ２．本計画の円滑な運営を図るため事務所長は、年度当初、「地震災害対策支部運営

要領」を定めるものとする。 

      ３．分会長は第１項に基づき定めた「地震災害対策分会運営要領」を毎年度事務所

長に提出するものとする。 

      ４．事務所長は第２項に基づき定めた「地震災害対策支部運営要領」を毎年度局長

に報告するものとする。 
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83



 

 

 

 

 

 

                        目             次 

 

 

  第１章 計画の前提…………………………………………………………………… ２６ 

 

  第２章  風水害予防（事前対策）…………………………………………………… ２６ 

    第１節 風水害対策の推進………………………………………………………… ２８ 

      １．公園施設の風水害対策の推進 

      ２．総合的な危険度の把握 

    第２節  防災体制の整備…………………………………………………………… ２６ 

      １．防災体制の強化 

      ２．応援・協力体制等の強化 

      ３．庁舎等の対策 

      ４．職員等の生活対策 

      ５．復旧対策に係る契約手続きの簡素化 

    第３節 風水害情報・通信システム等の整備及び運用、管理………………… ２９ 

      １．風水害情報・通信システム等の整備 

      ２．風水害情報・通信システム等の運用、管理 

      ３．ヘリコプターの運用体制の整備等 

    第４節 防災拠点の整備…………………………………………………………… ３０ 

      １．資機材備蓄拠点の整備等 

      ２．災害対策支部室等の整備 

    第５節 災害対策用建設機械等の整備…………………………………………… ３１ 

    第６節  緊急輸送路対策…………………………………………………………… ３１ 

    第７節 訓練………………………………………………………………………… ３１ 

    第８節 風水害に対する教育及び広報等………………………………………… ３１ 

      １．職員等に対する教育 

   ２．広報 

 

 

  

84



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第３章 風水害応急・復旧対策(災害が発生した場合または恐れのある場合) 

………………………… ３２ 

    第１節 情報収集及び通信の確保等……………………………………………… ３２ 

      １．情報の収集・連絡 

      ２．通信の確保 

    第２節 風水害応急・復旧対策の体制…………………………………………… ３４ 

      １．対策支部及び対策分会の体制 

      ２．体制の周知 

      ３．動員計画 

      ４．対策支部間の応援 

      ５．対策分会間の応援 

      ６．他機関との協力８ 

      ７．応援体制 

      ８．庁舎等の対策 

      ９．職員等の安全確保、健康管理等 

     10．避難住民対策 

    第３節 災害発生時における道路交通の確保等………………………………… ３７ 

    第４節 地震発生直後の所管施設の緊急点検…………………………………… ３７ 

    第５節 災害対策用資機材・復旧資機材の確保………………………………… ３７ 

    第６節 公園施設対策……………………………………………………………… ３７ 

      １．公園施設の点検 

      ２．応急復旧 

      ３．入園者対策 

    第７節 災害時における広報……………………………………………………… ３８ 

 

  第４章 運営要領の作成……………………………………………………………… ３８ 

 

 

 

  

85



 

 

 

 

第１章 計画の前提 

 

この計画は、国営海の中道海浜公園事務所管内で台風・梅雨前線等による豪雨・

洪水対策及び公園施設に災害が発生し、または発生が予想されることを踏まえ災害

対策の推進を図ることを目的とする。 

 

第２章 風水害予防（事前対策） 

 

  第１節 風水害対策の推進 

 

      １．公園施設の風水害対策の推進 

点検要領を作成し、巡視等により定期的に点検を実施し、その結果に基づき、

必要な施設の整備を行うものとする。 

 

      ２．総合的な危険度の把握 

公園施設及び施設周辺について、想定される被害等の把握に努めるものとす

る。 

 

  第２節 防災体制の整備 

 

      １．防災体制の強化 

        （１）災害発生時の情報収集・連絡体制の強化 

災害発生時の情報収集・連絡体制等を夜間・休日の場合も含めて対応で

きるよう、あらかじめ整備しておくとともに、その周知を徹底するものと

する。 

        （２）風水による災害に対して、速やかに対処するため、下記の事項について、

事前に業務が遂行できるよう確認しておくものとする。 

１）施設及び各種設備の実態把握と点検方法 

２）情報収集及び伝達方法等の手段に用いる機器の操作方法及び操作方法マ

ニュアルの設置場所 

３）職員等の連絡先リスト等の保管場所 

４）関係各機関との連絡・調整方法 

５）公園利用者に対する被害状況、復旧状況等の周知方法 

６）その他、必要と思われる事項 

 

      ２．応援・協力体制等の強化 

平素から関係各機関及び分会と情報及び資料の交換等を含めて連絡を密に

し、相互の応援・協力体制を定めておく等、緊急時の協力体制等の整備を図る

ものとする。 
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        （１）事務所等間の応援 

事務所等間における協力要請の方法、人員派遣の発動等は、「事務所等

間相互応援要領」等の定めにより下図の体制で行い、職員等の派遣及び資

機材の提供等について確認しておくものとする。 

事務所の連絡窓口は連絡窓口一覧表を参照するものとする。 

 

 

        （２）自治体等との協力 

自治体等とは、平常時から連携を強化し、相互応援、協力体制を定めて

おき、緊急時における情報連絡体制、相互の協力体制等について確認して

おくものとする。 

            １）自治体等との情報連絡体制は連絡窓口一覧表を参照するものとする。 

            ２）その他必要と認められるものについて相互に協力するものとする。 

    （３）分会等間の応援 

支部及び分会間における協力要請の方法、人員派遣の発動については下

図の体制で行い、所管施設等の点検及び復旧対策を講じる際の協力内容に

ついて確認しておく。 

 

 

        （４）公園施設の占用者及び管理者との協力 

公園所管施設の占用者及び管理者とは、所管施設等の点検及び復旧対策

を講ずる際の情報連絡体制として連絡窓口一覧表を作成するとともに、協

力内容について確認しておくものとする。 

    （５）防災エキスパート等との協力 

風水害による被災施設の復旧等をより迅速、確実、効果的に対処するた

め、「防災エキスパート制度」を定め、かつて公共土木施設等の整備、管

理等に長年携わり一定のノウハウをもった人材を定め災害危険箇所の巡

視・点検を実施しうる人材に、被災した施設等の被害情報の迅速な収集等

にボランティアとして協力を得る等、円滑な災害復旧等を行うため協力体

制を確認しておくものとする。 

 

 

事務所等 

 

本  局

 

事務所等 

要 請 

要 請 指 示 

指 示 

協力内容等の調整 

 

分 会 

 

支 部 

 

分 会 

要 請 

要 請 指 示 

指 示 

協力内容等の調整 
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        （６）報道機関との協力 

緊急の広報または連絡が必要な場合、通信網の途絶を考慮し、報道機関

と連絡方法等についての調整を図るものとする。 

 

      ３．庁舎等の対策 

        （１）点 検 

庁舎等及び宿舎の施設管理者は、「官庁施設等緊急被害状況調査表（案）」

により状況把握を行い、適切な処置を講じておくものとする。 

        （２）庁舎機能の確保 

            １）非常用電源の確保 

災害発生後の庁舎の停電に備えて風水害対策支部（以下「対策支部」

という。）及び風水害対策分会（以下「対策分会」という）機能を確保

するため、負荷に対して十分な容量を有する非常用発電設備を設置する

とともに、センターは３日間、他の施設については原則として３日間運

転できるよう、燃料の確保、補給、運搬体制の整備を図るものとする。

なお、非常用発電設備は断水に備えて空冷式を原則とする。 

            ２）緊急避難 

緊急避難経路を定め、職員等の誘導に支障のないように配慮しておく

ものとする。 

 

      ４．職員等の生活対策 

        （１）生活用品等の確保 

災害後に必要な水、食料、ガスボンベ（ＬＰＧ）、寝具、救急薬品類、

作業衣類、燃料等を資材倉庫等に常時確保しておくものとする。 

        （２）職員等の生活対策用施設、機材の整備 

災害後の応急対策を行う職員等のための、飲料水、食料、燃料等の備蓄

及び確保を図るものとする。また、休息・仮眠所、トイレ、炊事、風呂等

の燃料も含めて、職員等の生活対策用施設、機材を整備する。さらに応援

者も含めた宿泊施設等について検討しておくものとする。 

        （３）職員等及び家族の連絡等について 

            １）職員等が安心して業務が遂行できるよう連絡員（宿舎）を活用する等、

家族の安全確認及び家族との連絡を維持するための方法を確立しておく

ものとする。 

            ２）対策支部等においては、安否状況を確認に来た職員等及び家族について

状況把握できる体制を整えておくものとする。 

 

      ５．復旧作業に係る契約手続きの簡素化 

災害発生等によりその復旧工事を緊急に施工する必要がある場合の契約手

続きとして、通常の手続きを執る時間的余裕のないときの契約方法は「地震、

洪水等災害に伴う緊急復旧工事の随意契約法式の取り扱いについて」（建九契

第２８３号・平成１０年８月２８日）を事前に確認しておくものとする。 
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  第３節 風水害情報・通信システム等の整備及び運用、管理 

 

      １．風水害情報・通信システム等の整備 

風水害情報の収集・連絡に資する通信施設等の整備を進めるため、次の施策

を実施するものとする。 

        （１）防災情報ネットワークの整備 

各機関間の情報ネットワーク化に資するため、マイクロ回線の複数ルー

ト化・デジタル化等の整備を図るものとする。なお情報通信施設について

は、停電対策を講じておくものとする。 

大規模災害発生等により、マイクロ回線等の被災または急激な通信の増

加等があった場合にも円滑に情報通信手段を確保するため、通信路の拡大

及び臨時回線用設備等の整備を推進するものとする。 

        （２）地域防災無線等との連携 

地域防災無線との連携を図り、情報のネットワーク化を推進するものと

する。他機関との連絡等に配慮し、ＮＴＴの災害時優先電話、非常取扱い

通話及びＮＴＴ災害応急復旧無線電話、パソコン通信等によるバックアッ

プ対策を推進するものとする。 

        （３）移動通信機材の整備 

災害発生による通信回線の途絶への対応が迅速、円滑に実施できるよう

に移動多重無線機、携帯電話等の通信機材の配備計画を策定し、整備を推

進するものとする。 

        （４）コンピュータバックアップ対策 

プログラムデータのディスクテープ等へのバックアップ、代替機への振

替え、機器の分散化、ネットワーク化等のコンピュータバックアップ対策

等の推進を図るものとする。 

 

      ２．風水害情報・通信システム等の運用、管理 

災害発生時の情報通信手段については、平常時よりその確保に努めるものと

し、その運用、管理等にあたっては、次の点を考慮するものとする。 

        （１）関係機関との相互接続 

災害発生時における緊急情報連絡を確保するため、地方公共団体及び関

係各機関との相互接続等によるネットワーク間の連携を図るものとする。 

        （２）点 検 

災害発生時の通信の確保を図るため、平常時より災害対策を重視した無

線設備の総点検を定期的に実施し、その結果に基づき、必要な措置を講ず

るものとする。 

        （３）災害発生時優先電話等の活用 

ＮＴＴ等の電気通信事業者により提供されている災害発生優先電話等

を効果的に活用するため、その確保に努めるとともに、その設置場所を周

知しておく等災害発生時において有効に活用できる体制を確立しておく

ものとする。 
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        （４）携帯電話の配備 

休日、夜間等において指揮命令者間の連絡を確保するため、個人等への

配備を定めておくものとする。 

        （５）電子化データのバックアップ等  

プログラム・データの定期的なバックアップを実施するものとする。 

        （６）情報・通信システムの運用、操作マニュアルの整備 

臨時回線等の運用が迅速、円滑に実施できるように、設営操作方法を盛

り込んだ電気通信施設の運用マニュアルの整備を図るものとする。 

 

      ３．ヘリコプターの運用体制の整備等 

        （１）運用体制の整備 

災害発生時において迅速な情報収集、災害状況の把握、要員の移動等を

図るため九州地方建設局等において管理しているヘリコプターの活用を

図るものとする。 

        （２）防災臨時ヘリポートの確保地震災害発生時において緊急に対応するため、

臨時ヘリポートを確保するものとする。ヘリポートの選定には、可能な限り

制約を受けない場所及び国土交通省ヘリコプター機種が離発着できる場所

に配慮するものとする。 

 

  第４節 防災拠点の整備 

 

      １．資機材備蓄拠点の整備等 

        （１）防災備蓄基地の整備 

災害時に広域的な応急復旧を円滑に進めるため、資機材の備蓄拠点の整

備を図るものとする。 

        （２）応急復旧資機材の備蓄計画 

災害時の応急復旧資機材の備蓄基地のネットワークに関する計画を策

定し、防災備蓄倉庫等において、必要な資機材の備蓄を図るものとする。 

        （３）電気通信機材及び電子機材の備蓄 

災害時に必要な応急復旧資機材の備蓄を図るものとする。 

 

      ２．災害対策支部室等の整備 

対策支部等の運営が円滑に行われるよう、庁舎等内に災害対策支部室を設け、

必要な情報機器等を整備するとともに十分な管理をしておくものとする。災害

対策支部室等にはその機能および機動力を発揮できるよう十分な広さを確保

するよう努めるものとする。 
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  第５節  災害対策用建設機械等の整備 

 

迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備えとして、所管施設の緊

急点検、被害状況等の把握、応急復旧や二次災害の発生、拡大の防止対策を図る

ために必要な災害対策車等の災害対策用機械の保有及び活用に関する計画を作

成し、これに基づいて計画的な整備を行うとともに、大規模災害発生時において、

人員、災害対策用機械の派遣等、広域的かつ効果的な応援を行うために必要な機

材等の整備を推進するものとする。また、応急復旧用の資機材の備蓄を推進する

ものとする。 

 

  第６節 緊急輸送路対策 

 

所管施設について、災害応急対策を実施する場合の資機材等の輸送を確保す

るため、主要な緊急輸送経路を選定しておくものとする。 

 

  第７節 訓 練 

 

      １．訓練は毎年原則として年１回以上実施するものとする。 

 

      ２．訓練にあたっては、情報の収集、伝達訓練等の大規模な災害を想定した訓練を

行うものとする。 

 

      ３．訓練の方法及び内容 

訓練の方法は、実働訓練等、より機動力を生かした実践的な防災訓練を実施

する。 

        （１）洪水予報等の情報収集及び伝達等 

        （２）対策支部及び分会の設置及び要員参集体制 

        （３）所管施設等の点検等、状況の把握に関する事項 

        （４）資機材、人員の配備手配 

        （５）所管施設の被害想定 

        （６）避難対策等 

        （７）家族安否確認 

        （８）関係各機関との協力体制 

        （９）応急復旧対策 

        （10）広報 

        （11）事後評価 

 

  第８節 風水害に対する教育及び広報等 

 

      １．職員等に対する教育 

職員等に対する教育については、その所属により果たすべき役割が異なるこ

とを考慮し、次に掲げる事項について、講習会、研修、パンフレット等により
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教育を行うものとする。 

        （１）洪水予報・水防警報の性格及びこれに基づきとられる措置の内容 

        （２）予想される洪水・高潮等に関する知識 

        （３）災害応急対策に関する知識 

            １）対策支部の設置及び要員参集体制 

            ２）園内状況の把握と情報の伝達 

            ３）洪水予報等の伝達 

            ４）その他施設管理上の措置に関する事項 

        （４）職員等が果たすべき役割 

        （５）災害応急対策として講じられている対策に関する知識 

        （６）今後の洪水・高潮対策等災害対策として取り組むべき必要のある施設整備 

 

      ２．広 報 

        （１）広報対策 

災害発生時における被害の軽減、混乱の防止、二次災害の防止及び応急

復旧活動の円滑化等のため、広報を行うものとする。このためあらかじめ広

報の内容、発表方法、発表の体制等について整備を図るものとする。 

        （２）防災知識の普及 

公園利用者に対して、防災週間、イベント、各種パンフレット等あらゆ

る機会を通じて、災害に対する知識、災害時にとられる措置、利用者の心構

え等について正確な知識の普及を図るものとする。 

 

第３章 風水害応急・復旧対策 

 

  第１節 情報収集及び通信の確保等 

 

災害が発生した場合または発生する恐れのある場合、風水害に関わる情報を迅速、

広域的に収集・連絡するものとする。この場合、被害の概括的な情報を含め多くの

情報を効果的な通信手段・機材を用いて伝達し、被害規模の早期把握を行うものと

する。 

 

      １．情報の収集・連絡 

        （１）情報等の把握・連絡 

災害発生後または発生の恐れがある場合、気象情報、被害状況等の情報

収集を行うものとする。園内で対策支部の設置を必要とする規模の情報を

入手した場合、直ちに関係各課に連絡・周知するものとし、速やかに防災

体制を確立するものとする。 

        （２）情報の収集・連絡 

            １）情報の収集 

対策支部は、次に掲げる方法等により迅速かつ的確に応急対策活動に

必要な情報の収集に努めるとともに、その事態に応じて、内容、精度を

高めるものとする。また、情報の有効かつ適切な活用を図るため、必要

な範囲内において、通報または、入手した情報の分析・整理を行うもの

92



 

 

 

とする。 

                  ①ラジオ、テレビ 

                  ②参集者の情報 

                  ③関係各機関からの情報 

                  ④園内職員等からの通報 

                  ⑤地域住民からの通報 

                  ⑥現地調査 

                  ⑦その他の方法 

            ２）情報の連絡 

対策支部等は、関係各機関との間において応急対策活動に必要な収集

及び通報を行い、窓口の一元化に特に留意し、現地等における災害対応

等に支障を来さないように配慮するものとする。 

収集した情報は必要に応じて、速やかに、本局、各分会、関係各機関、

警察機関等へ連絡・情報交換を行うものとする。 

        （３）災害情報の共有 

対策支部等及び占用企業者等関係各機関が当該災害状況等に関して、共

通認識を持つことによって、効率的な災害応急対策活動を期すとともに、

対策支部等の行う応急対策活動に係る調整等の円滑化に資するため、対策

支部および関係各機関との間で情報の共有を図るものとする。 

 

      ２．通信の確保 

        対策支部設置後直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。 

        （１）庁舎・設備の状況把握 

災害が発生した場合、庁舎・設備（ガス・電気・通信施設・情報機器等）

の状況を把握し、不備や不測の事態が生じないことを確認した上で行動を

行うものとする。 

        （２）通信の確保 

通信連絡は、原則としてマイクロ回線（電話、ファクシミリ）を使用す

るものとし、通信輻輳に対処するためマイクロ回線への発着信の制限等、

災害対策情報の伝達が円滑に行われるようマイクロ回線の機能を確保す

るものとする。 

        （３）障害時の緊急対策 

マイクロ回線の障害時における緊急対策として、携帯・自動車電話等の

移動通信回線の活用により対処するものとする。 

        （４）点検及び修理 

災害発生後直ちにマイクロ回線等情報通信手段の機能確認を行うとと

もに、支障が生じた施設の復旧を行うものとする。 
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  第２節 風水害応急・復旧対策の体制 

 

      １．対策支部及び対策分会の体制 

        （１）対策支部及び対策分会の設置及び体制 

            １）事務所長は、風水害が発生した場合または恐れのある場合は、下記の体

制により事務所等に対策支部及び対策分会を設置するものとする。体制

発令の基準詳細は、別途定める「風水害対策支部運営要領」「風水害対策

分会運営要領」によるものとする。 

 

                      （実施体制）「注意体制」 

                                 「警戒体制」 

                                 「非常体制」 

 

            ２）事務所長に事故等があるときは、あらかじめ事務所長から指名を受けて

いる者が対策支部設置及び対策分会設置を代行するものとする。 

            ３）支部長は被害状況を確認後、体制（要員、資機材等）の強化が必要と判

断した場合は状況に応じて体制の移行指令を行わなければならない。 

        （２）対策支部・対策分会の移設 

対策支部及び対策分会を設置する事務所庁舎等が被災により使用が不可

能な場合、支部長の指示により対策支部を、分会長の指示で対策分会を移設

するものとする。 

        （３）対策支部及び対策分会の廃止 

             支部長は次に該当する場合、対策支部及び対策分会を廃止するものとする。 

            １）災害応急復旧がおおむね完了し、二次災害の恐れがなくなった場合 

            ２）その他、対策支部設置の必要性がなくなったと判断される場合 

        （４）対策支部及び対策分会の組織 

対策支部及び対策分会の組織は、別途定める「風水害対策支部運営要領」

及び「風水害対策分会運営要領」に示す組織をもって構成するものとする。 

        （５）対策本部の代替場所 

局長（対策本部が設置されているときは本部長）から対策本部の代替場

所として指示を受けた場合、事務所長（対策支部が設置されているときは支

部長）は、速やかに対策本部の受入れ準備を進め、万全の体制を整えるもの

とする。 

 

      ２．体制の周知 

対策支部等は、被害状況の収集、応援体制等常に連絡体制がとれる状態を確

保するため、各々の体制状況を連絡窓口一覧表に基づき伝達するものとする。 
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      ３．動員計画 

        （１）体制の組み方 

１）対策支部及び対策分会を設置した場合は、「風水害対策支部運営要領」及

び「風水害対策分会運営要領」により速やかに体制を整えるものとする。 

２）対策支部の動員体制の発令及び解除は、支部長が行うものとする。 

３）各対策分会の動員体制の発令及び解除は、各分会長が行うものとする。 

        （２）構成員の指名 

１）対策支部は、「風水害対策支部運営要領」の各体制毎に定められた動員者

によって業務を遂行するものとする。 

２）対策分会は、「風水害対策分会運営要領」の各体制毎に定められた動員者

によって業務を遂行するものとする。 

 

      ４．対策支部間の応援 

（１）事務所長等は、本局及び他の事務所等において対策本部及び対策支部が

設置された場合、あるいは報道等の情報により他事務所等管内において著

しい被害が予想されると判断した場合には、事務所長等の指令により応援

出動の準備体制に入ることとし、応援に必要な人員、資機材等を整えてお

くものとする。 

（２）対策支部間の応援は、「事務所等間相互応援要領」等により原則として

被災当該支部長が応援を本部長に要請し、本部長が他支部長へ応援を指示

する。また、必要に応じ本部長の判断により応援を指示することができる。

応援に出動した職員は被災当該支部の体制下に入るものとする。 

 

   ５．対策分会間の応援 

（１）対策分会間の応援は、原則として被災当該分会長が支部長に要請し、支

部長が他分会へ応援を指示する。又必要に応じて支部長の判断により応援

を指示することが出来る。 

 

      ６．他機関との協力 

（１）防災関係機関との連絡・協力 

風水害時において迅速適切な応急対策措置を実施するため、他の防災関

係機関と密接な連絡を保ち協力を行うものとする。 

（２）近隣国道事務所との連絡・協力 

気象情報等の迅速な把握に努めるため、気象庁よりの情報については、

吉野ヶ里庁舎は佐賀国道事務所より連絡・協力をもらうものとする。 

（３）占用企業者との連絡・協力 

風水害対策時において、上、下水道、電気及び通信・電気機器施設の機

能を確保するため、これら施設の被災状況の把握及び復旧工事等にあたっ

ては、関係する占用機関等と密接な連絡を保ち必要に応じて協力、応援を

行うものとする。 
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      ７．応援体制 

（１）管内関係機関への応援 

災害時において、自治体、関係機関から職員、資機材等の応援の要請が

あった場合には、必要に応じて対処するものとする。 

（２）応援体制 

応援の要請に対しては必要に応じ所長（支部設置の場合には支部長）が

応援を指示するものとする。また、応援に出た職員は被災当該体制下に入

るものとする。 

 

      ８．庁舎等の対策 

（１）庁舎等点検 

被害を受けた庁舎等及び宿舎の管理者は、「施設点検要領（案）」により

被害状況の把握を行い、庁舎等の管理者においては対策支部へ報告し、支

部は対策本部へ報告する。国土交通省職員宿舎の管理者においては管理官

署に報告するものとする。 

（２）災害時の応急措置 

建物の被災によって二次災害の発生する危険性のある場合は、速やかに

危険物の撤去、危険区域の設定等の危険防止対策をとるものとする。 

（３）応急復旧 

応急危険度判定及び被災度区分判定の調査結果による被害状況に応じ

て、庁舎機能の維持・確保を図るための応急復旧対策を速やかに実施する

ものとする。 

 

      ９．職員等の安全確保、健康管理等 

（１）安全確保 

施設対策等の措置を行う場合においては、職員等の安全確保に配慮する

ものとする。 

（２）健康管理 

施設対策等の措置及び風水害対応が、長期にわたることが予想される場

合、勤務の適切なローテーション等、職員等の健康管理に配慮するものと

する。 

（３）生活対策 

施設対策等の措置を行う場合においては、業務に必要な物資の購入・調

達、職員等に対する非常食等の配給、休息・仮眠所の確保等職員等の生活

対策に配慮するものとする。 

（４）職員等及び家族の安否確認 

職員等及び家族の安否確認は、必要に応じて行うものとする。 

 

      10．避難住民対策 

地方公共団体、地域住民等より、あらかじめ避難場所として指定された施設

以外の所管施設について、避難場所として使用したい旨の要請があった場合に

は、施設の状況等を確認の上、適切に対処するものとする。 

96



 

 

 

 

 

  第３節 災害発生時における道路交通の確保 

 

緊急輸送道路については、関係機関と調整を図りつつ、路上障害物の除去・

沿道の建築物の安全確認等により速やかに緊急輸送機能を確保するものとする。 

 

  第４節 災害発生直後の所管施設の緊急点検 

 

所管施設の管理者は、災害発生後、緊急点検実施の体制を速やかに整え、周

辺の安全を確認したうえで、緊急点検を実施するものとする。その際、被災し

た施設等の被害状況の迅速な収集等を行うものとする。 

 

  第５節 災害対策用資機材・復旧資機材の確保 

 

応急復旧を円滑に行うため、主要な災害復旧用資機材を緊急・迅速に調達し

うるために、必要に応じて関係団体等に対し建設機械の調達、労働力の確保、

資材調達について要請等を行うものとする。 

 

  第６節 公園施設対策 

 

      １．公園施設の点検 

        被害状況を速やかに把握するため、巡視を実施するものとする。 

 

      ２．応急復旧 

        （１）巡視結果等に基づき、速やかに応急復旧を行うものとする。 

        （２）応急復旧工法は被害の状況、資機材の有無等を考慮して適切な工法を選定

するものとする。  

 

      ３．入園者対策 

被災施設については、その種類、位置等について公園利用者に周知し、公園

の利用に危険を及ぼさないように努めるものとする。 
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  第７節 災害時における広報 

風水害の広報は災害応急復旧対策等に係る措置の状況について、必要に応じ

対策支部が遂次広報を行うものとする。 

 

      １．広報活動はおおむね次の事項について広報を行う。 

        （１）入園者の安否状況 

    （２）所管施設の全般的状況（被害及び施設の機能状況） 

        （３）浸水・災害等に関する事項 

        （４）緊急輸送道路の状況、復旧の見通し等に関する事項 

        （５）所管する施設に対して危険防止のために必要な事項及び応急復旧活動に関

して理解と協力を求める必要のある事項 

        （６）その他対策支部等の活動に関して広報を行う必要がある事項 

 

      ２．上記災害状況の発表方法は、「広報に関するマニュアル」によるものとする。 

 

      ３．広報は、放送機関、新聞社等の報道機関の協力を求めて行う。特に必要がある

と認める場合には、関係する地方公共団体等の協力を求めるものとする。 

 

      ４．対策支部は、必要に応じて公園利用者及び危険箇所周辺の住民に対して以下の

広報を行う。広報を行う場合には、対策本部にその内容を報告するものとする。 

        （１）公園利用者の危険防止のための必要な事項 

        （２）公園利用者に理解と協力を求める必要のある事項 

        （３）災害危険箇所の周知及び警戒避難に関する事項 

        （４）その他、対策支部及び対策分会の活動に関して理解と協力を求める必要の

ある事項 

 

第４章 運営要領の作成 

 

      １．本計画の円滑な運営を図るため分会長は、年度当初、「風水害対策分会運営要

領」を定めるものとする。 

       ２．本計画の円滑な運営を図るため事務所長は、年度当初、「風水害対策支部運営

要領」を定めるものとする。 

       ３．分会長は、第１項に基づき定めた「風水害対策分会運営要領」を毎年度事務所

長に提出するものとする。 

       ４．事務所長は、第２項に基づき定めた「風水害対策支部運営要領」を毎年度局長

に報告するものとする。 
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第５編  大規模火事等災害対策編 
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第１章 計画の前提 

 

この計画は、国営海の中道海浜公園事務所管内で大規模な火事、危険物の漏洩・

流出爆発による公共土木施設、建築物等の被災等による多数の死傷者等の発生とい

った大規模火事等災害が発生し、または発生が予想されることを踏まえ災害対策の

推進を図ることを目的とする。 

 

第２章 大規模火事等災害予防（事前対策） 

 

  第１節 大規模火事等災害対策の推進 

 

      １．公園施設の大規模火事等災害対策の推進 

点検要領を作成し、巡視等により定期的に点検を実施し、その結果に基づき、

必要な施設の整備を行うものとする。 

 

      ２．総合的な危険度の把握 

         公園施設及び施設周辺について、想定される被害等の把握に努めるものとする。 

 

  第２節 防災体制の整備 

 

      １．防災体制の強化 

        （１）災害発生時の情報収集・連絡体制の強化 

災害発生時の情報収集・連絡体制等を夜間・休日の場合も含めて対応で

きるよう、あらかじめ整備しておくとともに、その周知を徹底するものと

する。 

        （２）大規模火事等による災害に対して、速やかに対処するため、下記の事項に

ついて、事前に業務が遂行できるよう確認しておくものとする。 

            １）施設及び各種設備の実態把握と点検方法 

            ２）情報収集及び伝達方法等の手段に用いる機器の操作方法及び操作方法マ

ニュアルの設置場所 

            ３）職員等の連絡先リスト等の保管場所 

            ４）関係各機関との連絡・調整方法 

            ５）公園利用者に対する被害状況、復旧状況等の周知方法 

            ６）その他、必要と思われる事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

102



 

 

 

      ２．応援・協力体制等の強化 

平素から関係各機関及び分会と情報及び資料の交換等を含めて連絡を密に

し、相互の応援・協力体制を定めておく等、緊急時の協力体制等の整備を図る

ものとする。 

        （１）事務所等間の応援 

事務所等間における協力要請の方法、人員派遣の発動等は、「事務所等間

相互応援要領」等の定めにより下図の体制で行い、職員等の派遣及び資機材

の提供等について確認しておくものとする。 

事務所の連絡窓口は連絡窓口一覧表を参照するものとする。 

 

 

       （２）自治体等との協力 

自治体等とは、平常時から連携を強化し、相互応援、協力体制を定めて

おき、緊急時における情報連絡体制、相互の協力体制等について確認してお

くものとする。 

            １）自治体等との情報連絡体制は連絡窓口一覧表を参照するものとする。 

            ２）その他必要と認められるものについて相互に協力するものとする。 

    （３）分会等間の応援 

支部及び分会間における協力要請の方法、人員派遣の発動については下

図の体制で行い、所管施設等の点検及び復旧対策を講じる際の協力内容につ

いて確認しておく。 

 

 

        （４）公園施設の占用者及び管理者との協力 

公園所管施設の占用者及び管理者とは、所管施設等の点検及び復旧対策

を講ずる際の情報連絡体制として連絡窓口一覧表を作成するとともに、協

力内容について確認しておくものとする。 

        （５）報道機関との協力 

緊急の広報または連絡が必要な場合、通信網の途絶を考慮し、報道機関

と連絡方法等についての調整を図るものとする。 

 

 

 

事務所等 

 

本  局

 

事務所等 

要 請 

要 請 指 示 

指 示 

協力内容等の調整 

 

分 会 

 

支 部 

 

分 会 

要 請 

要 請 指 示 

指 示 

協力内容等の調整 
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      ３．庁舎等の対策 

        （１）点 検 

庁舎等及び宿舎の施設管理者は、「官庁施設等緊急被害状況調査表（案）」

により状況把握を行い、適切な処置を講じておくものとする。 

        （２）庁舎機能の確保 

            １）非常用電源の確保 

災害発生後の庁舎の停電に備えて大規模火事等災害対策支部（以下

「対策支部」という。）及び大規模火事等災害対策分会（以下「対策分

会」という）機能を確保するため、負荷に対して十分な容量を有する非

常用発電設備を設置するとともに、センターは３日間、他の施設につい

ては原則として３日間運転できるよう、燃料の確保、補給、運搬体制の

整備を図るものとする。なお、非常用発電設備は断水に備えて空冷式を

原則とする。 

            ２）緊急避難 

緊急避難経路を定め、職員等の誘導に支障のないように配慮しておく

ものとする。 

 

      ４．職員等の生活対策 

        （１）生活用品等の確保 

災害後に必要な水、食料、ガスボンベ（ＬＰＧ）、寝具、救急薬品類、

作業衣類、燃料等を資材倉庫等に常時確保しておくものとする。 

        （２）職員等の生活対策用施設、機材の整備 

災害後の応急対策を行う職員等のための、飲料水、食料、燃料等の備蓄

及び確保を図るものとする。また、休息・仮眠所、トイレ、炊事、風呂等

の燃料も含めて、職員等の生活対策用施設、機材を整備する。さらに応援

者も含めた宿泊施設等について検討しておくものとする。 

        （３）職員等及び家族の連絡等について 

１）職員等が安心して業務が遂行できるよう連絡員（宿舎）を活用する等、

家族の安全確認及び家族との連絡を維持するための方法を確立しておく

ものとする。 

２）対策支部等においては、安否状況を確認に来た職員等及び家族について

状況把握できる体制を整えておくものとする。 

 

      ５．復旧作業に係る契約手続きの簡素化 

災害発生等によりその復旧工事を緊急に施工する必要がある場合の契約手

続きとして、通常の手続きを執る時間的余裕のないときの契約方法は「地震、

洪水等災害に伴う緊急復旧工事の随意契約法式の取り扱いについて」（建九契

第２８３号・平成１０年８月２８日）を事前に確認しておくものとする。 
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  第３節 大規模火事等災害情報・通信システム等の整備及び運用、管理 

 

      １．情報・通信システム等の整備 

大規模火事等災害情報の収集・連絡に資する通信施設等の整備を進めるため、

次の施策を実施するものとする。 

        （１）防災情報ネットワークの整備 

各機関間の情報ネットワーク化に資するため、マイクロ回線の複数ルー

ト化・デジタル化等の整備を図るものとする。なお情報通信施設について

は、停電対策を講じておくものとする。 

大規模火事等災害発生等により、マイクロ回線等の被災または急激な通

信の増加等があった場合にも円滑に情報通信手段を確保するため、通信路

の拡大及び臨時回線用設備等の整備を推進するものとする。 

        （２）地域防災無線等との連携 

地域防災無線との連携を図り、情報のネットワーク化を推進するものと

する。他機関との連絡等に配慮し、ＮＴＴの災害時優先電話、非常取扱い

通話及びＮＴＴ災害応急復旧無線電話、パソコン通信等によるバックアッ

プ対策を推進するものとする。 

        （３）移動通信機材の整備 

災害発生による通信回線の途絶への対応が迅速、円滑に実施できるよう

に移動多重無線機、携帯電話等の通信機材の配備計画を策定し、整備を推

進するものとする。 

        （４）コンピュータバックアップ対策 

プログラムデータのディスクテープ等へのバックアップ、代替機への振

替え、機器の分散化、ネットワーク化等のコンピュータバックアップ対策

等の推進を図るものとする。 
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      ２．大規模火事等情報・通信システム等の運用、管理 

 

災害発生時の情報通信手段については、平常時よりその確保に努めるものと

し、その運用、管理等にあたっては、次の点を考慮するものとする。 

        （１）関係機関との相互接続 

災害発生時における緊急情報連絡を確保するため、地方公共団体及び関

係各機関との相互接続等によるネットワーク間の連携を図るものとする。 

災害発生時の通信の確保を図るため、平常時より災害対策を重視した無

線設備の総点検を定期的に実施し、その結果に基づき、必要な措置を講ず

るものとする。 

ＮＴＴ等の電気通信事業者により提供されている災害発生優先電話等

を効果的に活用するため、その確保に努めるとともに、その設置場所を周

知しておく等災害発生時において有効に活用できる体制を確立しておく

ものとする。 

休日、夜間等において指揮命令者間の連絡を確保するため、個人等への

配備を定めておくものとする。 

プログラム・データの定期的なバックアップを実施するものとする。 

臨時回線等の運用が迅速、円滑に実施できるように、設営操作方法を盛

り込んだ電気通信施設の運用マニュアルの整備を図るものとする。 

        （２）点 検 

        （３）災害発生時優先電話等の活用 

        （４）携帯電話の配備 

        （５）電子化データのバックアップ等  

        （６）情報・通信システムの運用、操作マニュアルの整備 

 

      ３．ヘリコプターの運用体制の整備等 

        （１）運用体制の整備 

災害発生時において迅速な情報収集、災害状況の把握、要員の移動等を

図るため九州地方建設局等において管理しているヘリコプターの活用を

図るものとする。 

        （２）防災臨時ヘリポートの確保 

地震災害発生時において緊急に対応するため、臨時ヘリポートを確保す

るものとする。ヘリポートの選定には、可能な限り制約を受けない場所及

び国土交通省ヘリコプター機種が離発着できる場所に配慮するものとす

る。 
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  第４節 防災拠点の整備 

 

      １．資機材備蓄拠点の整備等 

        （１）防災備蓄基地の整備 

災害時に広域的な応急復旧を円滑に進めるため、資機材の備蓄拠点の整

備を図るものとする。 

        （２）応急復旧資機材の備蓄計画 

災害時の応急復旧資機材の備蓄基地のネットワークに関する計画を策

定し、防災備蓄倉庫等において、必要な資機材の備蓄を図るものとする。 

        （３）電気通信機材及び電子機材の備蓄 

災害時に必要な応急復旧資機材の備蓄を図るものとする。 

 

      ２．災害対策支部室等の整備 

対策支部等の運営が円滑に行われるよう、庁舎等内に災害対策支部室を設け、

必要な情報機器等を整備するとともに十分な管理をしておくものとする。災害

対策支部室等にはその機能および機動力を発揮できるよう十分な広さを確保

するよう努めるものとする。 

 

  第５節  災害対策用建設機械等の整備 

 

迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備えとして、所管施設の

緊急点検、被害状況等の把握、応急復旧や二次災害の発生、拡大の防止対策を

図るために必要な災害対策車等の災害対策用機械の保有及び活用に関する計

画を作成し、これに基づいて計画的な整備を行うとともに、大規模火事等災害

発生時において、人員、災害対策用機械の派遣等、広域的かつ効果的な応援を

行うために必要な機材等の整備を推進するものとする。また、応急復旧用の資

機材の備蓄を推進するものとする。 

 

  第６節 緊急輸送路対策 

 

所管施設について、災害応急対策を実施する場合の資機材等の輸送を確保す

るため、主要な緊急輸送経路を選定しておくものとする。 

 

  第７節 訓 練 

 

      １．訓練は毎年原則として年１回以上実施するものとする。 

 

      ２．訓練にあたっては、情報の収集、伝達訓練等の大規模な災害を想定した訓練を

行うものとする。 
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      ３．訓練の方法及び内容 

          訓練の方法は、実働訓練等、より機動力を生かした実践的な防災訓練を実施す

る。 

        （１）大規模火事等災害の情報収集及び伝達等 

        （２）対策支部及び分会の設置及び要員参集体制 

        （３）所管施設等の点検等、状況の把握に関する事項 

        （４）資機材、人員の配備手配 

        （５）所管施設の被害想定 

        （６）避難対策等 

        （７）家族安否確認 

        （８）関係各機関との協力体制 

        （９）応急復旧対策 

        （10）広報 

        （11）事後評価 

 

  第８節 大規模火事等災害に対する教育及び広報等 

 

      １．職員等に対する教育 

職員等に対する教育については、その所属により果たすべき役割が異なるこ

とを考慮し、次に掲げる事項について、講習会、研修、パンフレット等により

教育を行うものとする。 

        （１）大規模火事等災害に基づきとられる措置の内容 

        （２）予想される大規模火事等災害に関する知識 

        （３）災害応急対策に関する知識 

            １）対策支部の設置及び要員参集体制 

            ２）園内状況の把握と情報の伝達 

            ３）大規模火事等災害時の伝達 

            ４）その他施設管理上の措置に関する事項 

        （４）職員等が果たすべき役割 

        （５）災害応急対策として講じられている対策に関する知識 

        （６）今後の大規模火事等災害対策として取り組むべき必要のある施設整備 

 

      ２．広 報 

        （１）広報対策 

大規模火事等災害発生時における被害の軽減、混乱の防止、二次災害の

防止及び応急復旧活動の円滑化等のため、広報を行うものとする。このた

めあらかじめ広報の内容、発表方法、発表の体制等について整備を図るも

のとする。 

        （２）防災知識の普及 

公園利用者に対して、防災週間、イベント、各種パンフレット等あらゆ

る機会を通じて、災害に対する知識、災害時にとられる措置、利用者の心

構え等について正確な知識の普及を図るものとする。 
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第３章 大規模火事等災害応急・復旧対策 

 

  第１節 情報収集及び通信の確保等 

 

災害が発生した場合または発生する恐れのある場合、大規模火事等に関わる

情報を迅速、広域的に収集・連絡するものとする。この場合、被害の概括的な

情報を含め多くの情報を効果的な通信手段・機材を用いて伝達し、被害規模の

早期把握を行うものとする。 

 

      １．情報の収集・連絡 

        （１）情報等の把握・連絡 

災害発生後または発生の恐れがある場合、気象情報、被害状況等の情報

収集を行うものとする。園内で対策支部の設置を必要とする規模の情報を

入手した場合、直ちに関係各課に連絡・周知するものとし、速やかに防災

体制を確立するものとする。 

        （２）情報の収集・連絡 

            １）情報の収集 

対策支部は、次に掲げる方法等により迅速かつ的確に応急対策活動に必

要な情報の収集に努めるとともに、その事態に応じて、内容、精度を高め

るものとする。また、情報の有効かつ適切な活用を図るため、必要な範囲

内において、通報または、入手した情報の分析・整理を行うものとする。 

                  ①ラジオ、テレビ 

                  ②参集者の情報 

                  ③関係各機関からの情報 

                  ④園内職員等からの通報 

                  ⑤地域住民からの通報 

                  ⑥現地調査 

                  ⑦その他の方法 

            ２）情報の連絡 

対策支部等は、関係各機関との間において応急対策活動に必要な収集

及び通報を行い、窓口の一元化に特に留意し、現地等における災害対応

等に支障を来さないように配慮するものとする。 

収集した情報は必要に応じて、速やかに、本局、各分会、関係各機関、

消防署・警察署機関等へ連絡・情報交換を行うものとする。 

        （３）災害情報の共有 

対策支部等及び占用企業者等関係各機関が当該災害状況等に関して、

共通認識を持つことによって、効率的な災害応急対策活動を期すととも

に、対策支部等の行う応急対策活動に係る調整等の円滑化に資するため、

対策支部および関係各機関との間で情報の共有を図るものとする。 
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      ２．通信の確保 

        対策支部設置後直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。 

        （１）庁舎・設備の状況把握 

災害が発生した場合、庁舎・設備（ガス・電気・通信施設・情報機器等）

の状況を把握し、不備や不測の事態が生じないことを確認した上で行動を

行うものとする。 

        （２）通信の確保 

通信連絡は、原則としてマイクロ回線（電話、ファクシミリ）を使用す

るものとし、通信輻輳に対処するためマイクロ回線への発着信の制限等、

災害対策情報の伝達が円滑に行われるようマイクロ回線の機能を確保す

るものとする。 

        （３）障害時の緊急対策 

マイクロ回線の障害時における緊急対策として、携帯・自動車電話等の

移動通信回線の活用により対処するものとする。 

        （４）点検及び修理 

災害発生後直ちにマイクロ回線等情報通信手段の機能確認を行うとと

もに、支障が生じた施設の復旧を行うものとする。 

 

  第２節 大規模火事等災害応急・復旧対策の体制 

 

      １．対策支部及び分会の体制 

        （１）対策支部及び対策分会の設置及び体制 

            １）事務所長は、大規模火事等災害が発生した場合又は規模が相当拡大する

恐れのある場合は、下記の体制により事務所等に対策支部及び対策分会

を設置するものとする。体制発令の基準詳細は、別途定める「大規模火

事等災害対策支部運営要領」「大規模火事等災害対策分会運営要領」によ

るものとする。 

              （実施体制） 

          警戒体制  「相当規模の火事等が発生し、災害の規模が相当拡大す

る恐れがある場合」 

                    非常体制  「相当規模の火事等のため、大規模な災害発生を免れな

いと予想された場合」 

 

            ２）事務所長に事故等があるときは、あらかじめ事務所長から指名を受けて

いる者が対策支部設置及び対策分会設置を代行するものとする。 

            ３）支部長は被害状況を確認後、体制（要員、資機材等）の強化が必要と判

断した場合は状況に応じて体制の移行指令を行わなければならない。 

        （２）対策支部・対策分会の移設 

対策支部及び対策分会を設置する事務所庁舎等が被災により使用が不

可能な場合、支部長の指示により対策支部を、分会長の指示で対策分会を

移設するものとする。 
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        （３）対策支部及び対策分会の廃止 

             支部長は次に該当する場合、対策支部及び対策分会を廃止するものとする。 

            １）災害応急復旧がおおむね完了し、二次災害の恐れがなくなった場合 

            ２）その他、対策支部設置の必要性がなくなったと判断される場合 

        （４）対策支部及び対策分会の組織 

対策支部及び対策分会の組織は、別途定める「大規模火事等災害対策支

部運営要領」及び「大規模火事等災害対策分会運営要領」に示す組織をも

って構成するものとする。 

        （５）対策本部の代替場所 

局長（対策本部が設置されているときは本部長）から対策本部の代替場

所として指示を受けた場合、事務所長（対策支部が設置されているときは

支部長）は、速やかに対策本部の受入れ準備を進め、万全の体制を整える

ものとする。 

 

      ２．体制の周知 

対策支部等は、被害状況の収集、応援体制等常に連絡体制がとれる状態を確

保するため、各々の体制状況を連絡窓口一覧表に基づき伝達するものとする。 

 

      ３．動員計画 

        （１）体制の組み方 

            １）対策支部及び対策分会を設置した場合は、「大規模火事等災害対策支部運    

営要領」及び「大規模火事等災害対策分会運営要領」により速やかに体制    

を整えるものとする。 

            ２）対策支部の動員体制の発令及び解除は、支部長が行うものとする。 

      ３）各対策分会の動員体制の発令及び解除は、各分会長が行うものとする。 

        （２）構成員の指名 

           １）対策支部は、「大規模火事等災害対策支部運営要領」の体制毎に定められ

た動員者によって業務を遂行するものとする。 

      ２）対策分会は、「大規模火事等災害対策分会運営要領」の体制毎に定められ

た動員者によって業務を遂行するものとする。 

 

      ４．対策支部間の応援 

        （１）事務所長等は、本局及び他の事務所等において対策本部及び対策支部が設

置された場合、あるいは報道等の情報により他事務所等管内において著しい

被害が予想されると判断した場合には、事務所長等の指令により応援出動の

準備体制に入ることとし、応援に必要な人員、資機材等を整えておくものと

する。 

       （２）対策支部間の応援は、「事務所等間相互応援要領」等により原則として被災

当該支部長が応援を本部長に要請し、本部長が他支部長へ応援を指示する。

また、必要に応じ本部長の判断により応援を指示することができる。応援に    

出動した職員は被災当該支部の体制化に入るものとする。 

 

 

111



 

 

 

   ５．対策分会間の応援 

    （１）対策分会間の応援は、原則として被災当該分会長が支部長に要請し、支部

長が他分会へ応援を指示する。又必要に応じて支部長の判断により応援を指

示することが出来る。 

 

      ６．他機関との協力 

        （１）防災関係機関との連絡・協力 

大規模火事等災害時において迅速適切な応急対策措置を実施するため、

他の防災関係機関と密接な連絡を保ち協力を行うものとする。 

    （２）近隣国道事務所との連絡・協力 

気象情報等の迅速な把握に努めるため、気象庁よりの情報については、

吉野ヶ里庁舎は佐賀国道事務所より連絡・協力をもらうものとする。 

        （３）占用企業者との連絡・協力 

大規模火事等災害対策時において、上、下水道、電気及び通信・電気機

器施設の機能を確保するため、これら施設の被災状況の把握及び復旧工事

等にあたっては、関係する占用機関等と密接な連絡を保ち必要に応じて協

力、応援を行うものとする。 

 

      ７．応援体制 

        （１）管内関係機関への応援 

災害時において、自治体、関係機関から職員、資機材等の応援の要請が

あった場合には、必要に応じて対処するものとする。 

        （２）応援体制 

応援の要請に対しては必要に応じ所長（支部設置の場合には支部長）が

応援を指示するものとする。また、応援に出た職員は被災当該体制化に入

るものとする。 

 

      ８．庁舎等の対策 

        （１）庁舎等点検 

被害を受けた庁舎等及び宿舎の管理者は、「施設点検要領（案）」により

被害状況の把握を行い、庁舎等の管理者においては対策支部へ報告し、支

部は対策本部へ報告する。国土交通省職員宿舎の管理者においては管理官

署に報告するものとする。 

        （２）災害時の応急措置 

建物の被災によって二次災害の発生する危険性のある場合は、速やかに

危険物の撤去、危険区域の設定等の危険防止対策をとるものとする。 

        （３）応急復旧 

応急危険度判定及び被災度区分判定の調査結果による被害状況に応じ

て、庁舎機能の維持・確保を図るための応急復旧対策を速やかに実施する

ものとする。 
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      ９．職員等の安全確保、健康管理等 

        （１）安全確保 

施設対策等の措置を行う場合においては、職員等の安全確保に配慮す

るものとする。 

        （２）健康管理 

施設対策等の措置及び大規模火災等災害対応が、長期にわたることが

予想される場合、勤務の適切なローテーション等、職員等の健康管理に

配慮するものとする。 

      （３）生活対策 

施設対策等の措置を行う場合においては、業務に必要な物資の購入・

調達、職員等に対する非常食等の配給、休息・仮眠所の確保等職員等の

生活対策に配慮するものとする。 

        （４）職員等及び家族の安否確認 

職員等及び家族の安否確認は、必要に応じて行うものとする。 

 

      10．避難住民対策 

地方公共団体、地域住民等より、あらかじめ避難場所として指定された施設

以外の所管施設について、避難場所として使用したい旨の要請があった場合に

は、施設の状況等を確認の上、適切に対処するものとする。 

 

  第３節 災害発生時における道路交通の確保 

 

緊急輸送道路については、関係機関と調整を図りつつ、路上障害物の除去・

沿道の建築物の安全確認等により速やかに緊急輸送機能を確保するものとする。 

 

  第４節 災害発生直後の所管施設の緊急点検 

 

所管施設の管理者は、災害発生後、緊急点検実施の体制を速やかに整え、周

辺の安全を確認したうえで、緊急点検を実施するものとする。その際、被災し

た施設等の被害状況の迅速な収集等を行うものとする。 

 

  第５節 災害対策用資機材・復旧資機材の確保 

 

応急復旧を円滑に行うため、主要な災害復旧用資機材を緊急・迅速に調達し

うるために、必要に応じて関係団体等に対し建設機械の調達、労働力の確保、

資材調達について要請等を行うものとする。 
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  第６節 公園施設対策 

 

      １．公園施設の点検 

        被害状況を速やかに把握するため、巡視を実施するものとする。 

 

      ２．応急復旧 

        （１）巡視結果等に基づき、速やかに応急復旧を行うものとする。 

        （２）応急復旧工法は被害の状況、資機材の有無等を考慮して適切な工法を選定

するものとする。  

 

      ３．入園者対策 

被災施設については、その種類、位置等について公園利用者に周知し、公園

の利用に危険を及ぼさないように努めるものとする。 

 

  第７節 災害時における広報 

 

大規模火事等災害の広報は災害応急復旧対策等に係る措置の状況について、

必要に応じ対策支部が遂次広報を行うものとする。 

 

      １．広報活動はおおむね次の事項について広報を行う。 

        （１）入園者の安否状況 

    （２）所管施設の全般的状況（被害及び施設の機能状況） 

        （３）大規模火事等災害等に関する事項 

        （４）緊急輸送道路の状況、復旧の見通し等に関する事項 

        （５）所管する施設に対して危険防止のために必要な事項及び応急復旧活動に関

して理解と協力を求める必要のある事項 

        （６）その他対策支部等の活動に関して広報を行う必要がある事項 

 

      ２．上記災害状況の発表方法は、「広報に関するマニュアル」によるものとする。 

 

      ３．広報は、放送機関、新聞社等の報道機関の協力を求めて行う。特に必要がある

と認める場合には、関係する地方公共団体等の協力を求めるものとする。 

 

      ４．対策支部は、必要に応じて公園利用者及び危険箇所周辺の住民に対して以下の

広報を行う。広報を行う場合には、対策本部にその内容を報告するものとする。 

        （１）公園利用者の危険防止のための必要な事項 

        （２）公園利用者に理解と協力を求める必要のある事項 

        （３）災害危険箇所の周知及び警戒避難に関する事項 

        （４）その他、対策支部及び対策分会の活動に関して理解と協力を求める必要の

ある事項 
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第４章 運営要領の作成 

 

１．本計画の円滑な運営を図るため分会長は、年度当初、「大規模火事等災害対策

分会運営要領」を定めるものとする。 

２．本計画の円滑な運営を図るため事務所長は、年度当初、「大規模火事等災害対

策支部運営要領」を定めるものとする。 

３．分会長は、第１項に基づき定めた「大規模火事等災害対策分会運営要領」を

毎年度事務所長に提出するものとする。 

４．事務所長は、第２項に基づき定めた「大規模火事等災害対策支部運営要領」

を毎年度局長に報告するものとする。 
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第 1章 

１．総則 

１－１ 計画の目的と背景 

１－１－１ 目的 

【解説】

業務継続計画（ＢＣＰ：Business Continuity Plan 以下ＢＣＰと呼ぶ）
とは、災害等の被害を受けても業務が中断せず、また中断した場合でも可能

な限り短い期間で回復させることを目的としており、優先すべき重要業務が

実施・継続できるよう、かつ、中断した重要業務は目標時間内に復旧できる

よう、前もって資源（人、モノ、情報）の準備を行ったり、災害発生時の対

応方法や組織を定めるものである。

国営吉野ヶ里歴史公園班においては、災害に伴う被害を受けても、即座に

災害応急対策業務や一般重要業務を継続し、あるいは一定期間内に復旧する

ために、事前に準備すべき行動を整理した計画を「事前準備」として定める

とともに、発災後の行動を整理した計画を「震後行動」を定めることとした。

この２つの計画を総称してＢＣＰとする。

業務継続計画（ＢＣＰ）は、「災害時には行政自らも被災する」という視

点に立って策定するものであり、その状況下における資源（人、モノ、情

報）の現状を踏まえた災害時における重要業務継続のためのプロセスを明

示し、災害応急対策業務や一般重要業務を継続、あるいは中断しても早期

に再開できるよう機能する体制をつくることを目的とする。 

ＢＣＰが
　ない場合

業
務

（
サ
ー
ビ
ス

）
の
レ
ベ
ル 目標

通常レベル

100％

災害発生

② 復旧を早める

目標

ＢＣＰを
　行った場合

① 事前準備や発災直後からの初動により、
　　目標レベル以上で業務を継続する

時間経過

図 1-1-1 ＢＣＰ概念図 
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第 1章 

１－１－２ 背景 

【解説】 

防災対策の内容を規定している既存計画としては、災害対策基本法第 36

条にもとづく「防災業務計画」がある。この計画は、災害応急対策業務の実

施体制、実施事項及び実施方法を定めることに重点を置きながら、災害の予

防段階から復旧・復興段階までの対応計画をとりまとめたものである。 

これに対し、ＢＣＰは、自らも被災することを想定し、非常時に優先すべ

き業務を選定し、さらにこれらの業務継続が迅速になされるようにするため

の取り組みを定めるものである。（表 1-1-1 参照） 

表 1-1-1 防災業務計画と BCP の比較 

防災業務計画 BCP 

前

提

・自らが被災することを想定し

ない。 

・特定の被災想定は行わない。

・自らが被災し、職員が参集できない状況を

想定する。 

・被災想定を行い、実践的な計画を立案する。

目

的

・国民の安全、建物等の資本保

全を目的とし、組織毎の減災

対策や復旧対策を実施する。

・左記に加え、重要業務を選定し、目標とす

る復旧時間を設定する。 

・目標とする業務(サービス)のレベル以上で

重要業務を継続する。 

対

応

・被災事務所から応援事務所に

応援要請を行った後、応援が

開始される。 

・事前に定めた計画に従い、自動的に応援行

動を開始する。 

本計画は、「中央省庁業務継続ガイドライン第 1版(内閣府：平成 19 年 6

月)」、「国土交通省業務継続計画(平成 19 年 6 月)」、国土交通省防災業務計

画及び、「国土交通省 安心・安全のためのソフト対策推進大綱(平成 18

年 6 月)」に基づき、九州地方整備局における「業務継続計画（ＢＣＰ）」

を定めたものであり、業務継続の総合的かつ計画的な推進を図り、もって

民生の安定、国土の保全、社会秩序の維持と公共の福祉の確保に資するこ

とを目的とする。 

なお、この計画は、経験と対策の積み重ねにより見直されるべき性格の

ものであり、随時検討を加え、必要に応じて修正しスパイラルアップする

ものとする。 
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第 1章 

１－２ 基本方針 

   ＢＣＰは甚大な被害が発生すると想定される震度 6 強以上の大規模地震

を想定災害とする。地震の発生時には、災害応急対策業務を迅速に実施し、

一般業務は一時中断する。一般業務のうち特に重要な業務を復旧目標時間

内に再開する。

１－２－１ 災害等の想定 

【解説】 

ＢＣＰでは通常、対象災害の発生を被害最大、対応困難の最悪状況で設定

する。よって、来園者が多く事務所職員が出勤しない休日の開園時間内とし

た。あわせて、事務所職員及び管理運営業務受託者が勤務していない時間帯

も設定する。 

１－２－２ 計画の位置づけ 

本計画は公園区域内（神埼市、吉野ヶ里町）で震度 6強以上の地震が「休

日の日中（開園時間内）もしくは平日の深夜（閉園時間内）」に発生したと

想定した。 

本計画は、「防災業務計画」に基づき策定するもので、本計画に定めのな

いものは、災害対策運営要領などの各種要領・マニュアルによる。 

図 1-2-1 国営吉野ヶ里歴史公園班の BCP の所掌範囲 

災害応急対策業務 

防災業務計画

災害対策運営要領

 ●災害対策本部の立ち上げ

●被害状況の把握

●緊急点検、緊急応急復旧 等

ＢＣＰ 

各種要領・マニュアルによる

一般業務 

●一般業務で災害時には一時的に

中断が許容される業務 

一般継続重要業務 
●一般業務で中断が許容されな

い、または中断しても、早期に

復旧が必要な重要業務 

・所管施設の管理、運営 

・許認可、支払い 等

●復興に関する業務 
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第 1章 

１－２－３ 計画の構成 

 【解説】

ＢＣＰは、災害時の災害対策業務を速やかに遂行するため、及び一般継

続重要業務を早急に再開するために、事前に備えておく事前準備と発災後

の災害対策業務及び一般継続重要業務の震後行動を定めたものである。

１－２－４ 計画の原則 

【解説】

  本計画は、国営吉野ヶ里歴史公園班の庁舎や職員が被災することを想定

し、そのような状況下でも重要業務を継続させるために必要なプロセスを

記したものである。参集した職員が少ない場面や情報の途絶が生じた場合

などでも速やかに業務が継続されるよう、発災時には、自動的に行動を開

始することを原則としている。

  なお、計画策定にあたり想定した災害と実災害が一致とは限らない。こ

のため、自動的に行動を開始するが、災害の状況や体制の状況を確認し、

状況に応じて柔軟な対応を図ることが重要である。

１－２－５ 計画の見直し 

【解説】

  本計画は、地震発生後に参集可能な人員を想定し、その想定に基づいて

施設の点検計画など様々な対応を計画している。よって、年度当初に行わ

れる人事異動などで非常参集可能人数が変わることや、施設整備の進捗状

況の変化等もあることから、随時、状況を把握し計画を修正する。

  また、ＰＤＣＡサイクル＜Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、
Act（改善）＞に基づいた継続的なスパイラルアップを実施し、ＢＣＰをよ
り実用的にしていくものとする。

本計画は、総則、事前準備、震後行動により構成している。

本計画の遂行にあたっては、発災後の混乱期で連絡が取れない場合など

を想定し、自動的に行動を開始することを原則とする。ただし、災害の状

況や体制の情報を確認し、状況に応じた対応を図ることが重要である。 

本計画は、訓練の結果、事業の進捗状況、人事異動を反映させる等状況

に応じて随時見直しを図るものとする。 
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第 1章 

１－３ ＢＣＰの発動基準

公園管内（神埼市、吉野ヶ里町）で震度６強以上の地震を観測した場合

には、事務所の体制は、ＢＣＰ発動「非常体制」となり、歴史公園班は事

務所へ自動参集する。 

・甚大な被害が発生すると想定される震度 6強とする。

・震度 6強では広い範囲でライフラインの停止が想定される。

・震度 6 強以上では、自ら単独での点検復旧活動や重要な業務の継続が困難に

なることが想定される。

ＢＣＰの発動基準震度の考え方

震度６弱 震度６強 震度７
震度５強震度５弱震度４

災害対策本部運営要領

に基づく体制
注意体制 警戒体制 非常体制

震度６弱以上

ＢＣＰ体制

国営吉

野ヶ里

歴史公

園
BCP 発動 

震度６強以上大規模地震 

非常体制
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１－４ 対象災害とその被害想定 

１－４－１ 対象災害（震度 6強以上の大規模地震） 

１－４－２ 被害想定 

（１）事務所庁舎等の被害想定 

１）事務所庁舎等の被害

【解説】

  歴史公園センター、弥生くらし館、北墳丘墓、古代植物館、天の浮橋、

県道吉田鶴線横断ＢＯＸについては新基準で整備されていることから大き

な損傷は発生しないものとする。

表 1-4-1 事務所庁舎等のライフライン等への想定される被害の概要 

主な設備等 被害の概要 

既往事例 

阪神・淡路大震災

(震度 7強) 

能登半島地震

(震度 6強) 

庁舎 ・設備等も含め、大きな被害無し － － 

一般電話 ・輻輳により１週間以上つながり 

にくい 

２週間後復旧 即日復旧 

携帯メール ・遅延があるが使用可能 － －

省専用通信網 

(マイクロ回線等)

・一部遮断 

・重要なものは６時間で応急復旧 
－ －

インターネット ・６日程度使用不可 － －

電気 ・停電３日程度 ６日後復旧 翌日復旧 

水道 ・断水３日程度 １～３ヶ月後復旧 翌日復旧 

トイレ ・３日間程度使用不可 ３ヶ月後復旧 － 

鉄道 ・３日間程度途絶、その後徐々に回復 ３～５ヶ月後復旧 ５日後復旧 

園内施設 

（弥生くらし館、

復元建物、トイレ

等） 

・公園施設は、壊滅的な被害を受けず

一部が破損した程度で簡易な対策に

より機能回復が図れるものとする。 

「1-2 基本方針」に述べたように、本計画における対象災害は、甚大な

被害が発生すると想定される震度 6 強以上の大規模地震を対象に被害想定

を行う。 

本計画では、既往資料による一般被害を元に、事務所庁舎等の被害想定

を行う。 

124



第 2章 

２．事前準備 

２－１ 業務継続のための組織体制 

２－１－１ 非常体制発令及び対策支部の立ち上げ 

【解説】

地震発生後、なるべく早く（30分以内を目標）、非常体制を発令し、災害
対策支部を立ち上げる必要がある。そのため、最初に事務所に参集した職

員が事務所長に連絡を入れることで非常体制発令、災害対策支部発足とす

る。なお、災害対策支部の予定場所は歴史公園課とする。

２－１－２ 初動時の組織体制 

【解説】

地震発生後の事務所の体制は「防災業務計画書」を基本とする。ただし、

発災直後から２日程度までは参集人員が少ないと予想されるため、担当に

とらわれることなく参集人員で柔軟に対応するものとする。

地震発生後 30 分程度で災害対策支部（各班）を立ち上げる事が出来る

よう、必要な人員を確保する。 

なお、最初に事務所に参集した職員が事務所長に連絡を入れることで非

常体制発令、災害対策支部発足とする。 

 事前準備編では、優先すべき業務の継続あるいは早期復旧のために、発

災前に準備すべき項目を示す。 

ここでは、業務の実施上必要となる資源の確保状況や職員の安否確認と

いった、発災後の基本的業務の準備状況を確認し、危機的状況下における

資源状況とそれが業務継続にどの程度支障をもたらすのかを想定し、今後

の対応方針を示す。

地震発生後、最初に事務所に参集した職員が事務所長に連絡を入れるこ

とで非常体制発令、災害対策支部発足とする。 
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２－１－３ 職員（家族）の安否確認 

以下の方法により職員の安否確認を行う。 

【解説】

（１）職員及び家族の安否確認

 副班長（建設監督官） （saitou-k8911@qsr.mlit.go.jp）
総務担当（調整係長） （narahara-m8910@qsr.mlit.go.jp）
以下の内容を簡潔に記載する。

① 氏名

② 本人の状況

③ 家族の安否

④ 参集可能時間または緊急参集事務所

携帯メールでの報告がない者に対しては、総務担当から電話をかける。

２－１－４ 支部長（事務所長）の参集 

地震発生後、１時間以内に職員及び職員家族の安否確認が完了できる体

制とする。 

具体的には、携帯メールを活用するものとする。職員は時間外連絡系統

図に則る連絡のみならず、自発的に総務課長、総務係長の業務用パソコン

にメール送信を行うことで安否を報告する。 

地震発生後、速やかに事務所長と連絡をとり、事務所庁舎へ参集できる

体制を整える。事務所長と連絡がとれない場合は、副所長、歴史公園課長、

建設監督官の順に連絡をとる。災害対策支部と支部長の確実な連絡体制を

構築するため衛星携帯電話を確保する。 

支部長：事務所長 

副支部長：副所長 

歴史公園班 （歴史公園課） 

班 長    ： 歴史公園課長 

副班長    ： 建設監督官 

総務担当   ： 調整係 

           担当：２名 

情報・対策担当： 工務係 

         建築設備係 

           担当 ２名 
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２－１－５ 権限の代行 

表 2-1-2 歴史公園支部長代行順位  

順位 役職名 

- 事務所長 

1 副所長 

2 歴史公園課長 

3 建設監督官 

２－１－６ 職員の参集 

２－１－７ 関係機関等との連携 

（１）九州地方整備局、他事務所、佐賀県、神埼市、吉野ヶ里町等との連絡

網 

（２）他事務所等への応援依頼及び受入れ 

支部長（事務所長）が参集するまでの間は、定められた支部長代行順位

に従い、支部長権限を代行する。支部長（事務所長）が参集完了していな

いものの、連絡が取れている場合は、支部長代行は支部長（事務所長）と

の連絡を行い、支部長指示により支部を運営する。 

関係機関との情報連絡、共有化を行うため、発災後も九州地方整備局及

び他事務所、佐賀県や神埼市、吉野ヶ里町等他機関との連絡網を確立して

おく。 

各職員は、地震発生後、速やかに携帯メール等で安否の報告を行い、事

務所へ参集できる体制を整え、速やかに参集する。 

他事務所等への応援の必要が生じた場合は、本局や近隣事務所等に応援

出動を要請する。 
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２－１－８ 関連企業等との連携 

（１） 委託業者との連絡網

（２） 協定先との連絡網

２－１－９ 避難住民対応 

２－１－１０ 防災広報

委託業者との災害時の連絡手段を事前に取り決めておく。また、電話回

線がつながらなくなることなどを考慮し、携帯電話・メールによる連絡体

制を複数準備する。 

災害時でも必要な業務が実施できるよう、（社）日本造園建設業協会 佐

賀支部との災害時の連絡手段を事前に取り決めておく。また、電話回線が

つながらなくなることなどを考慮し、携帯電話・メールによる連絡体制を

複数準備する。 

発災後、帰宅困難となった来園者や近隣住民等が公園施設への避難を求

めた場合、施設の状況等を確認の上、避難住民救護のために、受け入れの

措置を講ずる。 

発災後、二次災害、近隣住民等の混乱を避けるため、報道機関等に対し

て、被害状況、復旧の見通し等を定期的に発表する。 
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２－２ 業務継続のための環境確保

２－２―１ 庁舎、宿舎

（１）庁舎の耐震診断と補強

（２）発災後の庁舎の点検

【解説】

   事務所庁舎（歴史公園センター）は防災に関する指揮・命令を下す重要

な防災拠点施設である。発災後は速やかに防災活動の遂行が可能かどうか

の点検を行う。

（３）事務所庁舎のバックアップ

２－２―２ 設備

（１）非常用電源設備

（２）エレベーター機能

（３）通信手段設備

庁舎の耐震診断結果に基づき、必要な耐震対策を実施する。 

（事務所庁舎は新基準で建設されており耐震対策は必要ない。） 

発災後、速やかに支部庁舎の点検を実施する。参集可能者（30 分以内）

以外でも、早期参集者による点検体制を確保する。 

非常用電源設備（自家発電機）にて災害時に必要な電力を確保する。 

災害時に衛星携帯（インマルサット）の通信を確保する。 

災害時にエレベーター機能を確保する。 

事務所庁舎は耐震化済みであるが、震災時に火災等により支部としての

機能を維持できない場合を想定し、東口駐車場休憩所をバックアップ庁舎

とする。 
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（４）本部との防災情報共有及び情報ネットワーク 

（５）情報処理システム 

（７）CCTV カメラの停電対策

２－２―３ 備蓄食糧、什器備品等

（１）備蓄食糧

（２）寝具衛生等什器備品

（３）事務機器等什器備品

本部との防災情報共有と支部間の情報ネットワーク（光ケーブル回線と

多重無線回線による多重化）を備えている。 

災害時においても業務継続が必要なシステムやネットワーク回線が利用

できるようバックアップ体制を備える。 

備蓄食糧は、全職員が３日間活動できる分の食料と飲料水を備蓄する。

全職員が交替で勤務する際に利用する寝具を準備する。 

災害時において災害対策業務に必要な設備、機器、什器備品等が確保で

きる体制を整える。 
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２－３ 教育・訓練 

２－３―１ BCP の周知・普及 

２－３―２ 訓練方針

２－３―３ 関連企業や各協定先の BCP 策定の促進

BCP が機能する体制をつくるため、毎年 BCP を考慮した災害対応の訓練

を実施する。 

災害時に必要な委託業務を実施できるよう、関連企業及び協定先につい

ても BCP 策定の促進に協力する。 

BCP が機能するよう職員に広く周知・普及を図る。 
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３. 震後行動

３－１ 活動方針

３－２ 事務所間応援

甚大な被害が発生すると想定される震度 6 強以上の大規模地震の発生時

に国営吉野ヶ里歴史公園班が果たすべき防災業務に係わる役割は、先ず第

１に、管理運営業務委託者と連携して来園者の安全を図ることであり、併

せて、災害対策支部の運営、参集人員の把握、職員及び家族の安否確認、

被害情報の収集、緊急点検、情報共有体制の確立等を行うことである。こ

れにより、迅速な状況把握と体制の構築により、災害からの復旧及び重要

度にあわせた業務を行う。 

震後行動では、災害応急対策業務及び一般継続重要業務の継続のための

発災後の行動計画を示す。 

 災害応急対策業務は、甚大な被害が発生すると想定される震度 6 強以上

の大規模地震発生時に国営吉野ヶ里歴史公園班が果たすべき業務である。

一般継続重要業務は、国民の生命・安全の維持、国民の権利や財産の保

全等のために継続することが必要な業務である。

甚大な被害が発生すると想定される震度 6 強以上の大規模地震が発生し

た場合を想定し、事前に近隣事務所との応援体制を構築しておく。 
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３－３ 対象業務の選定と復旧目標 

影響レベル内訳 

九州地整影響レベル

レベルⅠ： 

 影響は軽微～ 

その時点で復旧していなくても、目立った故障や不便はなく、 

社会的影響はわずかなレベルである。 

レベルⅡ： 

 影響は小さい～ 

若干の社会的影響があるレベル 

（復旧準備を始める必要が生じるレベル） 

レベルⅢ： 

 影響は中程度～ 

業務の停止が対外的（社会的）に影響を与えるレベル 

（真剣に復旧対応を行うべきレベル） 

レベルⅣ： 

 影響は大きい～ 

業務の停止により法律的に問題が発生するレベル 

業務の停止が事故処理に影響を与えるレベル 

レベルⅤ： 

 影響は極めて大～ 
業務の停止が人命、安全、治安に影響を与えるレベル 

３－４ 災害応急対策業務 

３－４－１ 災害応急対策業務と目標

甚大な被害が発生すると想定される震度 6 強以上の大規模地震発生時に国営吉
野ヶ里歴史公園班が果たすべき災害応急対策業務は、「防災業務計画書」「災害対策

本部運営要領」に基づき最優先で実施する。 

災害発生後の迅速に実施すべき対応に適切さを欠いてしまうと国民生活や経済

活動等への支障が拡大する。１時間以内に災害情報の収集や公表、３時間以内に二

次災害防災や応急復旧の計画等、１２時間以内に所管施設の応急復旧などの適切に

実施する必要があるべき業務のうち、本計画では、発災後 30 日以内の業務停止に

よる影響レベルが「Ⅲ」以上である業務を「災害応急対策業務」とした。 

各部局の災害応急対策業務と復旧目標を設定する。 

甚大な被害が発生すると想定される震度 6 強以上の大規模地震の発災時

における災害応急対策業務と、一般業務のうち発災時においても継続する

必要のある一般継続重要業務を抽出すると共に、業務停止による社会への

影響度を考慮し、各業務における復旧目標を設定する。 
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表 3-4-1 災害応急対策業務及び業務停止による影響レベル 1/28 

班名 

災害応急対策業務 業務停止による影響レベル 

業務項目 業務内容 
1
時
間

3
時
間

12
時
間

1
日

3
日

7
日

14
日

21
日

30
日

総
務
担
当

職員及びその家族の
安否確認に関するこ
と。 

①各職員の参集状況を確認する。 
②各課職員及び家族の安否状況を
確認する。 
③職員及び家族等の人的被害にあ
った場合のフォローアップを行う。
④確認事項を総務班へ連絡する。 

Ⅳ

庁舎機能の確保及び
点検に関すること。

①被災後の庁舎機能の状況把握を
行い、場合によっては代替施設等の
確保を考慮する。 
②被災後の執務室機能の状況を調
査・把握し、場合によっては緊急的
な措置を施す。 
③把握事項を総務班へ連絡する。 

Ⅳ

配車に関すること。

災害対策支部の運営、必要物資の運
搬、災害応急対策活動への派遣等を
する上で必要な車両の手配の調整
を行う。 

Ⅳ

物品等の調達補給に
関すること。 

被災後に緊急に必要な物資調達の
調整を行う。 

Ⅳ

帰宅困難者や避難住
民の受け入れに関す
ること。 

帰宅困難者や避難住民の受け入れ
に必要な措置を講ずる。 

Ⅲ

非常食事等の配給に
関すること。 

支部の非常食、飲料水の備蓄状況を
確認するとともに、支部の非常食、
飲料水の配給の調整を行う。 

Ⅳ

仮眠、休憩の設備に
関すること。 

支部の仮眠・休憩室を事前に確認し
ておくとともに、支部の仮眠・休憩
室の準備を実施する。また、簡易ト
イレ準備の調整を行う。 

Ⅳ

職員の勤務管理に関
すること 

把握事項を総務班へ連絡する。    Ⅳ

救急医療業務に関す
ること。 

職員の健康や安全を把握し、把握事
項を総務班へ連絡する。 

Ⅳ

災害対策応急工事の
契約または予算に関
すること。 

応急復旧工事に関する諸手続を緊
急に行う。 

Ⅴ

庁内の備品等の点検
に関すること。 

被災後に庁内の備品等の損壊等が
ないか点検を行い、点検事項を総務
班へ連絡する。 

Ⅳ
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班名 

災害応急対策業務 業務停止による影響レベル

業務項目 業務内容
1
時
間

3
時
間

12
時
間

1
日

3
日

7
日

14
日

21
日

30
日

総
務
担
当

支部の体制発令及び
解除、支部長指令、
支部情報等の起案に
関すること。 

１．「体制発令」 
①「体制立ち上げ手順」により、 
支部を立ち上げる。 

２．「体制解除」 
①メール送信により支部の体制  
を周知する。 

３．「本部長指令」 
①本部長からの指令を周知する。 
４．「本部情報等の起案」 
①本部長指令による災対機器等に 
関する出動要請やリエゾン派遣 
等に関する起案を行う。 

Ⅳ

支部の参集、連絡に
関すること。 

連絡網により 

一般住民からの問
い合わせ、一般利
用者への情報提供
等の広報に関する 

①記者発表（被災後の速やかな情報
配信）資料の作成を行う。 
②記者発表資料や災害情報をホー 
ムページに掲載し情報配信を行 
う。 

Ⅴ

情
報
・
対
策
班

各種情報の収集及び
整理に関すること 

①本部室各班、関係室、関係自治体、
リエゾン等からの情報収集及び
その整理 

Ⅳ

園内の安全確保及び
災害状況の把握に関
すること。 

災害状況資料及び記
録整理に関すること

①災害状況等資料の記録整理及び 
イントラによる本省への状況報 
告 

Ⅳ

気象資料の収集・整
理及び交通状況の把
握に関すること。 

Ⅴ
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班名 

災害応急対策業務 業務停止による影響レベル

業務項目 業務内容
1
時
間

3
時
間

12
時
間

1
日

3
日

7
日

14
日

21
日

30
日

情
報
・
対
策
班

支部及び関係機関と
の連絡・調整に関する
こと。 

①体制立ち上げの手順により体制
を立ち上げる。 

１．[本局との連絡調整] 
①建政部へ"体制立ち上げ" 
の電話連絡を行う。 

②記者発表資料や災害情報を FAX や
ﾒｰﾙで送る。 

２．[関係機関との連絡調整] 
①関係機関に記者発表資料や災害 
情報を FAX やﾒｰﾙで送る。 

②CCTV 映像や、ヘリ映像を関係機関
へ配信する。 

Ⅳ

電気通信施設の運営
に関すること 

電気通信施設及び非常用電源の稼

働状況確認や、障害対応を行う。 
Ⅴ

事務所庁舎等、建築
物の安全に関するこ
と。 

（総務担当の庁舎機能の確保に関
することによる。） 

Ⅳ

国営吉野ヶ里歴史公
園区域内の巡視に関
すること。 

公園区域内の被害状況がないか、巡
視を行う。 

Ⅲ

園内被害状況の把握
及び報告、記録等の
とりまとめに関する
こと。 

園内の被害状況を把握し、報告や記
録等のとりまとめを行う。 

Ⅲ

地震・豪雨・風水害・
火事等に伴う二次災
害の恐れのある施設
の対策に関するこ
と。 

地震・豪雨・風水害・火事等に伴う
二次災害の恐れのある施設の対策
を行う。 

Ⅲ

資機材の調達に関す
ること。 

応急復旧工事に必要な資機材の調
達を行う。 

Ⅲ

災害箇所の応急復旧
及び本復旧に関する
こと。 

被災箇所の応急復旧及び本復旧を
行う。 

Ⅲ

工事請負業者への指
示及び安全対策に関
すること。 

応急復旧工事に関する安全管理に
ついて指導を行う。 

Ⅲ
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３－５ 一般継続重要業務

３－５－１ 一般継続重要業務と目標 

「一般継続重要業務」は、被災地だけではなく九州管内の国民の生命・安全の維

持や社会経済活動を支えるための業務である。適切な措置や行政サービスを継続、

順次回復させ、より安全・安心な社会を提供する体制を構築する。 

（１）生命・安全の確保 

国民の生命・安全の維持を確保に関する業務については、迅速に対応できる

よう情報収集、体制を整えることが不可欠である。 

・事務所管内以外で台風や梅雨前線等による自然災害、重大工事事故や油汚染

事故等が発生した場合、３時間以内に対応できる体制を整える。

・災害対応に必要な情報システムに関する不具合状況を把握し、その解消      

に必要となる指示・調整を行う体制を１２時間以内に整える。

（２）権利・財産の保全 

     国民の権利・義務や財産の保全に関して相当程度影響が生じる業務について

は、迅速に対応し適切な措置や行政サービスを順次回復させる。 

     停滞し社会的影響が比較的小さい許認可業務においては、国民の権利・義務

や財産の保全への影響が可能な限り、小さくなるように努める。 

その他の所掌業務は、地震発生直後、積極的に抑制し、その後、通常業務体制へ

の移行が開始できる状況になった場合には、継続すべき優先業務の復旧・遂行に影

響を与えない範囲内において、順次復旧・再開を目指すものとする。 

表 3-5-1(1) 一般継続重要業務及び業務停止による影響レベル 

部
署
名

発災からの 

復旧目標 

一般継続重要業務 
業務停止による影響レベル 

1

時

間

3

時

間

12

時

間

1

日

3

日

7

日

14

日

21

日

30

日業務項目 

全
体

7 日以内 国営公園事業関係業務  Ⅲ

国営吉野ヶ里歴史公園班の一般継続重要業務と復旧目標を設定する。 
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別添－１２ 

統括責任者による外部会議への出席 

会 議 等 回 数 場 所 

１．公園管理者が開催する公園関係者の管理運営連絡会議 毎月１回 
歴史公園センター 

１Ｆ会議室 

２．吉野ケ里商工会が主催する三水会 第三水曜日 吉野ヶ里商工会議所

３．佐賀県観光連盟が主催するファミリーツーリズム研究会 適 時 佐賀市内 
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人数

金額

人数

金額

人数

金額

大型車 小型車(マイクロ) 二輪車 無　料

　車椅子利用台数

利　用　状　況　報　告　書

国営吉野ヶ里歴史公園

曜日　　　　天気

　電動車椅子利用台数

　駐車料金身障者・パスポート減免台数

合　計

金　額

合　計

――

西口
駐車場

東口
駐車場

西口
駐車場

東口
駐車場

東

口

西

口

臨
時
口

台数

一　　般

―― ――

合　計

金　額

―― ―― ――

―― ――

台　年間パスポート利用者数

　ベビーカー利用台数

台数 金　額

人

台

パス 身障者 台数台数 金　額

台

円

円　総　合　計

気　　温 最　高　　　　℃

　国庫納入額　計台

―― ――

――――――

――

―― ――

―― ―― ――

―― ――

最　低　　　℃

―― ―― ――

―――― ―― ―― ―― ――

パス小
パス
ｼﾙﾊﾞｰ

幼児

無　　料

身障者 一般パス大小人 ｼﾙﾊﾞｰ

団　　体 年間パスポート

大人 小人 ｼﾙﾊﾞｰｼﾙﾊﾞｰ 大人大人 小人
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国営吉野ヶ里歴史公園の園内職員の服装 

・ 魏志倭人伝には、男性は布を体に巻き付けたもの（横幅
よこはば

衣
い

）、女性は布の真ん中に穴を開け、首から

かぶったもの（貫頭
かんとう

衣
い

）を着ていたと書かれている。

・ また、吉野ヶ里遺跡では、麻や絹の布片が見つかっている。

・ 利用者と接する園内職員は、貫頭衣を現代的にアレンジした服装（古代服）を着用するものとする。

解説案内ガイド
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古代の森
甕棺墓列

古代植物館

巡回ルート

１

２

３

１

２

３

環壕入口

古代植物館

北墳丘墓
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別添－１６

園内バス時刻表改訂（案）

吉野ヶ里公園

便　名 環壕入口発 古代植物館発 北墳丘墓発 環壕入口着 備　　　　考

001 9:10 9:20 9:30 9:40

002 9:30 9:40 9:50 10:00

003 9:50 10:00 10:10 10:20

004 10:10 10:20 10:30 10:40

005 10:30 10:40 10:50 11:00

006 10:50 11:00 11:10 10:20

007 11:10 11:20 11:30 11:40

008 11:30 11:40 11:50 12:00

009 11:50 12:00 12:10 12:20

010 12:10 12:20 12:30 12:40

011 12:30 12:40 12:50 13:00

012 12:50 13:00 13:10 13:20

013 13:10 13:20 13:30 13:40

014 13:30 13:40 13:50 14:00

015 13:50 14:00 14:10 14:20

016 14:10 14:20 14:30 14:40

017 14:30 14:40 14:50 15:00

018 14:50 15:00 15:10 15:20

019 15:10 15:20 15:30 15:40

020 15:30 15:40 15:50 16:00

021 15:50 16:00 16:10 16:20

022 16:10 16:20 16:30 16:40 　環壕入口発　最終便

023 16:30 16:40 16:50 16:57 　環壕入口発　回送便

※１ 便名偶数はマイクロバス１号車、奇数便はマイクロバス２号車（バスは適宜入替）

※２ 区間所要時間

　環壕入口　➤　古代植物館　　約10分

　古代植物館　➤　北墳丘墓　　約3分

　北墳丘墓　➤　環壕入口　　　約7分

※３ 古代植物館での乗降等に係る時間調整は、北墳丘墓バス停で実施

　⇒　通常は殆どの利用者が北墳丘墓目的の乗車の為、古代植物館での停車時間を余り見込まず

　⇒　古代植物館での乗降等により時間を要した場合は、北墳丘墓バス停待機時間で調整

※４ 環壕入口16時30分発は利用者を乗車させない回送便として運行

　⇒　古代植物館及び北墳丘墓での公園利用者回収便として運行

※５ 利用者への掲示時刻表に、到着時間は明記しない（発時間のみ表記）
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園内バス発車時刻表の改訂（案）

【環壕入口】
行先

9時 10 30 50

10時 10 30 50

11時 10 30 50

12時 10 30 50

13時 10 30 50

14時 10 30 50

15時 10 30 50

16時 10 30

※16：30発は乗車不可

【古代植物館】
行先

9時 20 40

10時 00 20 40

11時 00 20 40

12時 00 20 40

13時 00 20 40

14時 00 20 40

15時 00 20 40

16時 00 20 40

【北墳丘墓】
行先

9時 30 50

10時 10 30 50

11時 10 30 50

12時 10 30 50

13時 10 30 50

14時 10 30 50

15時 10 30 50

16時 10 30 50

環壕入口→古代植物館

古代植物館→北墳丘墓

北墳丘墓→環壕入口
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国営吉野ヶ里歴史公園電気自動車 

【概要と仕様】 

１－１．概要 

この電気自動車はバッテリーＶＣＤＨ４００Ｐ－４８（４８Ｖ ４００ＡＨ

／５ＨＲ）を電源とした電動台車です。

 運転操作は自動車と同じようにアクセルペダルを踏むと発進しブレーキペ

ダルを踏むと停止します。

１－２．仕様 

１－２－１．使用条件 

  環境        公園内平坦アスファルト及びコンクリート舗装路面

  温度        ０℃～４０℃

  湿度        ３５～９０％ＲＨ

  走行路面      平坦アスファルト及びコンクリート相当

  走行可能距離    定員乗車時５０ｋｍ程度（平坦路）／１充電

１－２－２．台車性能 

  搭載人員      乗客定員 １１名 ドライバー １名

  走行スピード    ドライバー１名乗車時 約１６ｋｍ／ｈ

                 定員乗車時 約１５ｋｍ／ｈ

                 登坂時   約１０ｋｍ／ｈ

  走行ブレーキ    ４輪油圧ブレーキ

  駐車ブレーキ    機械式

  電  源      ４００ＡＨ／５ＨＲ（クラッド式）

  モータードライバー サイリススタ・チョッパー制御

  操作方式      搭乗式ハンドル操作 

            足踏み式アクセレーター

  タイヤ       ＩＮＤ５．００－８－８ＰＲ（フロント）

            ＩＮＤ５．００－９－８ＰＲ（リヤー）

１－２－３．台車寸法 

  台車寸法(mm) 約４８８５Ｌ×約１５００Ｗ×約２３００Ｈ

  最小旋回半径    約６２００ｍｍ（フレーム外側）

※電気自動車は 2台保有しており、適宜充電して使用することができる。
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枚 枚 枚 枚 枚

円 円 円 円 円

枚 枚 枚 枚 枚

円 円 円 円 円

枚 枚 枚 枚 枚

円 円 円 円 円

枚 枚 枚 枚 枚

円 円 円 円 円

種別

大人 枚 枚 枚 枚 枚 円

小人 枚 枚 枚 枚 枚 円

シルバー 枚 枚 枚 枚 枚 円

小計 枚 円

人 円

人 円

人 円

人 円

人 円

人 円

人

人

人

人

人

人

人

人

台

台

台

金額

金額

大人

小人

シルバー

（　　　　口）

計

金額

入園者総数　（A＋B）

人

人

無料入園者数　（うち身障者数　　　　　　　人）　（B）

内

訳

号機

残数

　　　　　パスポート利用者数

種別

金額

発券数

金額

　（Ｎｏ　　　　　　　　　　　　）　～　（Ｎｏ　　　　　　　　　　　　）　　（　　　口）

係長

号機

総計

分任出納職

発券数

当日受

人

担当者

廃棄

発券数

人数

人数

号機

発券数

金額

発券数

金額

前日残

　乳母車貸出台数

　車椅子貸出台数

　電動車椅子貸出台数

一般無料

身 障 者

幼　　児

円
　　廃棄　（Ｎｏ　　　　　　　　　　）　～　（Ｎｏ　　　　　　　　　）　　（　　　口）

有料入園者合計　（A）

小計

シルバー
　　　　　　（Ｎｏ　　　　　　　　　　）　～　（Ｎｏ　　　　　　　　　）　　（　　　口）

パ
ス
ポ
ー

ト

種別

円

小人
　　　　　　（Ｎｏ　　　　　　　　　　）　～　（Ｎｏ　　　　　　　　　）　　（　　　口）

円
　　廃棄　（Ｎｏ　　　　　　　　　　）　～　（Ｎｏ　　　　　　　　　）　　（　　　口）

大人
　　　　　　（Ｎｏ　　　　　　　　　　）　～　（Ｎｏ　　　　　　　　　）　　（　　　口）

　　廃棄　（Ｎｏ　　　　　　　　　　）　～　（Ｎｏ　　　　　　　　　）　　（　　　口）

　（Ｎｏ　　　　　　　　　　　　）　～　（Ｎｏ　　　　　　　　　　　　）　　（　　　口）

　　廃棄
団
体

種別

大人

小人

シルバー

小計

入園券及び料金整理報告書

　平成　　　年　　　月　　　日　（　　　）

一
般

券
売
機

手
売

大人

小人

シルバー

小計
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①委託費のみで行う主要行催事一覧表

No 開催日 行事名 開催場所 対象 内容
参加人数
計上根拠

1
2011/4/21

～
2011/5/22

開園１０周年企画
展「吉野ヶ里歴史

公園の歩み」

歴史公園センター
多目的ルール

来園者

遺跡発掘報道から、吉野ヶ里歴史
公園の歩みを、当時の新聞記事等
のパネルとニュース映像等で振り
返る企画展を開催した。

15,000 人 観覧者数

2
2011/5/1

～
2011/5/3

発掘現場シャトル
バス運行

東口園内バス停～発
掘現場

来園者

期間中に特別公開される発掘現場
にあわせて、東口園内バス停から
発掘現場までを結ぶ臨時シャトル
バスを運行した。

6,281 人 参加者数

3

2011/5/14
2011/5/15
2011/5/21
2011/5/22

熱気球搭乗体験 南のムラ 一般希望者
南のムラの広場から熱気球に乗っ
て、吉野ヶ里遺跡を展望する搭乗
体験を実施した。

524 人 参加者数

4 2011/5/15
エンドウ豆収穫体

験
南のムラ 一般希望者

南のムラ屋敷畑において、えんど
う豆の収穫体験を開催した。

75 人 参加者数

5
2011/5/21

～
2011/5/22

ゴボウ収穫体験 南のムラ 一般希望者
南のムラ屋敷畑において、ゴボウ
の収穫体験を開催した。

210 人 参加者数

6
2011/7/23

～
2011/8/28

カイコ・養蚕の展
示

南のムラ・養蚕の家 来園者

弥生時代の養蚕等を紹介するとと
もに、育て方、マユからの糸つむ
ぎ、染色、機織などを解説、実演
を通して紹介した。

2,690 人 参加者数

7

2011/7/23～
2011/8/28

の土・日・祝
8/12～15

吉野ヶ里探検ラ
リー

国営エリア全域 一般希望者

吉野ヶ里探検マップを使い、園内
各所のポイントで問題を解き、得
点に応じ公園グッズ等をプレゼン
トした。

2,639 人 参加者数

8
2011/7/30

～
2011/8/14

変化朝顔展示
歴史公園センター

多目的ルール
来園者

夏の風物詩である朝顔。その中で
も変わった様々な咲き方をする変
化朝顔の展示を行った。

3,558 人 観覧者数

9
2011/10/8

～
2011/11/27

特別企画展「よみ
がえる邪馬台国」

弥生くらし館
多目的ルーム

一般希望者

特別企画展「よみがえる邪馬台
国」では「出雲王国」を取り上
げ、吉野ヶ里遺跡等の出土資料を
展示した。

48,105 人 観覧者数

10 2011/10/29
特別企画展
フォーラム

歴史公園センター 一般希望者

フォーラムでは「邪馬台国と地域
王国」を取り上げ、基調講演及び
パネルディスカッションを行っ
た。

183 人 観覧者数

11 2012/1/1 お正月イベント 歴史公園センター 一般希望者

新年を祝うお正月イベントとし
て、園内で収穫された赤米を使っ
た餅つきと、地元太鼓の演奏を実
施した。

636 人 参加者数

12
2012/3/10～
2012/3/25

の土・日・祝
熱気球搭乗体験 祭りの広場 一般希望者

菜の花が咲く祭りの広場におい
て、上空から花畑と遺跡風景が楽
しめる、熱気球の搭乗体験を実施
した。

204 人 参加者数

13 2012/3/25
園内で収穫された
ソバの臼引き体験

祭りの広場 一般希望者
園内で収穫されたソバの臼引き体
験等を実施した。

167 人 参加者数

14 2012/3/25
ひみか・やよい公
園マスコットと記

念撮影
祭りの広場 一般希望者

公園マスコットと来園された記念
に、記念撮影を実施した。

117 人 参加者数

15
2012/3/17

～
2012/3/25

卑弥呼の宝探しク
イズラリー

国営エリア全域 一般希望者
園内のポイントを回りながらクイ
ズに答えるクイズラリーを開催し
た。

1,367 人 参加者数

16
2012/4/28

～
2012/5/6

発掘現場特別公開 東墳丘墓 来園者
現在調査を行っている公園未開円
区域の東墳丘墓地点の特別公開を
実施した。

3,300 人 観覧者数

17
2012/4/28

～
2012/5/6

定時ガイド 東口～南内郭 一般希望者

観光客が多く訪れるＧＷ期間限定
で、1時間に1回、20分程度で公園
を案内する定時ガイドを実施し
た。

2,205 人 参加者数

18

2012/5/12
2012/5/13
2012/5/19
2012/5/20

熱気球搭乗体験 南のムラ 一般希望者
南のムラの広場から熱気球に乗っ
て、吉野ヶ里遺跡を展望する搭乗
体験を実施した。

657 人 参加者数

19
2012/5/19

～
2012/5/20

青銅の鋳込み体験 南のムラ 一般希望者

吉野ヶ里遺跡から発掘された遺物
をモチーフに鋳型に溶けた青銅を
流し込む青銅器の製作を実施し
た。

9 人 参加者数

20
2012/8/10

～
2012/8/15

佐賀県夏休みキャ
ンペーン　吉野ヶ

里探検ラリー
国営エリア全域 一般希望者

吉野ヶ里探検マップを使い、園内
各所のポイントで問題を解き、得
点に応じ公園グッズ等をプレゼン
トした。

1,286 人 参加者数

参加人数

主要行催事一覧表（平成23・2011年度～平成25・2013年度）
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①委託費のみで行う主要行催事一覧表

No 開催日 行事名 開催場所 対象 内容
参加人数
計上根拠

参加人数

21
2012/10/6

～
2012/11/25

特別企画展「よみ
がえる邪馬台国」

弥生くらし館
吉野ヶ里遺跡展示室

一般希望者

「卑弥呼戦う　狗奴国の謎」とし
て、魏志倭人伝に記されている
「狗奴国」を取り上げ、約300点
の出土資料を展示した。

49,779 人 観覧者数

22 2012/10/13
特別企画展
フォーラム

多目的ルーム 一般希望者

「狗奴国の謎」と題して、諸説あ
る狗奴国や邪馬台国に関する
フォーラムを、各方面のパネリス
トを招いて開催した。

250 人 観覧者数

23

2012/11/3
～

2012/11/18
の土・日

バルーンフェスタ
連携イベント
特別登楼体験

南内郭・北内郭 一般希望者
北内郭主祭殿3階回廊と南内郭の
階段の無い物見櫓の特別登楼体験
を開催した。

550 人 参加者数

24
2012/11/23

～
2012/11/25

ソバの収穫体験 南のムラ 一般希望者

南のムラ畑で育てたソバの収穫体
験を実施。昔の農機具体験等を行
い、希望者にはソバガキ体験も開
催した。

440 人 参加者数

25 2012/12/9 サトイモ収穫体験 南のムラ 一般希望者
南のムラで栽培したサトイモの収
穫体験を実施した。

24 人 参加者数

26
2012/12/21

～
2012/12/24

吉野ヶ里　光の響 東口～南内郭 来園者
二十四節気の「冬至」に合わせ
「光」を使った幻想的な景観を演
出するイベントを実施した。

3,177 人 観覧者数

27
2012/12/23

～
2012/12/24

吉野ヶ里ウィン
ターバルーンフェ

スタ

多目的ルーム・県立
エリア

来園者
毎年６月に開催してきた吉野ヶ里
杯を、装いを新たに「光の響」と
コラボレーションし開催した。

856 人 観覧者数

28 2013/1/1 お正月イベント 歴史公園センター 一般希望者

新年を祝うお正月イベントとし
て、園内で収穫された赤米を使っ
たポン菓子の振る舞いと、地元太
鼓の演奏を実施した。

510 人 参加者数

29 2013/3/3
古代の森オープン

PRイベント
東口

一般参加希
望

勾玉づくり出張体験を東口で開催
するとともに、海の中道のマス
コットや公園マスコット演出、甘
酒振る舞いなどを実施した。

400 人 参加者数

30
2013/3/20
2013/3/23
2013/3/24

古代の森オープン
イベント

祭りの広場 来園者
古代の森オープニングイベントと
して、古代パレードや熱気球搭乗
体験などを実施した。

11,703 人 観覧者数

31

2013/4/27～
2013/4/29
2013/5/3～
2013/5/6

定時ガイド 東口～南内郭 一般希望者

観光客が多く訪れるＧＷ期間限定
で、1時間に1回、20分程度で公園
を案内する定時ガイドを実施し
た。

1,713 人 参加者数

32

2013/5/11
2013/5/12
2013/5/18
2013/5/19

熱気球搭乗体験 南のムラ 一般希望者
南のムラの広場から熱気球に乗っ
て、吉野ヶ里遺跡を展望する搭乗
体験を実施した。

444 人 参加者数

33

2013/5/11
2013/5/12
2013/5/18
2013/5/19

特別登楼体験 南内郭・北内郭 一般希望者
北内郭主祭殿3階回廊と南内郭の
階段の無い物見櫓の特別登楼体験
を開催した。

2,044 人 参加者数

34 2013/6/2
ムギ・エンドウ収

穫体験
南のムラ 一般希望者

南のムラ屋敷畑において、ムギと
エンドウ豆の収穫体験を開催し
た。

50 人 参加者数

35
2013/7/20

～
2013/8/25

カイコ・養蚕の展
示

古代植物館 来園者

弥生時代の養蚕等を紹介するとと
もに、育て方、マユからの糸つむ
ぎ、染色、機織などを解説、実演
を通して紹介した。

36,699 人 観覧者数

36 2013/8/11 外国語ガイド 東口～北内郭
一般参加希

望

国内在住の外国人や海外からの観
光客を対象に東口～北内郭までの
約40分程度の外国語による園内ガ
イドを実施した。

122 人 参加者数

37
2013/9/21

～
2013/11/10

特別企画展「よみ
がえる邪馬台国」

弥生くらし館
吉野ヶ里遺跡展示室

一般希望者

弥生時代の対外交流に重要な役割
を果たした対馬・一支・末盧のク
ニグニと吉野ヶ里の全貌を解き明
かす内容で約３００点の出土資料
を展示した。

46,163 人 観覧者数

38 2013/9/29
特別企画展
フォーラム

多目的ルーム 一般希望者

よみがえる邪馬台国「倭人伝の道
Ⅰ」と題して、西谷先生、高島先
生による基調講演及び中村先生を
交えたフォーラムを開催した。

300 人 観覧者数

39
2013/10/12

～
2013/10/13

エダマメ収穫体験 南のムラ 一般希望者
南のムラ屋敷畑において、エダマ
メの収穫体験を開催した。

384 人 参加者数
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①委託費のみで行う主要行催事一覧表

No 開催日 行事名 開催場所 対象 内容
参加人数
計上根拠

参加人数

40

2013/11/2
～

2013/11/17
の土・日

バルーンフェスタ
連携イベント
特別登楼体験

南内郭・北内郭 一般希望者
北内郭主祭殿3階回廊及び斎堂と
南内郭の階段の無い物見櫓の特別
登楼体験を開催した。

5,445 人 参加者数

41 2013/11/10 鷹使いの技実演 南内郭 来園者

支配者層の住居である南内郭にお
いて、鷹やミミズク等による狩猟
のデモンストレーション及びふれ
あいを実施した

300 人 観覧者数

42 2013/11/10 ダイコン収穫体験 南のムラ 一般希望者
南のムラ屋敷畑において、ダイコ
ンの収穫体験を開催した。

156 人 参加者数

43
2013/11/23

～
2013/11/24

ソバの収穫体験 南のムラ 一般希望者
南のムラで栽培した白そばを使っ
て、脱穀・石臼体験を行い、ソバ
ガキにして食していただいた。

350 人 参加者数

44 2013/12/8 サトイモ収穫体験 南のムラ 一般希望者
南のムラ屋敷畑において、サトイ
モの収穫体験を開催した。

137 人 参加者数

45 2013/12/21 しめ縄づくり体験 弥生くらし館 一般希望者
正月飾りのしめ縄を水田で栽培さ
れた赤米の藁を使って製作する体
験を実施した

17 人 参加者数

46
2013/12/21

～
2013/12/24

吉野ヶ里　光の響 東口～南内郭 来園者
二十四節気の「冬至」に合わせ
「光」を使った幻想的な景観を演
出するイベントを実施した。

6,193 人 観覧者数

47
2013/12/22

～
2013/12/23

吉野ヶ里ウィン
ターバルーンフェ

スタ

多目的ルーム・県立
エリア

来園者

公園を会場に吉野ヶ里杯、卑弥呼
杯を 実施。また光の響とコラボ
レーションし、より魅力的な大会
として開催した。

1,342 人 観覧者数

48 2014/1/1 お正月イベント 歴史公園センター 一般希望者

新年を祝うお正月イベントとし
て、園内で収穫された赤米を使っ
た餅つきと地元太鼓の演奏を実施
した。

700 人 参加者数

49

2014/3/15
2014/3/16
2014/3/21

～
2014/3/23

熱気球搭乗体験 南のムラ 一般希望者
南のムラの広場から熱気球に乗っ
て、吉野ヶ里遺跡を展望する搭乗
体験を実施した。

790 人 参加者数

　①委託費のみで行う主要行催事

イベント開催件数計 49件 参加人数計 260,251 人
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②委託費で行うが材料代等の実費は公園利用者から徴収する主要行催事一覧表

No 開催日 行事名 開催場所 対象 内容
参加人数
計上根拠

1
2011/4/1

～
2012/3/31

弥生体験イベント 弥生くらし館 一般希望者
年間通して行なっている勾玉、
火おこし（雨天時は土笛）の体
験プログラム実施した。

56,933 人 参加者数

2
2011/4/1

～
2012/3/31

弥生なりきりプロ
グラム

弥生くらし館 一般希望者
布作り、舞いの稽古、楽器製作
と演奏など、通常のプログラム
実施した。

4,286 人 参加者数

3
2011/5/28

～
2011/5/29

竪穴住居宿泊体験 南のムラ 事前申込

貫頭衣を着て、竹の食器づく
り、土器を使った弥生の食事づ
くり等を行い竪穴住居に宿泊、
翌日には水田での田植え体験を
実施した。

35 人 参加者数

4 2011/7/3 ベニバナ染色体験 弥生くらし館 一般希望者
祭りの広場で収穫したベニバナ
を使い、手ぬぐいに染色する体
験を実施した。

14 人 参加者数

5
2011/7/23

～
2011/8/28

サイエンスイベン
ト「化石を見つけ

よう」
多目的ホール 一般希望者

数十万年前の地層からでた石の
中から、木の葉の化石を探す化
石割り体験を実施した。

2,558 人 参加者数

6
2011/7/23

～
2011/7/24

サイエンスイベン
ト「万華鏡を作ろ

う」
多目的ルーム 一般希望者

光の不思議を探る実験イベント
として「万華鏡づくり」を光の
不思議の解説を踏まえ実施し
た。

91 人 参加者数

7
2011/7/30

～
2011/7/31

サイエンスイベン
ト「夏休み限定の

勾玉作り」
多目的ルーム 一般希望者

夏休み限定で、寿山石という普
段の勾玉用の石よりも硬い石を
使った、勾玉作りを実施した。

152 人 参加者数

8

2011/8/6
2011/8/7
2011/8/27
2011/8/28

土器をつくろう！ 多目的ホール 一般希望者

オリジナルの弥生式土器作り
を、なぜ焼くと水かこぼれない
か等、サイエンスの要素も取り
入れ実施した。

181 人 参加者数

9
2011/8/12

～
2011/8/15

草木染をしよう！ 弥生くらし館 一般希望者
カリヤスやクチナシを使い古代
式の染色技法も取り入れ、手ぬ
ぐいの染色を実施した。

126 人 参加者数

10
2011/8/20

～
2011/8/21

鉄を作ろう！ 弥生くらし館 一般希望者
テルミット反応を使い酸化鉄を
作り、化学反応の不思議を解説
しながら実験を実施した。

89 人 参加者数

11
2011/11/12

～
2011/11/13

竪穴住居宿泊体験 南のムラ 事前申込

貫頭衣を着て、竹の食器づく
り、土器を使った弥生の食事づ
くり等を行い竪穴住居に宿泊、
翌日には弥生古代体験を実施し
た。

31 人 参加者数

12
2012/3/10～
2012/3/25

の土・日・祝
染色体験 祭の広場 一般希望者

手ぬぐいに染色を施す体験プロ
グラムを実施した。

11 人 参加者数

13
2012/3/10～
2012/3/25

の土・日・祝
火おこし道具作り 祭の広場 一般希望者

舞きり式の火おこし道具づくり
を実施した。

18 人 参加者数

14
2012/3/10～
2012/3/25

の土・日・祝

古代文様のマグ
ネット・首飾り作

り
祭の広場 一般希望者

土器を作る粘土に、古代の文様
のスタンプを押し付け、オリジ
ナルのマグネットと首飾り作り
を実施

39 人 参加者数

15
2012/3/10～
2012/3/25

の土・日・祝

組ひもでミサンガ
作り

祭の広場 一般希望者
組ひもを作る要領で、簡単にで
きるミサンガ作りを実施した。

35 人 参加者数

16
2012/4/1

～
2013/3/31

弥生体験イベント 弥生くらし館 一般希望者
年間通して行なっている勾玉、
火おこし（雨天時は土笛）の体
験プログラム実施した。

37,166 人 参加者数

17
2012/4/1

～
2013/3/31

弥生なりきりプロ
グラム

弥生くらし館 一般希望者
布作り、舞いの稽古、楽器製作
と演奏など、通常のプログラム
実施した。

1,424 人 参加者数

18
2012/5/12

～
2012/5/13

疑似発掘体験 南のムラ 一般希望者

本格的な発掘体験を、疑似発掘
現場を使い、吉野ヶ里遺跡の発
掘調査に携わったスタッフの解
説を交え実施した。

45 人 参加者数

19
2012/5/19

～
2012/5/20

青銅の鋳込み体験 南のムラ 一般希望者

吉野ヶ里遺跡から発掘された遺
物をモチーフに鋳型に溶けた青
銅を流し込む青銅器の製作を実
施した。

9 人 参加者数

20
2012/5/26

～
2012/5/27

竪穴住居宿泊体験 南のムラ 事前申込

貫頭衣を着て、竹の食器づく
り、土器を使った弥生の食事づ
くり等を行い竪穴住居に宿泊、
翌日には水田での田植え体験を
実施した。

50 人 参加者数

21
2012/7/21

～
2012/8/26

サイエンスイベン
ト「化石を見つけ

よう」
多目的ホール 一般希望者

数十万年前の地層からでた石の
中から、木の葉の化石を探す化
石割り体験を実施した。

1,707 人 参加者数

22
2012/7/28

～
2012/7/29

サイエンスイベン
ト「万華鏡を作ろ

う」
多目的ルーム 一般希望者

光の不思議を探る実験イベント
として「万華鏡づくり」を光の
不思議の解説を踏まえ実施し
た。

46 人 参加者数

参加人数
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②委託費で行うが材料代等の実費は公園利用者から徴収する主要行催事一覧表

No 開催日 行事名 開催場所 対象 内容
参加人数
計上根拠

参加人数

23

2012/8/4
2012/8/5
2012/8/25
2012/8/26

サイエンスイベン
ト　古代文様マグ

ネットづくり
多目的ルーム 一般希望者

粘土に古代の文様スタンプや絵
をかいてオリジナルのマグネッ
トづくりを実施した。

91 人 参加者数

24
2012/8/10

～
2012/8/15

サイエンスイベン
ト　ベニバナ染め

をしよう
弥生くらし館 一般希望者

ベニバナの生花を使い、手ぬぐ
いに思い思いの柄を染色する体
験を実施した。

161 人 参加者数

25
2012/8/18

～
2012/8/19

鉄を作ろう！ 多目的ルーム 一般希望者
テルミット反応を使い酸化鉄を
作り、化学反応の不思議を解説
しながら実験を実施した。

44 人 参加者数

26
2012/10/20

～
2012/10/21

疑似発掘体験 南のムラ 一般希望者

本格的な発掘体験を、疑似発掘
現場を使い、吉野ヶ里遺跡の発
掘調査に携わったスタッフの解
説を交え実施した。

39 人 参加者数

27
2012/11/10

～
2012/11/11

竪穴住居宿泊体験 南のムラ 事前申込

貫頭衣を着て、竹の食器づく
り、土器を使った弥生の食事づ
くり等を行い竪穴住居に宿泊、
翌日には弥生古代体験を実施し
た。

37 人 参加者数

28
2012/12/8

～
2012/12/9

青銅の鋳込み体験
※雨天により中止

南のムラ 一般希望者

吉野ヶ里遺跡から発掘された遺
物をモチーフに鋳型に溶けた青
銅を流し込む青銅器の製作を実
施した。

0 人 参加者数

29
2013/4/1

～
2014/3/31

弥生体験イベント 弥生くらし館 一般希望者
年間通して行なっている勾玉、
火おこし（雨天時は土笛）の体
験プログラム実施した。

52,573 人 参加者数

30
2013/4/1

～
2014/3/31

弥生なりきりプロ
グラム

古代植物館 一般希望者
布作り、舞いの稽古、楽器製作
と演奏など、通常のプログラム
実施した。

2,148 人 参加者数

31
2013/4/1

～
2014/3/31

古代植物館体験プ
ログラム

古代植物館 一般希望者

弥生時代の人々が生活の中で森
の恵みと関わりや生活をテーマ
に様々な体験プログラムを実施
した。

2807 人 参加者数

32
2013/5/25

～
2013/5/26

竪穴住居宿泊体験 南のムラ 事前申込

貫頭衣を着て、竹の食器づく
り、土器を使った弥生の食づく
り等を行い竪穴住居に宿泊、翌
日には水田での田植え体験を実
施した。

36 人 参加者数

33 2013/7/20
親子石器づくり体

験
古代植物館 事前申込

長井先生を講師に迎え、石器の
話とサヌカイトや黒曜石を使っ
た矢じり等の製作を行った。

18 人 参加者数

34
2013/7/20

～
2013/8/25

化石割体験 古代植物館 一般希望者
数十万年前の地層からでた石の
中から、木の葉の化石を探す化
石割り体験を実施した。

1,126 人 参加者数

35 2013/7/28 疑似発掘体験 古代植物館 一般参加希望

南のムラに設営された疑似発掘
現場を使い、吉野ヶ里遺跡の発
掘調査に関わったスタッフの指
導の下、本格的な発掘体験を実
施した。

15 人 参加者数

36
2013/8/10

～
2013/8/15

琥珀の勾玉作り体
験

古代植物館 一般参加希望
再生琥珀を使った、勾玉づくり
を行った。

179 人 参加者数

37
2013/8/10

～
2013/8/15

草木染体験 古代植物館 一般参加希望

染色に用いられる植物材料のア
カネや藍等を使って、ハンカチ
やスカーフなどに絞り等を施し
染色を行った。

157 人 参加者数

38
2013/8/17

～
2013/8/17

石包丁製作体験 古代植物館 一般参加希望
弥生時代の稲穂を摘み取る道具
である石包丁の製作体験を実施
した。

48 人 参加者数

39
2013/10/12

～
2013/10/13

竪穴住居宿泊体験 南のムラ 事前申込

貫頭衣を着て、竹の食器づく
り、土器を使った弥生の食事づ
くり等を行い竪穴住居に宿泊、
翌日には水田での稲刈体験を実
施した。

34 人 参加者数

40
2013/12/22

～
2013/12/23

竪穴住居宿泊体験 南のムラ 事前申込
貫頭衣を着て、土器を使った弥
生の食事づくり等を行い竪穴住
居に宿泊する体験を実施した。

18 人 参加者数

②委託費で行うが材料代等の実費は公園利用者から徴収する主要行催事

イベント開催件数計 40件 参加人数計 164,577 人
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③自主財源により独立採算で行う主要行催事一覧表

No 開催日 行事名 開催場所 対象 内容
参加人数
計上根拠

1 2012/10/18
出前講座「神埼小

学校」
神埼小学校 一般希望者

神埼小学校の生徒と震災被害で
避難をしている福島県の子供た
ちを対象に勾玉づくりを体験す
る出前講座を実施した。

21 人 参加者数

2 2013/2/3
交通安全フェスタ

2013
東口大型駐車場 一般希望者

交通事故防止の啓発イベントと
して、神埼警察、JAF、交通安全
協会等と連携し開催した。

8,000 人 観覧者数

3 2013/6/8
カルチャースクー
ル「写真撮影セミ

ナー」

多目的ルーム及び園
内

事前申込

大塚清吾氏を講師に迎え、カメ
ラ撮影に対する基本的な技術を
学んだ後、園内の風景などを撮
影するセミナーを開催した。

22 人 参加者数

4

2013/9/25
2013/10/2
2013/10/30
2013/11/6

出前講座「神埼小
学校」

神埼小学校 事前申込

神埼市で実施されている「ド
リームパーク」において出前講
座を実施し、古代体験プログラ
ムを通じて公園に親しんでいた
だいた。

120 人 参加者数

5 2013/9/29

カルチャースクー
ル「遺跡めぐり～
流域の遺跡を訪ね

る～」

公園全域 事前申込

当公園の歴史専門員である折尾
氏が講師となり、吉野ヶ里遺跡
や特別企画展の説明及びフォー
ラムを聴講した。

18 人 参加者数

6 2013/10/18
出前講座「佐賀県
立中原特別支援学

校」

佐賀県立中原特別支
援学校

事前申込
勾玉づくりの古代体験プログラ
ムを通じて公園に親しんでいた
だいた。。

16 人 参加者数

7 2013/10/27 自然発見塾 古代の森 一般希望者

PWを活用した環境教育を古代の
森ゾーンにて実施。遊び感覚で
自然に親しみ、環境について学
んでいただいた。

18 人 参加者数

8
2013/11/30

～
2013/12/15

カルチャースクー
ル「写真撮影セミ
ナー　写真展」

多目的ルーム 来園者

写真撮影セミナーにおいて参加
者が撮影した写真を講師の大塚
清吾氏と共に選び写真展を開催
した。

500 人 観覧者数

9
2014/1/15
2014/1/22

出前講座「仁比山
小学校」

仁比山小学校 事前申込

神埼市で実施されている「ド
リームパーク」において出前講
座を実施し、古代体験プログラ
ムを通じて公園に親しんでいた
だいた。

49 人 参加者数

10
2014/2/12
2014/2/19

出前講座「千代田
東部小学校」

千代田東部小学校 事前申込

神埼市で実施されている「ド
リームパーク」において出前講
座を実施し、古代体験プログラ
ムを通じて公園に親しんでいた
だいた。

47 人 参加者数

11 2014/2/2
交通安全フェスタ

2014
東口大型駐車場 一般希望者

交通事故防止の啓発イベントと
して、神埼警察、JAF、交通安全
協会等と連携し開催した。

9,000 人 観覧者数

12 2014/3/8

環境教育指導者養
成講座

※申込者が催行人
員以下により中止

古代植物館 事前申込

環境プログラムのスキルを身に
つけ、子ども・若者に対して実
施していただく環境学習指導者
養成講座を開催した。

0 人 参加者数

③自主財源により独立採算で行う主要行催事

イベント開催件数計 12件 参加人数計 17,790 人

参加人数
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④持ち込み行催事一覧表

No 開催日 行事名 開催場所 対象 内容
参加人数
計上根拠

1
平成23年度

毎月第1日曜日
※1月は第2日曜日

吉野ヶ里夢ロマン
市軽トラ市

JR吉野ヶ里公園駅～
東口

来園者
地元の特産品や飲食物、工芸品
などの軽トラ等を用いて販売す
る軽トラ市を開催した。

45,882 人 観覧者数

2
2011/6/4

～
2011/6/5

熱気球大会「卑弥
呼杯・吉野ヶ里杯

気球大会」

多目的ルーム、市の
広場、臨時駐車場

来園者

佐賀を代表する熱気球を吉野ヶ
里歴史公園を舞台に大会を開
催。また、熱気球搭乗体験も実
施した。

503 人 観覧者数

3
2011/10/22

～
2011/10/23

吉野ヶ里ふるさと
炎まつり

祭りの広場 来園者

幻想的なたいまつ行列や、送り
火のほか、ステージイベントや
郷土芸能ステージ飲食物販など
を実施した。

37,214 人 観覧者数

4
平成24年度

毎月第1日曜日
※1月は第2日曜日

吉野ヶ里夢ロマン
市軽トラ市

東口大型駐車場 来園者
地元の特産品や飲食物、工芸品
などの軽トラ等を用いて販売す
る軽トラ市を開催した。

93,500 人 観覧者数

5
2012/6/2

～
2012/6/3

熱気球大会「卑弥
呼杯・吉野ヶ里杯

気球大会」

多目的ルーム、市の
広場、臨時駐車場

来園者

佐賀を代表する熱気球を吉野ヶ
里歴史公園を舞台に大会を開
催。また、熱気球搭乗体験も実
施した。

727 人 観覧者数

6
2012/10/27

～
2012/12/28

吉野ヶ里ふるさと
炎まつり

祭りの広場 来園者

幻想的なたいまつ行列や、送り
火のほか、ステージイベントや
郷土芸能ステージ飲食物販など
を実施した。

34,296 人 観覧者数

7
平成25年度

毎月第1日曜日
吉野ヶ里夢ロマン

市軽トラ市
東口大型駐車場 来園者

地元の特産品や飲食物、工芸品
などの軽トラ等を用いて販売す
る軽トラ市を開催した。

80,000 人 観覧者数

8
2013/10/27

～
2013/12/28

吉野ヶ里ふるさと
炎まつり

祭りの広場 来園者

幻想的なたいまつ行列や、送り
火のほか、ステージイベントや
郷土芸能ステージ飲食物販など
を実施した。

32,158 人 観覧者数

イベント開催件数計 8件 参加人数計 324,280 人

参加人数
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年度 季節 内容 場所

春 春花壇（ルピナス、チューリップ他） 東口花壇

変化朝顔展 多目的ルーム

アサガオのカーテン・トンネル 東口アプローチ

秋 秋花壇（サルビア他） 東口花壇

春 春花壇（チューリップ、バーベナ、バコパ他） 東口花壇

変化朝顔展 多目的ルーム

アサガオのカーテン・トンネル 東口アプローチ

秋 秋花壇（アキランサス、コスモス、コキア他） 東口花壇

冬 冬花壇（ビオラ、スイートアリッサム他） 東口花壇

春 春花壇（ペチュニア、ルピナス、パンジー他） 東口花壇

夏 アサガオのカーテン・トンネル 東口アプローチ

秋 秋花壇（マリーゴールド、バーベナ他） 東口花壇

春 春花壇（チューリップ、スイセン他） 東口花壇

夏 アサガオのカーテン・トンネル 東口アプローチ

秋 秋花壇（アキランサス他） 東口花壇

H25

入口ゾーン花壇花修景・植栽イベント

夏

H22

H23

H24

夏
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ボランティア活動（活動概要、規約、人数等） 

 
（１） ボランティアの活動内容 

 ボランティアの活動内容は以下の通りである。 
① 遺跡部門 

・拠点ガイド（南内郭・北内郭・環壕入口） 
・ツアーガイド（学校等団体・一般団体対応） 
・定時ガイド 
・体験プログラム（勾玉作り、火おこし体験、土笛作り等） 
・生活演示（古代生活道具作り・煮炊き演出等） 
・イベント（弥生の儀式、公園主催イベント等の運営補助、自主企画等） 

 
（２） ボランティアの資格 

ボランティアは、ボランティア養成のための研修を修了し、吉野ヶ里公園管理センタ

ーが認定し、登録した方とする。 

 

（３） ボランティアの任期 

登録日から次の３月３１日までとし、更新を年度毎に行う。 

 

（４） ボランティアの活動費等 

ボランティア活動に必要な物品等については吉野ヶ里公園管理センターが貸与する。 

また、認定されたボランティアは、必ず登録期間中、ボランティア保険に加入するが、

ボランティア保険への加入費用についてはボランティア個人負担とする。 

 
（５） ボランティアの特典 

ボランティア活動を行う場合に限り、会員証を提示することで登録期間中入場料及び

駐車料を免除する。 
 

（６） ボランティアの義務 

ボランティアは次の各号に掲げる事項を遵守してすること。 

① ボランティア会員として自覚ある行為をとること。 

② 入園者等に関して適切・親切な対応を行うこと。 

③ 所定の研修へ参加すること。 

④ 決められたスケジュールや活動内容を遵守すること。 

⑤ 国営吉野ヶ里歴史公園における活動中に起きた事故、クレーム、質問等について、

担当スタッフへ速やかに連絡すること。また、不明な内容については容易に回答

せず、担当スタッフに確認をとること。 

⑥ 国営吉野ヶ里歴史公園の設置目的に見合った活動内容とすること。 

 

（７） ボランティア数の推移 

 

年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

人数 42 人 31 人 32 人 
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グラフィックマニュアル（抜粋） 

「吉野ヶ里歴史公園グラフィックマニュアル」より抜粋 

【吉野ヶ里歴史公園シンボルマーク】 

【吉野ヶ里歴史公園マスコットキャラクター】 
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【吉野ヶ里歴史公園ロゴタイプ】 

【吉野ヶ里歴史公園シンボルカラー】 
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吉野ヶ里歴史公園の写真、シンボルマーク及び
マスコットキャラクターの使用取扱基準

国土交通省九州地方整備局
国営海の中道海浜公園事務所

国営吉野ヶ里歴史公園の写真、シンボルマーク及びマスコットキャラクター（以下「写
真等」という ）は、国営公園事業に対する理解と協力を高めるため広く使用していただ。
くことにしております。

そこで写真等の乱用を避け正しく使用していただくため、使用についての手続き、使用
方法等をまとめましたので、この趣旨をご理解いただき、国営公園事業にご協力下さいま
すようお願い致します。

１．使用にあたって
国営吉野ヶ里歴史公園の写真等に関する一切の権利は、国土交通省国営海の中道海浜公

園事務所（以下「国営事務所」という ）に属しておりますので、写真等を使用される場。
合は、必ず国営事務所の承認を受けて下さい。

２．使用承認の基準
・承認の場合
（１）吉野ヶ里歴史公園のＰＲに効果があると認められる場合。
（２）教育目的に使用する場合
（３）吉野ヶ里歴史公園の催事等に対し、参加等を行う企業、団体等が当該参加に直接

関連して使用する場合。
（４）企業等が、社内報等営利を目的としない印刷物の国営公園関連記事中に使用する

場合。
（５）その他、承認となることが適当であると認められる場合。

・不承認の場合
（１）国営公園事業に関する理念に反する恐れがある場合。
（２）主として特定の政治、思想、宗教等の活動の目的に利用しようとする場合。
（３）特定の個人等の売名に利用しようとする場合。
（４）不当な利益を上げるために利用しようとする場合。
（５）国土交通省の事業を推進するうえで支障があると認められる場合。
（６）国営公園の品位を傷つけまたは正しい理解の妨げとなると認められる場合。
（７）写真等を正しい利用方法に従って使用しないと認められる場合。
（８）品質、性能等に関し、公的機関の認定等が必要な新商品について当該認定等が得

られていない場合。
（９）写真等の使用の結果について確認できない場合。
（10）法令及び公序良俗に反しまたはその恐れがある場合。
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３．使用承認の申請
写真等を使用する場合は、事前に「吉野ヶ里歴史公園写真等使用承認申請書 （以下、」

「申請書」という （様式第１号）に写真等を使用しようとする事業の企画書（商品等。）
については、小売価格（市場価格並であること 、販売数量、販売計画書等を、広告等に）
ついては、広告媒体、広告費用等を明記すること 、商品見本、広告原稿、企業の経歴。）
書等添付の上、国営事務所に提出し、その承認を受けていただきます。

４．使用承認について
提出された申請書は、国営事務所で検討の上、使用を承認するものについては 「吉野、

ヶ里歴史公園写真等使用承認書」をお渡しいたします。なお、その際条件を付すことがあ
りますが、その場合には、その条件に従って写真等を使用して下さい。

なお、使用用途（種類）によっては、一括使用承認をすることがありますので、その際
は、国営事務所と協議して下さい。

５．使用方法について
写真等を使用するときは、次の事項を守って下さい。
（１）申請・承認のあった用途にのみ使用して下さい。
（２）定められた規格に従って正しく使用して下さい。

※シンボルマーク及びマスコットキャラクターの一部のみの使用、変形もしくは
他の図形や文字と重ねて使用はしないで下さい。

（３）シンボルマークは、原則として基本形（別添）を使用していただきますが、これ
によりがたい場合（印刷物等）は、単色を用いてもかまいません。ただし、
単色使用の場合は、吉野ヶ里歴史公園ｼﾝﾎﾞﾙｶﾗｰ（別添）に準じて使用すること。

６．使用条件について
（１）使用方法及び申請内容を尊守すること。
（２）商標登録等を行わないこと。
（３）商品等については、吉野ヶ里歴史公園以外での販売は行わないこと。
（４）広告等については、制作前に内容確認を受け、修正等が必要な場合は国営事務所

の指示に従うこと （内容によっては使用承認の取消を行うことがある）。
（５）成果品を提出すること。

７．使用承認の取消
使用条件等に違反して写真等を使用した場合、また使用承認申請書の内容に虚偽がある

ことが判明した場合、その他国営事務所が必要と認める場合は、使用条件の変更、使用承
認の取り消し、または使用物件の回収を求めることがあります。
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別添－２３ 

取材許可申請書 

公園管理者 

国土交通省九州地方整備局長 殿 

平成    年    月    日    

会社名：              ㊞ 

申請者：                

記 

申請者住所： 〒 

申請者連絡先： 電話 

FAX 
e-mail

取材・撮影目的：  

取材・撮影内容： 

（具体的な内容で

お願いいたします

別紙にて企画書を

添付して頂いても

結構です） 

取材・撮影場所：  

取材希望日時： 第 1希望    月   日（  ）  ：  ～  ：  

第 2希望    月   日（  ）  ：  ～  ：

取材人数：          人 

乗入車両： 乗用車（     ）台     マイクロバス（     ）台 

取材・撮影期間： 平成   年   月   日～平成   年   月   日 

公園内にて撮影する場合は、撮影日を下記に記入してください。 

平成   年   月   日（   ）   時～   時 

放映・出版 

予定日時：

番組・出版  名称： 

放映・発売  予定日：平成  年  月  日（  ）  時 

事前に連絡を取っ

ている当公園職員

もしくは、御紹介者

【注意事項】 

１ 開園時間、料金などの基本情報を確認できるよう、校正原稿を必ずお送りください。 

２ 取材中は、危険防止のため、施設管理者の指示に従ってください。 

３ 来園者の観覧を妨げる行為はご遠慮ください。 

４ 県立公園区域で撮影を行う場合は、別途県立公園管理者の許可申請手続きを行ってく

ださい。 

※取材・撮影の許可を得るための申請は、概ね 3週間前に提出してください。 
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別添－２４ 

ペットの公園内への持込について 

Ｈ25.5.16 

国営海の中道海浜公園事務所 

１．背景 

   現在、公園内へのペット類の持込は禁止となっていることから、ペット同伴で来られた

お客様はいったん管理センターへペットを預けてから園内へ入る必要がある。今後は利用

者の利便性向上を目的とし、ペットの持込も出来るようにする事を前提とし以下のとおり

運用基準を設ける。 

２．運用基準 

   公園内のペットの持込は禁止しないが、以下の事項について遵守して頂く。ただし、建

物内部等の狭い場所については、同伴は出来ないものとする。また、ペット同伴の来園者

が建物へ入る場合に、一時的におもてにつないでおく施設（リードフック等）については

準備しない。（理由：繋がれているペットと第三者とのトラブル回避及びペットの盗難防止

のため。つまり飼い主の目の届く範囲でちゃんとした（リードで繋ぐ）管理がなされてい

ることが必要であるという理由。） 

   以上、その旨入り口ゲートでお伝えし、配布用ビラにも明記する。なお、お客様から管

理センターで預かって欲しい旨の申し出があった場合は従前どおりケージを提供すること

とする。 

（なお、本運用について補助件（盲導犬・聴導犬・介助犬）は適用外とする。） 

１）園内では、ペットは必ず引き綱・リードでつないでおくこと。 

２）ペットの糞の始末は飼い主の責任で処理すること。 

３）貸し車椅子、貸しベビーカーには乗せないこと。 

４）他のお客様とのペットに起因するトラブルについては、飼い主の責任とすること。 

５）以下の場所についてはペットの同伴は出来ない。 

６）歴史公園センターの売店、レストラン、シアタールーム等の部屋内部 

 ・弥生くらし館 

 ・北墳丘墓 

 ・展示室 

  ・竪穴式建物・高床倉庫・物見櫓などの復元建物内部 

 ・弥生のせせらぎ・貝川・池などの水面 

 ・古代植物館 

・電気自動車内 

   ※なお、全てトイレについては同伴できるものとする。 

   ※ペット用キャリーケース、バック等に入れて頂いている場合は同伴できるものとする。 
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３．周知方法 

   入り口で別紙を掲示するほか、ペット同伴の入園者にはビラを配布し周知徹底を図る。 

４．その他 

１）「何故同伴が出来るようにしたのか」という苦情、質問に対しての回答案 

   当公園は平成１３年の開園以来、他の利用者とのトラブルに対する懸念、糞尿の適切な

処理に対する懸念等からペットの持込は禁止としていました。他の都市公園においてもペ

ット同伴を認めている公園、禁止している公園は様々です。しかし、ペット同伴を禁止し

ている多くの都市公園では利用者のマナーの問題からやむなく禁止とした例がほとんどで

あるということを鑑み今回、利用者の要望もあり、利便性向上を目的としペット同伴を認

める事としました。よって、今後はペット同伴のお客様も含め全てのお客様が快適にご利

用頂けるように適切に運用していきたいと考えます。 

２）「ペット同伴の来園者が建物内へ入る場合に、おもてにつないでおく施設（リードフック

等）を設置して頂きたい。という要望に対しての回答案 

   ペットとの同伴については、他のお客様とのトラブル回避及びペットの盗難防止の観点

から、飼い主様ご自身の目が届く範囲で管理して頂くことが最善と考えています。ご理解

とご協力のほど宜しくお願い致します。 
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提示（案） 

ペット同伴の皆様へ 

吉野ヶ里歴史公園では、ペット同伴のお客様も、ペットは苦手だとお考えのお客様も楽 

しく過ごして頂けるよう下記のルールを取り決めております。他のお客様のご迷惑になら 

ないようルールをお守りいただくようご協力を願い致します。 

１) 園内では、ペットは必ず引き綱・リードでおつなぎください。 

２) ペットの糞の始末は飼い主の責任で処理してください。 

３) 貸し車椅子、貸しベビーカーには乗せないでください。 

４) 他のお客様とペットに起因するトラブルについては、飼い主の責任となります。 

５) 保健衛生及び安全のため、以下の場所へのペットの同伴はご遠慮下さい。 

・ 歴史公園センターの売店、レストラン、シアタールーム等の部屋内部 

・ 弥生くらし館 

・ 北墳丘墓 

・ 展示室 

・ 竪穴式建物・高床倉庫・物見櫓などの復元建物内部 

・ 弥生のせせらぎ・貝川・池などの水面 

・ 古代植物館 

・ 電気自動車内 

 注) 園内では、公園スタッフの指示に従って下さい。 

吉野ヶ里歴史公園 
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別添－２５
◆配布内訳

直接発送 学校関係 517,690 517,690
直接発送 関係機関 28箇所 2,620
直接発送 県内図書館・歴史資料館 26箇所×50部 1,500
直接発送 店舗関係 20箇所×50部　１箇所×100部 1,100
直接発送 道の駅・農産物直売施設 43箇所×100部 4,300
直接発送 宿泊施設 87箇所×30部（若楠会館200部ｻﾝﾎﾃﾙ鳥栖,ﾋﾞｱﾝﾄｽ100部） 2,920
直接発送 教育委員会・教育事務所 35箇所×30部(24箇所,11箇所） 1,050
センター納品 公園事務所 直接持参 300
センター納品 まちづくり推進課 直接持参 100
センター納品 県内各町村 ＊まちづくり推進課から各町村配布18箇所（神埼市吉野ヶ里町除く）各100部 1,800
センター納品 文化財課 直接持参 50
センター納品 展示室 直接持参 300
センター納品 神埼土木 直接持参 50
センター納品 神埼市役所 神埼庁舎（秘書広報係）直接持参 200
センター納品 神埼市役所 神埼庁舎　商工課 直接持参 200
センター納品 神埼市役所 千代田庁舎 直接持参 200
センター納品 神埼市役所 背振庁舎 直接持参 200
センター納品 吉野ヶ里町役場 三田川庁舎　企画課 直接持参 300
センター納品 吉野ヶ里町役場 東脊振庁舎 直接持参 300
センター納品 神埼遊学館 直接持参 100
センター納品 三田川コミュニティホール 直接持参 200
センター納品 神埼駅 直接持参 100
センター納品 公園駅 直接持参 100
センター納品 東脊振IC　料金所 直接持参 500
センター納品 山茶花の湯 直接持参 100
センター納品 さざんか千坊館 直接持参 100
センター納品 エスプラッツ 直接持参 200
センター納品 園内設置他 28,420

計 565,000

◆学校配布内訳 配布対象
幼稚園 学校数 小学校 学校数 中学校 学校数 人数計

各教育事務所 佐賀県内 32,020 296 54,160 178 29,520 99 115,700
福岡市内 82,990 149 42,160 80 125,150
大野城市 6,470 10 3,220 5 9,690
春日市 7,960 10 4,120 6 12,080
太宰府市 4,250 7 2,320 5 6,570
筑紫野市 6,560 11 3,150 5 9,710
小郡市 4,110 8 2,120 5 6,230
久留米市 18,100 47 7,130 14 25,230
八女市 3,770 16 1,430 5 5,200
筑後市 3,170 12 1,650 3 4,820
大川市 1,970 8 1,110 4 3,080
柳川市 4,090 19 1,150 4 5,240
中間市 2,230 6 2,230
直方市 3,170 11 3,170
宗像市 5,640 15 5,640
飯塚市 7,400 21 7,400
古賀市 3,650 8 3,650
朝倉市 3,250 14 1,260 4 4,510
大牟田市 6,190 23 3,690 13 9,880
北九州市 55,070 132 28,170 70 83,240
三潴郡 960 3 960
みやま市 2,290 15 2,290
三井郡 950 4 950
朝倉郡 1,880 6 1,880
筑紫郡 3,690 8 3,690
糟屋郡 15,000 26 15,000
福津市 3,080 7 3,080
鞍手郡 1,340 9 1,340
遠賀郡 5,560 16 5,560
宮若市 2,390 10 2,390
八女郡 1,250 18 1,250
うきは市 1,890 10 1,890
嘉穂郡 750 3 750
田川市 2,860 9 2,860
嘉麻市 2,330 13 2,330
京都郡 3,910 17 3,910
田川郡 4,920 23 4,920
築上郡 2,050 13 2,050
行橋市 4,360 11 4,360
豊前市 1,610 10 1,610
糸島市 6,200 7 6,200

合計 32,020 296 353,470 943 132,200 322 517,690

「ひみか通信」配布先リスト（Ｈ２５年）
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改札ブース

改札ブース
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Ｓ＝1:5,000

0m 300m200m100m0m 300m200m100m

管 理 施 設 位 置 図

古代の原ゾーン

環濠ゾーン

古代の森ゾーン

入口ゾーン

ゾーン

設備

凡 例

名称 数量

ピクトサイン 5基

側溝

管理施設

柵

サイン

案内サイン

一時停止板

解説サイン

規制サイン

公告サイン

道路反射鏡

標識

誘導サイン

門扉

柵

水路

14369.05m

63500.06m

30基

1基

60基

4基

3基

2基

4基

31基

47基
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園 路 舗 装 位 置 図

名称 数量

橋 梁 1183.80m2

舗 装 128534.77m2

古代の原ゾーン

環濠ゾーン

古代の森ゾーン

入口ゾーン

ゾーン

舗 装

橋 梁

凡 例
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仮 設倉 庫
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Ｓ＝1:5,000
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電 気 設 備 位 置 図

古代の原ゾーン

環濠ゾーン

古代の森ゾーン

入口ゾーン

ゾーン

配管

凡 例

配線 数量

通信

配線

電気設備

低圧

高圧

名称 数量

20A コンセント 8基

PHS

スピーカー

カメラ

ハンドホール

照明

電柱

分電盤

量水器

その他

9基

33基

17基

429基

677基

1基

12基

1基

配管

通信

低圧

高圧

配管・配線

15046.60m

17049.00m

4136.78m

7980.56m

12790.74m

3827.26m

1394.81m

数量

5基

5
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仮 設倉 庫

P7

Ｓ＝1:5,000

0m 300m200m100m0m 300m200m100m

汚 水 施 設 設 備 図

古代の原ゾーン

環濠ゾーン

古代の森ゾーン

入口ゾーン

ゾーン

汚水管

凡 例

名称 数量

汚水管 3196.27m

汚水ピット

6
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仮 設倉 庫
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Ｓ＝1:5,000

0m 300m200m100m0m 300m200m100m

給 水 施 設 配 置 図

古代の原ゾーン

環濠ゾーン

古代の森ゾーン

入口ゾーン

ゾーン

給水管

凡 例

名称 数量

給水管 5389.57m

給水ピット

7
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古代植物の森

古代植物館

臨時駐車場

ＪＲ長崎
本線

建物清掃頻度

建物区分 頻度 備考

便益建物 毎日 歴史公園センター、弥生くらし館、便所など

復元建物 １回/週 公開棟（倉と市、南のムラ）

復元建物 毎日 公開棟（その他）

復元建物 2回/年程度 非公開棟
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ゴミ処理場・コンポスト位置図 

ゴミ処理場位置図 

一般廃棄物集積所 

国営吉野ヶ里歴史公園平面図 
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コンポスト（堆肥化施設）位置図 

国営吉野ヶ里歴史公園平面図

堆肥化施設 
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別添－３７

施設点検一覧表 

国営吉野ヶ里歴史公園 施設点検 一覧表 

種類 名称 概要 頻度・時期 点検者 発注者 摘要 

法
定
点
検

電気通信設備点検 

光ファイバーネットワーク、公園情

報収集端末装置、受変電設備、CCTV

装置、環境点検等 

月 1回 専門技術者 公園事務所 電気事業法第 42 条

消防用設備保守点検 

歴史公園センター（レストラン分除

く）及び園内施設に設置している火

災報知機の警報設備点検、消火栓等

の消化設備点検 

年 2回 専門技術者 公園事務所
消防法第 17 条の 3

の 3 

水質検査 貯水槽等外観・書類・水質検査 半年 1回 指定機関 公園事務所 水道法第 34 条の 2

受水槽点検・清掃 
歴史公園センター及び園内受水槽

の点検・清掃 
年 1回 専門技術者 公園事務所 水道法施行規則 

浄化槽法定検定 浄化槽の外観・水質検定 年 1回 専門技術者 公園事務所 浄化槽法第 11 条

自動扉点検 

歴史公園センター６箇所、弥生くら

し館２箇所、北墳丘墓２箇所、古代

植物館３箇所の扉本体、運転状態等

の点検 

４半期 1回 専門技術者 公園事務所

官公庁施設の建設

等に関する法律第

12 条 

段差解消機点検 

南のムラ復元建物に設置している

段差解消機の機器本体、運転状態、

制御盤等の点検 

年 2回 専門技術者 公園事務所
建築基準法 

第 12 条 3 

昇降機法定点検 

歴史センターに設置しているエレ

ベーター２基について、運転状況、

ポンプ・制御盤、昇降路等の点検・

清掃 

年 1回 専門技術者 公園事務所
建築基準法 

第 12 条 3 

任
意
点
検
・

日
常
点
検

日常点検 
現場状況や利用状況に応じて施設

工作物・植物の点検を適宜実施 
毎日適宜 事業者   

水道施設 水道設備ポンプ、基盤等の点検 年 1回 事業者   

汚水施設 

汚水ポンプ、ポンプ槽、操作盤の通

常点検 
月 1回 事業者   

汚水ポンプ、操作盤の精密点検 年 1回 事業者   

昇降機保守点検 
歴史公園センターに設置している

エレベーター２基の外観・機能点検
年 1回 専門技術者 公園事務所

空調設備保守点検 

歴史公園センター及び園内施設に

設置している空調設備の外観・機能

点検及び冷暖房切替作業 

年 2回 専門技術者 公園事務所

トイレ点検 不良個所の点検修繕 年 1回 事業者   

水飲み点検 不良個所の点検修繕 年 1回 事業者   

空気環境測定 歴史公園センターの空気環境測定 月 1回 専門技術者 公園事務所

建築物における衛

生的環境の確保に

関する法律 

害虫駆除 歴史公園センターの害虫駆除 半年 1回 専門技術者 公園事務所

建築物における衛

生的環境の確保に

関する法律 

任
意
点
検

臨時点検 
台風・豪雨等の異常気象時や地震発

生時の施設工作物・植物の外観点検
発生の際適宜 事業者

186



北墳丘墓遺構管理マニュアル 

抜粋 

平成21 年3 月 

国土交通省九州地方整備局 

国営吉野ヶ里歴史公園事務所 

187

89731051
テキストボックス
別添－３８



 

 

北墳丘墓遺構管理マニュアル 

 

目 次 

 

３．遺構管理マニュアル ______________________________________ 13 

（１） 目的 ______________________________________________  13 

（２） 管理体制 __________________________________________  13 

（３） 遺構面及びの異常事象 ______________________________  14 

（４） 点検箇所 __________________________________________  19 

（５） 点検内容及び頻度 __________________________________  21 

１）日常点検 ______________________________________________ 21 

２）定期点検（補修兼）開館日 ______________________________ 21 

３）臨時対応（補修） ______________________________________ 22 

（６） 点検表の様式 ______________________________________  23 

 

４．管理台帳 _______________________________________________ 29 

（１） 台帳内容及び作成頻度 ______________________________  29 

（２） 台帳の様式 ________________________________________  29 

（３） 遺構管理記録書の構成 ______________________________  29 

 

５．参考資料 _______________________________________________ 32 

 

188



北墳丘墓遺構管理マニュアル 

1 

 

 

 

 

３.遺構管理マニュアル 

（１）目的 

北墳丘墓は、本物の持つ迫力や高い資料的価値を広く公開し、文化財の活用を図るため

に、遺構面及び甕棺の露出展示を行っている。遺構面及び甕棺は、各々薬剤による保存処

理を実施し、劣化を抑える措置を施しているが、経年的に薬剤の成分が分解され、その効

果が薄れることやカビの発生などの根絶が難しいあるいは時間を要する現象も起こりうる。

その結果、遺構の保存と露出展示の本来の目的である本物を見せる意義が失われるような

状況にならないよう、劣化の兆候を早期に発見し、未然に防ぐことが求められる。 

本マニュアルは、そのための日常的な管理方策を示すものである。 

 

（２）管理体制 

北墳丘墓の管理体制は、その内容や専門性を考慮した上で段階的な役割分担を行い、総

合的に適切な保存管理が行えるように努める。基本的に遺構面管理は、国営吉野ヶ里歴史

公園事務から管理委託を受けた公園管理者が実施するが、臨時的に大規模補修を要する工

事の場合は、国営吉野ヶ里歴史公園事務所が別途実施する。尚、甕棺については、佐賀県

文化課が管理を担当する。 

 

 

 

 

図 6 北墳丘墓管理体制 
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2 

（３）遺構面の異常事象 

北墳丘墓における遺構面の異常現象について、これまでの北墳丘墓の状況やヒアリング、

他の露出展示遺跡の事例などにより、以下のような項目が想定される。点検はこれらの異

常現象を早期に発見し、対策を講じるための初動となる重要な作業である。このため、異

常現象の疑いがないか積極的に実施することが求められる。 

 

□ カビの発生 

□ 塩類の発生 

□ 白化現象の発生（薬剤による） 

□ コケ類の発生 

□ 亀裂・崩壊の発生 

□ 生物の繁殖及び死骸 

□ その他 

・ 水滴の落下（跡） 

・ 雑草類の発生 

・ ゴミや落とし物 

・ 人の侵入  など 

 

※ 類似事象の見分け方(参考写真参照) 

・ カビは、塩類に比べ増殖スピードが早く、塩類に比べ微小物質で構成され、表

面に菌糸によるふくらみがあり、時に靄がかかった様に見える。 

・ 塩類は，結晶状に隆起する。 

・ 薬剤白化は、表面に粒状に白い点が広がる。 
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3 

参考写真 

□カビ 

 
植物遺物(根など)や動物死骸に発生したカビ    佐賀県吉野ヶ里遺跡（遺構保存実験施設内） 

 

土壌表面に発生したカビ            佐賀県吉野ヶ里遺跡（遺構保存実験施設内） 
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4 

□塩類の発生 

 

土壌表面に析出した塩類 （結晶状の白色物質が隆起）          福岡県岡本遺跡 

 

甕棺に発生した塩類 (結晶状の白色物質が隆起) 
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5 

□白化現象(薬剤による) 

 

 

土壌表面の白色化した薬剤（霧粒状に白色化）  佐賀県吉野ヶ里遺跡（遺構保存実験施設内） 

□コケ類の発生 

 

遺構面に発生した緑色のコケ                      福岡県岡本遺跡 
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6 

□亀裂・崩壊 

 

遺構面に発生した亀裂            佐賀県吉野ヶ里遺跡（覆屋展示実験施設内）  

 

遺構面に発生した亀裂とエッジ部の崩壊                 福岡県鴻臚館跡 
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7 

 
（４）点検箇所 

遺構保存に向けた北墳丘墓の施設及び遺構の点検については、基本的に施設全体を目視

観察する必要があるが、特に注意すべき点検箇所として以下に整理する。加えて、これま

で異常現象が起きた箇所については、点検者が把握し、点検時に留意する必要がある。 

 

 

 

１．遺構面の点検

No.

Ａ カビの発生

Ｂ 塩類の発生

Ｃ
白化現象の発生
（薬剤による）

Ｄ コケ類の発生

Ｅ 亀裂・崩壊の発生

Ｆ 生物の繁殖及び死骸

Ｇ 結露の発生

Ｈ その他

■点検表記入上の注意事項
○ 異常個所の場所については、具体的な対象を記入すること（例：甕棺○○号北側窪地　など）

○ 異常個所の状況については、以前の状況と比較が出来るよう、目安となる大きさなどを記すこと

○ 甕棺本体の点検は、佐賀県文化課が担当するが、気づいた点は「その他」の欄に記入すること

○ コケ類の発生がみられた場合は、発生場所を照らす照明装置や光源の種類を記述すること

■点検作業及び管理上の注意事項
○ 通常の日常点検では遺構面には降りず回廊及びブリッジから観察すること
○ 清掃や必要に迫られて遺構面へ降りる際は、佐賀県文化課へ確認し立会のもと実施すること

北墳丘墓　施設・遺構　日常点検箇所

・遺構面上部（特に黒色土部分に留意）
・甕棺やトレンチ凹地（特に黒色土部分に留意）

・遺構面全般

・遺構面全般

・薬剤再塗布箇所（補修箇所など）

点検項目 留意箇所

・遺構面上部の天井の排煙窓付近
・湿度吹き出し口周辺

・遺構面上部
・甕棺やトレンチ凹地

・遺構面上部
・甕棺やトレンチ凹地のエッジ部
・ブリッジ下部の遺構壁面
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図 7 これまでに発生した不具合箇所 
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（５）点検内容及び頻度 

１）日常点検（週 1 回） 

北墳丘墓の施設及び遺構、甕棺の日常点検は、館内に常駐する係員によって実施する

ものとし、日常点検表（チェックリスト）に基づき点検を行う。点検に際し、異常現象

が見られた場合は、その場所と状況が第三者にも分かるよう、位置図と写真の記録を行

う。 

この日常点検の頻度については、これまでの点検表の結果から異常現象の急激な変化

は見受けられないこと、異常現象が起こった際の写真記録整理等の作業性を考慮し、週 1

回に頻度を減らすこととする。 

尚、日常の業務の中で気づいた点があれば、日誌に記録するものとする。 

また、日常点検の結果報告の手順及び方法は以下の通りとする。 

 
図 8 日常点検における報告手順及び方法 

 

 ※総括履歴書についてはＰ  参照 

 
２）定期点検（補修兼）（当面年 4 回／季節毎） 

定期点検は、日常点検が館内常駐の係員によって実施されるのに対し、遺構保存の専

門的知識を有するものにより実施し、日常点検で挙げられた異常現象の確認、判定、処

置までを専門的な立場で行うものとする。また、異常現象が起こった要因や今後の管理

に向けた対策及び留意点についても検討し、補修報告書としてまとめるものとする。 

この定期点検の頻度は、これまでの遺構面の異常現象の頻出程度や季節による遺構環

境の変化などから、季節毎に年 4 回を基本に実施する。ただし、現在見受けられるカビ

の発生頻度など異常現象の発生頻度が抑えられれば、定期点検の回数減らすことも考え

られる。 

尚、亀裂や崩壊などの修復に関しては、作業時間を要するため、休園日などを活用す

る必要がある。 

また、この定期点検時には、遺構面の経年変化を記録する為の台帳の作成も併せて実

施する。 
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３）臨時対応（補修） 

日常点検や定期点検以外に、地震の発生など予想外の出来事により、緊急処置を要す

る場合は、臨時的な対応を図るものとし、定期点検同様、状況の確認及び補修報告書の

作成を行うものとする。 
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（６）点検表の様式 

 

Ａ No.

　　年　　月　　日（　　）AM・PM　天候　　　温度　　℃/湿度　　％ 点検者

１．遺構面の点検

No. 発生の有無

Ａ カビの発生
有 ・ 無

(増・減・無変化)

Ｂ 塩類の発生
有 ・ 無

(増・減・無変化)

Ｃ
白化現象の発生
（薬剤による）

有 ・ 無
(増・減・無変化)

Ｄ コケ類の発生
有 ・ 無

(増・減・無変化)

Ｅ 亀裂・崩壊の発生
有 ・ 無

(増・減・無変化)

Ｆ 生物の繁殖及び死骸 有 ・ 無

Ｇ 結露の発生 有 ・ 無

Ｈ その他 有 ・ 無

■点検表記入上の注意事項
○ 異常個所の場所については、具体的な対象を記入すること（例：甕棺○○号北側窪地　など）
○ 異常個所の状況については、以前の状況と比較が出来るよう、目安となる大きさなどを記すこと
○ 甕棺本体の点検は、佐賀県文化課が担当するが、気づいた点は「その他」の欄に記入すること
○ コケ類の発生がみられた場合は、発生場所を照らす照明装置や光源の種類を記述すること

■点検作業及び管理上の注意事項
○ 通常の日常点検では遺構面には降りず回廊及びブリッジから観察すること
○ 清掃や必要に迫られて遺構面へ降りる際は、佐賀県文化課へ確認し立会のもと実施すること

点検項目 場　所　・　状　況

北墳丘墓　施設・遺構　日常点検表

点検日
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Ａ No.

　　年　　月　　日（　　）AM・PM　天候　　　温度　　℃/湿度　　％ 点検者

２．　写　　真

写　真

写　真

Ｂ－１

北墳丘墓　施設・遺構　日常点検表

点検日

Ａ－１
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Ｔ No.

　　年　　月　　日（　　）AM・PM　天候　　　温度　　℃/湿度　　％ 点検者

１．遺構面の点検

No. 発生の有無

Ａ カビの発生 有 ・ 無

Ｂ 塩類の発生 有 ・ 無

Ｃ
白化現象の発生
（薬剤による）

有 ・ 無

Ｄ コケ類の発生 有 ・ 無

Ｅ 亀裂・崩壊の発生 有 ・ 無

Ｆ 生物の繁殖及び死骸 有 ・ 無

Ｇ 結露の発生 有 ・ 無

Ｈ 色調・質感の変化 有 ・ 無

Ｉ その他 有 ・ 無

北墳丘墓　施設・遺構　定期点検表

点検日

備　考

点検項目 場　所　・　状　況
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Ｔ No.

　　年　　月　　日（　　）AM・PM　天候　　　温度　　℃/湿度　　％ 点検者

２．異常箇所位置図

点検日

北墳丘墓　施設・遺構　定期点検表
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Ｔ No.

作成者

２．処置内容

３．今後の管理上の対策

４．今後の予定

北墳丘墓　施設・遺構　補修報告書

補修日 　　年　　月　　日（　　）

１．補修項目と想定される要因
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Ｔ No.

作成者

　 写　真

　 写　真

北墳丘墓　施設・遺構　補修報告書

補修日 　　年　　月　　日（　　）

５．写　真

Ａ－１ 処　置　前 工　種

Ａ－１ 処　置　後 工　種
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４.管理台帳 

管理台帳は、北墳丘墓を露出展示するにあたり、経年的な変化を記録として残す目的で

作成するものである。 

 
（１）台帳内容及び作成頻度 

管理台帳への記録は、写真を主体とし、特に以下に示す遺構としての資料性の高い部分

や事象が適切に記録されることが必要であると考えられる。この記録作成は、遺構環境が

季節毎に変動することから、年 4 回季節毎に、定期点検と同時に実施する。 

 

□ 遺構としての資料性の高い部分、事象 

・ 各甕棺の据えられた遺構の状況 

・ 各甕棺の遺構 

・ 版築断面が分かる部分 

 
 

（２）台帳の様式 

記録作成にあたっては、遺構面をエリア分けすることによって、撮影時の範囲を分かり

やすくし、撮影漏れなどのないようにしたうえで、各エリア内の遺構面と各甕棺の写真を

撮影し、記録するものとする。 

甕棺に関しては、副葬品についても記載する。 

 

（別紙参照） 

 
（３）遺構管理記録書の構成 

北墳丘墓の遺構管理にあたっては、日常点検及び定期点検（補修兼）、台帳作成など複

数の管理実施項目を時系列で一覧として記録し、異常現象発生時の処置経過の確認や点検

表や補修報告書を閲覧する際に一元管理できるよう総括履歴書を作成することが望ましい。 

そのため、この総括履歴書には、日常点検で異常現象が発生した時、定期点検（補修兼）

を実施したとき、臨時対応を行ったときに記録をするものとし、各点検表や台帳ナンバー

と実施内容の概要、措置方法について記載する。 

また、空調運転の変更や温湿度センサーの取替などを実施した際にも記録することとす

る。 

尚、総括履歴書様式と各点検表や台帳の構成は、次に示すとおりである。 
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No.

種別 発生日・実施日 No. 概　　要

・遺構面にカビ発生

・遺構面にゴミあり

・遺構面にカビ発生(無変化)

・遺構面にカビ発生(増)

・点検

・カビの除去(薬剤散布）

・管理台帳作成

公園事務所へ報告

補修依頼

公園事務所へ報告

北墳丘墓　遺構管理　総括履歴書

措　　置

公園事務所へ報告

除去Ａ 2009年4月1日 09A-0401

Ａ 2009年4月8日 09A-0408

Ａ 2009年4月15日 09A-0415

Ｔ 2009年4月20日 09T-0420
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別添－３９国営吉野ヶ里歴史公園植物維持管理方針

■植物管理方針

１． 当公園の植物管理方針の概要は下記のとおりである。いずれの対象についても、管理方針をよく理解して作業にあたること。

入口ゾーン 環壕集落ゾーン 古代の原ゾーン 古代の森ゾーン

東口駐車場、歴史公園センター周辺
環壕入口、南内郭、中のムラ、北内
郭、南のムラ、北墳丘墓

古代の植物の森、甕棺墓列

都市公園入口として、緩衝緑地帯的
部分を除き、芝生・樹木・草花ともに
整然と管理する。

粗放な管理としながらも、「弥生のム
ラ」のバックグラウンドとして、違和感
の無い景観演出に努める。

弥生時代のうっそうとした森と明るい
森の復元を目指し、粗放な管理とし
ながら違和感のない景観演出に努
める。

目標
芝生の美しさが重要な景観構成要
素となるため、常に良好な状態を保
つ。

弥生時代の景観演出のため草地的
景観への移行をすすめる。

弥生時代の景観演出のため草地的
景観への移行をすすめる。

方針

原則として芝生以外の草種の混入を
可能な限り排除するが、緩衝緑地的
な箇所については、やや粗放的に管
理する。

外来種などは選択的に抜き取りを行
う。甕棺墓列など遺跡展示施設部分
では、美しい芝生として管理する。

外来種などは選択的に抜き取りを行
う。甕棺墓列など遺跡展示施設部分
では、やや粗放的に管理する。

目標
花付を意識して、季節ごとに美しい
景観要素となるように管理する。

方針

寄植は適宜刈込を行い整形的に管
理する。花木の単木は自然樹形を
維持する。花木については定期的な
施肥を施す。

目標
景観的要素の高い樹木は枝張りな
どの樹形、花木についても留意す
る。

安全上や景観上支障のある樹木以
外は積極的な管理はしない。

方針
樹種、場所ごとに特性に合わせてき
め細やかに管理する。

基本的に整形せず、自然樹形を維
持する。

目標
季節ごとに華のある花修景を実施
し、都市公園として華やぎを演出す
る。

チガヤやススキを主体とする草地群
落の中に、野生草本類が季節ごとに
散在して開花する自然な演出。

多客期に合わせ、印象的で大規模
な花畑修景を実施する。

方針
花修景期間中はつねに美しく管理
し、そのためにも育成期間より十分
な養生を行う。

野生草本類については佐賀県産種
子によるものとして、植栽数増大の
ため定期的に採種を行う。

施工適期を外すことなく、確実に実
施する。

草
花
管
理

枝の張り出しなど安全な利用上の支障や、枯損枝による景観悪化などに
留意して管理する。

基本的に整形せず、自然樹形を維持する。

枝の張り出しなど安全な利用上の支障や、枯損枝による景観悪化などに
留意して管理する。また、早期の緑陰形成を目標に育成環境の是正を図
る。

基本的に整形せず、自然樹形を維持する。花木については定期的な施肥
を施す。

高
木
管
理

ゾーン名

施設名など

ゾーンの特徴及び総
体的な管理方針

芝
生
管
理

低
木
管
理
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4,000ｍ2
以　上

4,000ｍ2
未　満

回数 数量m
2 回数 数量m

2 回数 数量m
2 回数 数量m

2 回数 数量m
2

1 613 613 6 3,678

2 5,357 5,357 6 32,142

入口Ｂ 1 1,505 1,505 6 9,030

入口Ｃ 1,278 1,278 4 5,112

3,107 3,107 2 6,214 囲障沿部分施工

20,459 20,459 1 20,459

2 1,269 1,269 1 1,269 半乾湿地

3 1,382 1,382 1 1,382 チガヤススキ化範囲

1 4,854 4,854 1 4,854

2 459 459 1 459

3-1 1,973 1,973 1 1,973

3-2 1,800 1,800 1 1,800

4 482 482 1 482

5 3,423 3,423 1 3,423

6 5,869 5,869 1 5,869

7 6,164 6,164 1 6,164

1 1,360 1,360 1 1,360

2 532 532 1 532

3 1,410 1,410 1 1,410

4 772 772 1 772

5 775 775 1 775

6 1,901 1,901 1 1,901

7 554 554 5 2,770

8 424 424 1 424

9 2,254 2,254 2 4,508

10 4,866 4,866 1 4,866

1 1,604 1,604 4 6,416

1,043 1,043 2 2,086 広場（「倉と市１」）周囲部分施工

9,972 9,972 1 9,972

3 1,451 1,451 1 1,451

2,025 2,025 1 2,025 囲障沿部分施工

9,739 9,739 1 9,739

2 160 160 1 160

1-1 21,437 21,437 4 85,748 1 21,437

1-2 13,250 13,250 3 39,750

2 6,966 6,966 2 13,932

3 1,944 1,944 2 3,888

4-1 5,818 5,818 3 17,454

4-2 1,607 1,607 3 4,821

5 574 574 3 1,722

6 6,079 6,079 2 12,158

1 13,757 13,757 4 55,028 1 13,757

2 600 600 1 600

3 2,820 2,820 1 2,820

4 1,846 1,846 1 1,846

5 9,141 9,141 1 9,141

6 2,500 2,500 1 2,500

7 1,700 1,700 1 1,700

8 1,680 1,680 2 3,360

9 2,315 2,315 3 6,945

10 5,795 5,795 1 5,795

1,303 1,303 2 2,606 桑畑周辺部分施工

4,852 4,852 1 4,852

12 846 846 1 846

13 790 790 2 1,580

14 4,265 4,265 2 8,530

15 1,965 1,965 2 3,930

16 1,601 1,601 3 4,803

17 2,394 2,394 1 2,394

18 393 393 1 393

19 4,537 4,537 1 4,537

20 608 608 1 608

21 614 614 1 614

22 356 356 1 356

23 1,959 1,959 1 1,959

1 1,820 1,820 2 3,640

2 1,607 1,607 1 1,607

1,700 1,700 1 1,700

1,060 1,060 1 1,060

1 24,180 24,180 3 72,540 1 24,180

2 720 720 1 720

3 4,956 4,956 1 4,956

4 10,460 10,460 2 20,920

5 8,273 8,273 2 16,546

計 211,046 70,878 92,704 32,682 288,078 172,918 59,374 回数 数量m
2

設計数量（年当たり） 211,040 70,870 92,700 32,680 288,070 172,910 59,370 園内境界部 1 1,000 3 3,000 芝生雑工で計上

※平成２７年度末追加開園「古代の森」の数量を含まない。

備考数　量エリア名

古代の森 除草
肩掛式
３回以下

芝生施肥工
機械

数　量 備考

芝刈工（4）
ハンドガイド
４～６回

芝刈工（3）
ハンドガイド
３回以下

祭りの広場

南のムラ

芝刈工（1）
肩掛式
３回以下

逆茂木

入口Ａ

1

南内郭

北内郭

規模算定

東墳丘墓 1

芝生管理　数量内訳表

倉と市

外周園路沿い

11

2

1

北墳丘墓

芝刈工（2）
肩掛式
４～６回

ゾーン別植物管理区分図（芝生管理区分図）
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草花管理（花畑③）

草花管理（花畑②）

草花管理（花畑①）

草花管理
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別添－４２ 

収益施設一覧表 

番号 設置場所 面積(ｍ2) 種 類 数量 備  考 

① 歴史公園センター 
ﾚｽﾄﾗﾝ：432.72

売店：210.24
レストラン・売店 １箇所   

② 歴史公園センター 5,939.96 東口駐車場（大型） １箇所   

③ 歴史公園センター 14.253 自動販売機 １２台  
容器回収箱含む 

（1.274 ㎡） 

番号 設置場所 面積(ｍ2) 種 類 数量 備  考 

④ 中のムラ休憩所 1.067 自動販売機 1台 幅(1,181mm)×奥行( 734mm) ※高さ(1,363mm) 
容器回収箱含む 

（0.200 ㎡） 

⑤ 北内郭休憩所 1.059 自動販売機 1台 幅(1,160mm)×奥行( 740mm) ※高さ(1,830mm) 
容器回収箱含む 

（0.200 ㎡） 

⑥ 祭りの広場休憩所 1.277 自動販売機 1台 幅(1,161mm)×奥行( 927mm) ※高さ(1,830mm) 
容器回収箱含む 

（0.200 ㎡） 

⑦ 弥生くらし館 2.285 自動販売機 ４台 

幅(1.159mm)×奥行( 750mm) ※高さ(1,830mm) 

幅(1.159mm)×奥行( 840mm) ※高さ(1,830mm) 

幅(1.159mm)×奥行( 848mm) ※高さ(1,830mm) 

幅(1,160mm)×奥行( 740mm) ※高さ(1,830mm) 

容器回収箱含む 

（0.600 ㎡） 

番号 設置場所 面積(ｍ2) 種 類 台 数 備  考 

⑧ 古代の森 1.034 自動販売機 １台 幅(1,159mm)×奥行(  720mm) ※高さ(1,830mm) 
容器回収箱含む 

（0.200 ㎡） 

⑨ 環壕入口便所 0.714 自動販売機 １台 幅(1,159mm)×奥行( 444mm) ※高さ(1,830mm) 
容器回収箱含む 

（0.200 ㎡） 
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収益施設位置図

⑤北内郭休憩所 

・自動販売機１台

④中のムラ休憩所

・自動販売機１台

⑥祭りの広場休憩所

・自動販売機１台 

⑦弥生くらし館 

・自動販売機４台

①レストラン・売店

②東口駐車場

⑧古代の森 

・自動販売機１台 

③歴史公園センター

・自動販売機１２台

国営吉野ヶ里歴史公園平面図 

⑨環壕入口便所 

・自動販売機１台
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①レストラン・売店（平面図） 
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①レストラン・売店（立面図） 
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②東口駐車場（大型）  
東口駐車場（大型）全体平面図 
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③歴史公園センター 

自動販売機設置場所 

自動販売機 
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④中のムラ休憩所 

自動販売機設置場所 

自動販売機 
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⑤北内郭休憩所 

自動販売機設置場所 自動販売機 
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⑥祭りの広場休憩所 

自動販売機設置場所 自動販売機 
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⑦弥生くらし館 

自動販売機 

自動販売機設置場所 
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⑧古代の森（古代植物館） 

自動販売機 

自動販売機設置場所 
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⑨環壕入口便所

自動販売機 自動販売機設置場所 

225



 別添―４３―１ 

利用者アンケート（実施方法） 

平成 25 年度 国営吉野ヶ里歴史公園利用者満足度調査 

１．利用者満足度調査 

１）国営吉野ケ里歴史公園を利用する一般来園者を対象に利用者アンケート調査を実施する。 

２）調査内容については、「公園の利用に関するアンケート調査票」を参考に、事業者の工夫

により行うものとする。 

３）アンケート調査は、原則として対面方式で行う。 

４）アンケート調査の実施時間は国営吉野ケ里歴史公園の開園時間中に実施するものとする。 

５）アンケート調査の実施場所は東口エントランスの１箇所を想定しており、必要に応じて

テントを設置するものとする。 

６）アンケート調査実施日は、春、夏、秋、冬の季節毎に平日１日、土日祝日１日実施し、

無料開園日や大型イベント実施等、特異日と重ならないよう調整する。また、調査日に

ついては、他機関（県立公園等）と十分調整の上実施するものとする。 

７）利用者満足度調査の実施期間は平成２４年度４月から平成２７年３月までとする。 

８）利用者満足度調査のサンプル数は各回１５０件以上とする。 

２．利用者以外にも、持ち込みイベント主催者や公園で活動するボランティア等、公園関係者に

対し、事業者の工夫により適宜アンケート調査を行うものとする。 
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吉野ヶ里歴史公園 公園の利用に関するアンケート調査票（平成 24年度.冬.休日） 
平成 25 年  月  日／東口・西口 

裏面につづく

Ｑ１．あなたの住所を教えて下さい。 
１．佐賀市  ２．鳥栖市  ３．唐津市  ４．神埼市  ５．吉野ヶ里町   

６．上峰町 ７．みやき町 ８．小城市   

９．その他 佐賀県（市町村名                ） 

10．福岡県（市町村名                     ） 

11．長崎県（市町村名                     ） 

12．熊本県（市町村名                     ） 

13．その他（県名             市町村名                 ） 

Ｑ２．あなたの性別を教えて下さい。・・・・・ 男性  ・  女性  

Ｑ３．あなたの年齢を教えて下さい。 
１．小学生   ２．中学生   ３．15～18 歳   ４．19～29 歳 

５．30～39 歳   ６．40～49 歳   ７．50～59 歳   ８．60～6４歳 

９．6５～6９歳   10．70 歳以上   

Ｑ４．本日はどなたといらっしゃいましたか？（1 つお答えください） 
１．一人で  ２．友人・知人と  ３．カップルで  ４．夫婦で  ５．家族と 

６．学校の団体   ７．地域の団体  ８．職場の団体 

９．その他（具体的に               ） 

Ｑ５．主に利用した交通機関を教えて下さい。（1 つお答えください） 
１．電車  2.特急電車 3．路線バス  4．貸切バス  5．自家用車  6．バイク  

7．自転車 8．タクシー 9．徒歩 10．レンタカー ０．その他（               ）

※5.6.10 とお答えの方は、高速道路を利用されましたか？ 

またはする予定ですか？・・・・・ はい ・ いいえ  

Ｑ６．ご来園までの所要時間を教えて下さい。 
１．３０分以内   ２．１時間以内  ３．１～１.５時間 

４．１.５～２時間  ５．２時間以上 

Ｑ７．公園に入園された時間、お帰りになる予定時間を教えて下さい。 
● 来園時間   時   分頃  ● お帰り予定時間   時   分頃 

Ｑ８．この公園にはたびたびいらっしゃいますか？ 
１．ほぼ毎日  ２．週に２～３回  ３．週に１回  ４．月に２～３回  ５．月に１回 

 ６．年に数回（だいたい    回） ７．年に１回  ８．数年に１回程度 

 ９．今回が初めて

Q９－１．公園には満足されましたか？ 

１．非常に満足（満足な点：                   ）   ２．まあまあ満足  

３．やや不満   ４．非常に不満（不満な点：                    ） 

Q９－２．また、１００点満点で何点ですか？        点 

Ｑ１０．この公園に来られる前の期待の程度と、利用後の感想をおたずねしま

す。それぞれ該当する番号に○印をお付け下さい。 

項 目 

来られる前の期待の程度 利用してみての感想

期
待
し
な
か
っ
た

あ
ま
り
期
待

し
な
か
っ
た

少
し
期
待
し
た

期
待
し
た

わ
か
ら
な
い

不
満
で
あ
る

や
や
不
満
で
あ
る

ま
あ
満
足
で
き
る

満
足
で
き
る

わ
か
ら
な
い

①復元された建物等の雰囲気 １ ２ ３ ４ ０ １ ２ ３ ４ ０

②芝生や樹木の手入れの良さ １ ２ ３ ４ ０ １ ２ ３ ４ ０

③季節を彩る花の演出、手入れの良さ １ ２ ３ ４ ０ １ ２ ３ ４ ０

④休息の場としての良さ １ ２ ３ ４ ０ １ ２ ３ ４ ０

⑤子供の遊び場としての安心感・安全性 １ ２ ３ ４ ０ １ ２ ３ ４ ０

⑥高齢者・障害者の利用への配慮の良さ １ ２ ３ ４ ０ １ ２ ３ ４ ０

⑦小さな子供連れへ利用への配慮の良さ １ ２ ３ ４ ０ １ ２ ３ ４ ０

⑧公園内の清潔さ、清掃状態の良さ １ ２ ３ ４ ０ １ ２ ３ ４ ０

⑨イベントの楽しさ １ ２ ３ ４ ０ １ ２ ３ ４ ０

⑩体験プログラム（勾玉・火おこし等） １ ２ ３ ４ ０ １ ２ ３ ４ ０

⑪スタッフの対応・サービスの良さ １ ２ ３ ４ ０ １ ２ ３ ４ ０

⑫レストラン・売店の良さ １ ２ ３ ４ ０ １ ２ ３ ４ ０

⑬入園料金、利用料金の安さ １ ２ ３ ４ ０ １ ２ ３ ４ ０

⑭全般的な管理の状態の良さ    １ ２ ３ ４ ０ １ ２ ３ ４ ０

本日は本公園へご来園ありがとうございました。大変お手数ですが、今後のより良い公園づくりに反映させるためのアンケート調査へのご協力をお願いします。

別添－４３－２
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Ｑ１１. 最近、この公園に関する情報について、何でお知りになりましたか？

（3 つまでお答え下さい）
１．チラシ「ひみか通信」    ２．公園ホームページ   ３．知人に聞いて  

4.市町村の広報誌    

5．新聞記事（朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、西日本新聞、佐賀新聞、他       ） 

6．新聞ﾀﾌﾞﾛｲﾄﾞ誌（Fit、ﾘﾋﾞﾝｸﾞ福岡、他                 ） 

7．旅行雑誌・情報誌（まっぷる、じゃらん、るるぶ、                     ） 

8．テレビ   9．ラジオ    0．その他（            ） 

Q１２．この公園にきたきっかけを教えてください。（３つまでお答え下さい）
１．遺跡見学をしたいから  ２．体験（勾玉づくりなど）をしたいから 

３．イベントをしているから  ４．景色がいいから  ５．料金が安いから   

６．広々しているから   7．一日中遊べるから  8．バーベキューができるから  

9．近くに来たから  10．友人に誘われたから  

11．子供を安心して遊ばせられるから   12．イベントをやっているから 

13.テレビを見て（番組名等                ） 

0．その他（                                ） 

Q１３．今日、公園でご利用になった施設を教えてください。 

（いくつでもお選び下さい） 

１．ミニシアター  ２．ガイダンスルーム  ３．レストラン・売店   ４．展示室 

５．弥生くらし館  ６．南内郭   ７．北内郭   ８．倉と市   ９．南のムラ    

10. 北墳丘墓   11．遊びの原（遊具）   12．市の広場  

13．バーベキューコーナー   14．弥生の大野（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ、ﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌ等） 

0．その他（                                         ） 

Ｑ１４．本日、来園前に行った、または退園後に行く予定の場所を 

教えて下さい。（いくつでもお選び下さい。数字を記入ください）

来園前（               ）  来園後（               ） 

Q１５．この公園へまた来たいと思いますか？  

１．定期的に来たい   ２．たまには来たい   ３．イベント等があれば来たい 

４．ついでの機会があれば来たい  ５．もう来たくない 

理由をお答えください（                                    ） 

Ｑ１７.この公園のホームページをご覧になったとことがありますか。 

１．はい   ２．いいえ 

Q１９．公園で、どのようなｲﾍﾞﾝﾄ・催し・体験があるといいですか？  

Q２０．公園を利用されてお気づきの点がありましたら記入ください。 

★吉野ヶ里歴史公園のイベント情報等を配信するメールマガジンに登録を 

希望される方は、メールアドレスをご記入下さい。 

（                                                   ） 

 ご協力ありがとうございました。 

１．佐賀市内 ２．大宰府 ３．九州国立博物館 ４．福岡市内 ５．柳川 ６．嬉野 

７．武雄 ８．有田 ９．唐津 10．伊万里 12．長崎 13．佐世保 14．別府 

15．湯布院 16．直接来た・このまま帰る ※選択肢にない場合は具体的にお書きくださ
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別添－４４ 

国営吉野ヶ里歴史公園身体障害者等割引制度 

１ 駐車料金身体障害者等割引の適用方法 

適用区分 割引適用の方法等 

(1) 運転者が障害者 手帳の呈示があれば適用する。 

(2) 同乗者が障害者 

①同乗者 10 人

以下の場合 

同乗の障害者１名の手帳の呈示があれば適用

する。 

②同乗者 11 人

以上の場合 

同乗の障害者２名の手帳の呈示があれば適用

する。 

③観光バスに

よる場合 

割引制度の適用外とする。 

ただし、養護学校等が借上げた観光バスで事前

に公園管理者の承諾を得た場合は適用する。 

(3)事前許可を受けた車両 
養護学校等の車両で、公園管理者から割引を適用する旨の証書

の交付を受けた車両は当該証書を呈示すれば適用する。 

（１） 手帳とは身体障害者手帳若しくは療育手帳をさす。 

（２） 障害者とは身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた者である。 

（３） 公園管理者とは国営公園の管理主体者をさす。 

（４） 観光バスとは道路運送法第３条１号ロの事業のように供される車両をさす。 

（５） 養護学校等とは障害者の団体、ボランティア団体等障害者の社会参加を支援する

団体を含む。 

（６） 表中(3)の適用を受けるための申請方法等について 

申請があり、適用することが妥当と公園管理者が判断した車両に対し、割引が適

用される旨を証した書面〔学校名等、車両ナンバー等を記載し有効期限１年間（４

月から翌年３月迄）〕を公園管理者が発行する。 

駐車場利用に際しては、当該書面を呈示することで割引を適用する。 

（７） 表中(2)③の適用を受けるための申請方法等について 

利用の都度、事前に申請があり、適用することが妥当と公園管理者が判断した場

合に上記(6)に準じた書面を財団が発行する。 

駐車場利用に際しては、当該書面を呈示することで割引を適用する。 

２ 周知方法等 

（１） 表中(2)③、(3)の対象となる学校等が既に判明している場合は、公園管理者から

利用案内を送付する。 

（２） 当分の間、当該割引制度の内容に係る説明書面を料金徴収ブースに備え、求めが

あれば配布することとする。 

３ 割引措置実績の報告 

適用実績を日別、料金所別、上記１の表区分別に整理する。 

以 上 
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様式１

区　　分 実施した業務の内容・期日・数量等

平成　　　年度　　　月　　　管　理　月　報

管

理

概

要

業

務

実

施

状

況

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。

230



様式１

計画数量 前　月　迄 今月出来高 累　計 進捗率 実 施 業 務 内 容 及 び 施 工 箇 所 等

平成　　　年度　　　月　　　管　　理　　月　　報　　内　　訳

工種・種別・細別
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様式２

業務名等 金　額 業務等の内容 実施期間 請負業者名等
数量 予定額

管　理　四　半　期　報　　（平成　　　年度　　　第　　　　四半期）

実 施 予 定 当 期 ま で の 契 約 状 況

数量 契約額
内 訳

工　　種 種　　別 単位

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。
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（様式ー３） 

平成○○年○月○日 

Ｈ○○年○○月 管理運営実施方針 

①企画運営管理・実施方針 

 

行催事予定 

日 実施内容・場所等 

  

②施設・設備維持管理・実施方針 

 

日 実施内容・場所等 

  

 
③植物維持管理・実施方針 

 

植物管理・作業予定 
日 実施内容・場所等 

  
 
 
 
 

 
特記事項 
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89731051
テキストボックス
様式－４
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様式４

行催事効果等報告様式 平成　　　年度　　　四半期 ○○事務所

実施日 行催事名 概要 効果 費用 今後の方針 事務所確認欄

※記載要領
　概要：行催事を実施する目的・狙い・工夫等について記載
　効果：可能な限り定量的に把握し、あわせて定性的な効果を記入する。（収入は自主事業分は含まず、維持管理費の縮減に繋がる収入を計上）
　費用：行催事にかかる経費を記入（行催事毎の費用を算出。切り出しが難しいものは内数表記も可）
　今後の方針：継続、廃止　などの方針案を記載し、その理由・改善案を併記する。
　事務所確認結果：方針案について国事務所が承認、非承認、その他意見などを記載
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89731051
テキストボックス
様式－５



東墳丘墓
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89731051
テキストボックス
参考１



                                  参考－２

1 

吉野ヶ里歴史公園 

巡 視 計 画 書
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                                  参考－２

2 

巡視計画書

１．巡視の目的 

  国営吉野ヶ里歴史公園運営維持管理業務個別仕様書に基づき、開園区域について、入園者の安

全利用確保・指導・サービス及び公園施設の維持を効果的かつ、能率的に行うため定期的に巡視

を実施し、災害・事故等不測の事態に備え、緊急の処置をとることを目的とする。 

また、平常時においては、国営公園及び佐賀県立公園の責任者は、各々の業務を遂行するが、

緊急時の初動体制及び拾得物、遺失物、迷子については、情報を共有し一体的に協力し入園者へ

の安全の確保を図るものとする。 

２．利用指導及び巡視要項 

一 利用指導及び巡視は、次の事項について調査、点検、指導、サービスを行うものとする。 

（１）園路広場の路面、路側、法面、環壕及び側溝・集水桝等排水機能の状況調査並びに橋梁、

擁壁、階段、マンホールその他構造物の維持状況。 

（２）樹木、芝、草花等植物の生育状況等の修景施設の維持状況。 

（３）歴史公園センター、復元建物、休憩所等休養施設等の維持状況。 

（４）便所、駐車場等便益施設の維持状況。 

（５）柵、案内板、標識等管理施設の維持状況。 

（６）電気、放送、緊急電話、給排水設備等の維持状況。 

（７）清掃の状況。 

（８）入園者の危険箇所への立入り及び危険な行為に対する制止等の安全指導。 

（９）病人、迷子、負傷者等の事故、事件及び災害の発生に対するすみやかな処置及び救護報

告書作成等。 

（10）火災、盗難及び不法不当行為の防止並びに排除。 

（11）施設の維持保全。 

（12）区域内における出入りに関する秩序の保持。 

（13）事故発生時における警備対象物件の保全及び警備対象区域内の秩序の維持。 

（14）緊急時の関係機関への迅速な連絡及び報告。 

（15）その他、入園者の安全確保・指導サービス及び諸施設の管理上必要な処置。 

 二 調査点検等は、定期的に行う他必要に応じ、随時行うものとする。 
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                                  参考－２

3 

３．巡視日誌及び報告書 

 一 利用指導及び巡視点検の結果は巡視日誌に記録するものとする。 

 二 重大な事件、事故及び災害等が発生した場合は、遅滞なく甲に報告するとともに指示を受け

るものとする。 

４.利用指導及び巡回要領 

 一 別添の巡回ルートにおいて、１日２回以上巡回を行うものとし、天候、利用状況、工事等そ

の他状況に応じ、柔軟な態勢の下に園内を巡回するものとする。 

 二 巡回は、開園時間中に加え、開園前点検及び閉園後点検とする。 

 三 巡視員等は巡回の際、入園者がひと目で巡視員とわかるような所定の表示及び服装をするも

のとする。 

 四 巡視員等の巡回の際、入園者に対して不快の念を与えないよう、常に親切、丁寧に接するも

のとする。 

 五 園内に事故災害等が発生した場合又は発生が予測される場合は、速やかに緊急の連絡を行う

ものとする。 

 六 巡視員等は巡回の際、点検用具、小規模の修理用具を携帯し必要に応じ直ちに処置できるよ

うにする。 

 七 巡視員等は巡回の際、絆創膏等の簡易救急セットを携帯し、必要に応じ直ちに処置できるよ

うにする。 

 八 巡視職員は、都市公園法第１１条、同１２条、都市公園法施行令第１８条、第１９条及び国

営吉野ヶ里歴史公園事務所が定めた「国営吉野ヶ里歴史公園における行為の禁止等に関する

取扱要領」に定める違反行為を発見した場合は制止しなければならない。 

  九 その他、最近増加傾向にあるペット同伴者に対しては、国営吉野ヶ里歴史公園事務所が定め

た「ペットの公園内への持込について」に基づき利用者指導を行うとともに、違反行為を発

見した場合や他の公園利用者に著しく迷惑を掛けていることを確認した場合は、速やかに制

止しなければならない。 

十 前項八及び九の違反行為等に対して、制止に応じない場合は退園を求めるとともに、速やか

に甲に報告するものとする。 
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参考－３ 

団体利用の手引き（案） 

●学校の遠足や職場・サークルのレクリエーションなど、有料入園者 20名以上の団体

で公園をご利用いただく場合は、事前に「団体利用申込書」へのご記入・提出をお

願いしております。また、下見や利用に関するご相談は、お気軽に吉野ヶ里公園管

理センターへお問い合わせください。 

●参加者を一般募集するイベント形式で利用する場合、施設を設置する場合などは、

事前に許可申請が必要となります。 

<許可申請が必要な事例> 

○物品を販売、又は頒布する場合 

○集会、展示会などの催しのために、公園の一部を独占して使用する場合 

○通常の公園利用には不必要とされる物品を園内に持込み、設置する場合 

○公園内に標識や横断幕等を設置する場合 

○アンケート調査、または植生調査等の調査を行う場合 

○ロケーションをする場合（取材等は除く） 

○イベント等で器材の運搬や救護のための車輌を園内に乗り入れる場合（乗用車不可） 

○その他、公園管理者が許可申請が必要であると判断した行為をする場合  
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参考－３ 

<許可申請の手順> 

内容や日程などを事前に確認させていただきますので、申請書提

出前に吉野ヶ里公園センターへご連絡ください。 

※申請手続きは担当スタッフと相談しながら進めていきます。 

所定の許可申請書に必要事項をご記入の上、1ヶ月前までに実施

計画書（貸出物品、搬入車両等の内容も含む）とあわせて担当ス

タッフにご提出ください。 

※すでに実施要領等を作られている場合は、計画書の代わりに要

領等でも結構です。 

○許可申請書 

○実施計画書（イベント等一般用） 

許可が下りた場合は、許可書を申請者に郵送します。 

（場合により当日手渡し） 

提出された申請書と実施計画書に沿って実施していだだきます。

・貸出物品 ※設置・組立は申請者で行ってください。 

机・イス・拡声器・コードリール・リヤカー 

・入園方法等 

人数が多い場合や入園時間が団体内で異なる場合、「入園整理券」の発行をお願い

する場合がございます。詳しく吉野ヶ里公園センターにお問合わせください。 

・ゴミ処理 

お持ち帰りにご協力いただきますよう、お願いいたします。 
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参考－３ 

許可申請書 

平成  年  月  日 

公園管理者 

国土交通省九州地方整備局長 殿 

申請者 住所            

氏名          印 

都市公園法第 12 条の許可を受けたいので、下記により、申請します。 

記 

行為の種別  

日時又は期間 平成  年  月  日（  ）  ： ～  ：   

場 所  

目 的  

内 容  

その他参考と

なるべき事項

備考 

１ 申請者が法人である場合においては、「氏名」は、その法人の名称及び代表者の氏名を

記載すること。 

２ 申請者の氏名（法人にあっては、その代表者の氏名）の記載を自署で行う場合におい

ては、押印を省略することができる。 

３ 「その他参考となるべき事項」の欄には、次の事項のほか、許可申請に当たって特記

すべき事項を記載すること。 

（１）工作物の設置を伴うときは、その工作物の種類、設置場所、設置期間、その他必要

な事項 

（２）変更の許可申請の場合には、既に受けた許可の年月 

４．実施計画書を添付すること。 
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参考－４　品質確保水準書（例）

品質確保水準
別途協議事項等において求める品質要求水準

企画立案及びマネジメント

要項1.3.2(1)

業務の計画立案及びマネジメント

－ －

企マ2条

－ － 企マ5条
徴収済みの入園料等集計＝毎月15 日及び月末
日まで

入園料等集計（徴収済みを証する書類を添えて）
＝国土交通省九州地方整備局長に書面により報
告

計マ6条5項

公園利用者数、日々の売り上げた券及び入園料
等集金及び集計＝毎日

－ 計マ6条6項

－ 入園者数や入場料の総額等を佐賀県の指定管理
者と連携し県立吉野ヶ里歴史公園の入園者数も
含めた別添－１３「利用状況報告書」＝公園管理

計マ6条7項

その他国庫に納入する収入 －
入園料等の徴収に付随して発生した収入（内容を
証する書類を添えて）＝調査職員に書面により報

計マ７条

－ 本業務を行う場所若しくは、その周辺に第三者が
存する場合又は立ち入る恐れがある場合の危険
防止に必要な措置＝調査職員等に報告

共20条2項

－ 設備に異常を認めた時の危険防止に必要な措置
＝調査職員に報告

共20条3項

－ 設備、機器等に発生した事故その他、異常＝直ち
に調査職員等に報告

共20条4項

－ その他事故等が発生したとき、又はその恐れがあ
るときの、次の各号に掲げる事項
１）事故発生日時
２）事故発生場所
３）事故発生の原因
４）事故の程度
５）人身事故の場合は、医師の診断結果
６）事故処理の概略
＝遅滞なく、書面等により調査職員等に報告

共20条5項

－ 救急活動の措置をとった場合の経過及び結果＝
速やかに調査職員等に報告。ただし、軽微なもの
については、後日報告とすることができる。

共21条4項

－ 事故＝ただちに調査職員等に報告 共21条5項
－ 災害防止等のための臨機の措置の内容＝調査職

員等に速やかに報告
共22条2項

危機管理マニュアル＝作成、調査職員等と協議 － － 共22条8項
－ 災害時、異常時等の発生後の園内の臨時巡視・

点検による安全確認＝調査職員等に報告
共23条10項

繁忙日対応 企運44条

項目 回数・頻度等 提出書類

　本業務は、運営維持管理全般の企画立案を行いつつ、企画運営管理、施設・設備維持管理（建物維持管理・
工作物維持管理・清掃）、植物管理及び収益施設等運営の多岐にわたって複雑に関連しあう業務について、統
一的な方針のもとに、相互連携を保ちつつ、その時々の状況に臨機に対応し、利用者に対するサービス水準を
維持向上した包括的な管理を行う。

備考

救急対応

　多岐にわたる業務について適切な目標を定め、総合的な調整のもと相互連携を保ちつつ、実施の方法が決定され、さらに、これらの業務を総括し、適切な進捗管理が
行われていること。
　また、入場料の徴収、国庫への納入などを行うことその他本業務が円滑に行われるための諸業務を実施すること。

災害時・異常時対応

安全管理

入場料徴収等

　事業者は、公園の入場料をこれらの徴収事務を別に定める手続き等に沿って安全、適切に行うこと。
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品質確保水準
別途協議事項等において求める品質要求水準

項目 回数・頻度等 提出書類 備考

企画運営管理業務
要項1.3.2(2)

３． 実施回数は利用者の動向に応じて、調査職員と協議して決定すること。
４． 事業者は公園の基本理念及び基本方針に適合する新たな「委託費で行うが材料代等の実費は公園利
用者から徴収する行催事」を実施する場合は、必ず企画の段階で内容を詳しく調査職員と協議すること。
６． 事業者は、行催事の開催前に現地及び企画内容を十分に照査し、十分に調査職員と協議するものとす
る。

－ 行催事の年間計画＝作成 企運6条
－ けが人、病人などが発生した場合＝適切に対処

し、調査職員に報告
企運8条

－ 調査職員が指定する主要な行催事について、次
の各号に掲げる書類、
１） 実施工程＝準備作業開始の１週間前までに提
出。修正がある場合は速やかに変更実施工程表
を提出。
２） 行催事実施結果＝管理運営連絡会議におい
て結果を報告し、次回開催に向け、実施結果を踏
まえた改善策を検討し、別添資料様式－３により
報告。また、調査職員の求めに応じて実施内容の
確認ができるように、集客結果及び状況を撮影し
た写真等を整理。

企運9条

公園の観察＝常に － 企運10条3項
－ － 企運11条

国営吉野ヶ里歴史公園園内マップを作成する前に必ずその内容等について、公園管理者及び佐賀県の指
定管理者と協議し、承認を得る

－ － 企運14条1項

拾得物に当たらない残置物を発見した場合には、その処分方法等について調査職員等と協議 － － 企運15条5項
－ － 企運18条

経路、運行時間及び停留所を変更する場合は事前に公園管理者へ届出し、公園管理者と協議 １．園内移動施設を運行＝原則として開園期間中
２．運行＝次の各号の水準以上を実施
１） 経路；北墳丘墓～環壕入口
２） 運行時間；9：00～18：00（冬季は9：00～17：
00、
３） 停留所；北墳丘墓・環壕入口
３．第１９条２項の水準を確保しつつ、古代植物館
前まで経路を延長して運行＝平成２４年度末の古

－ 企運19条

－ － 企運22条

巡視は、次の各号に掲げる事項
１）公園の開園、閉園時における休憩所及びトイレ
等施設の解錠または施錠並びに復元建物の戸の
開閉
２）園内における利用者（車両等含む）への案内・
誘導・整理及び利用サービス
３）利用者の危険箇所への立入り及び危険な行為
に対する制止及び安全サービス
４）迷子、負傷者、病人等の発見又は届出を受けた
場合には、緊急連絡体制に基づき速やかに適切
な
処置
５）事件、事故または災害等不測の事態が発生した
場合の適切な臨機の処置
(1) 園内の被害状況の有無の確認、処置
(2) 利用障害等の状況の有無の確認、処置
６）園内不審物の有無の確認
７）拾得物を発見した場合の速やかな処置
８）植物、施設及び清掃状況等の点検
(1) 樹木、芝生、草花等の生育状況及び流水等の
修景施設の異常の有無
(2) 園路、広場の路面、路側、法面、排水桝、橋
梁、階段、建物、北墳丘墓、環壕、遺跡発掘現場
その他構造物等の異常の有無
(3) 門扉、案内標識、ベンチ等休憩施設、便所、く
ずかご、灰皿、水のみ場等の異常の有無
(4) 電気、放送、給排水設備等の異常の有無

－ 企運24条

－ 巡視及び利用サービス計画書（以下「巡視計画
書」と呼ぶ。）＝作成し、調査職員の許可

企運25条1項

１）巡視＝別添－２８；「巡回ルート図」の通りとし、こ
れに従って１日２回。なお、天候、利用状況、工事
等その他状況に応じ、柔軟に園内を巡視
２）巡視＝公開時間内に実施

利用者が利用サービスに応じないで他の利用者
に危害を及ぼしたり、公園施設に損傷を与えるな
どの迷惑行為を行った場合、またはそのおそれが
ある場合＝臨機の措置をとり、かつ、速やかに調
査職員に報告
施設の損傷及び消防、救急活動等緊急を要する
事態を認めたとき＝臨機の措置をとり、速やかに

企運25条2項

－ － 企運26条

新たにボランティア活動を行う場合には、活動を希望する個人または団体を対象とした規約を作成し、公園
管理者と協議

－ － 企運27条

公園管理者及び佐賀県の指定管理者と協議の上、ボランティアの募集、登録、統括、個人情報の管理、年
間活動計画の策定、当該年度のボランティア活動について記録

－ － 企運28条

事業者が新たな広報活動を行う場合は、公園管理者と協議 － － 企運31条3項
－ － 企運32条

広報活動の年間計画＝公園管理者と協議の上、業務開始日までに毎年作成 － － 企運33条
収益施設や行催事等で作成したホームページは本公園ホームページに含め、独自に開設しないことにより
がたい場合は、別途協議

－ － 企運36条2項

－ 本公園ホームページへのアクセス数＝ポータルサ
イトとそれ以外のページ毎に記録し、様式―１；「管
理月報・管理月報内訳」で報告

企運37条

この仕様書によるもののほか、本公園ホームページの運用に関し必要な事項は、事業者が調査職員と協議
の上定める

－ － 企運38条2項

印刷物（ポスターやチラシ等）を作成する前に必ずその内容等について、公園管理者及び佐賀県の指定管
理者と協議

－ － 企運39条

吉野ヶ里歴史公園についての情報提供を行う「ひ
みか通信」＝平成 22 年度の配布回数と配布先
（郵送先）を最低基準として、毎年作成及び配布

－ 企運40条1項

団体利用の促進のために団体利用の手引きの作成を行い、公園管理者との協議を行った上で配布 － － 企運41条
取材の申し出があった場合は、事業者は取材者から別添－２３；「取材許可申請」を受理し、取材内容に応じ
公園管理者と取材許可について協議

－ － 企運42条1項

映画、テレビ及びその他の映像関係によるロケーション依頼については、事業者は事前に取材者から別添
－２６；「ロケーション許可申請」を受理し、ロケーションが他の公園利用者に影響がないか公園管理者と協議

－ － 企運42条2項

－ 別添－９；「国営吉野ヶ里歴史公園における行為
の禁止等に関する取扱要領及び細目」等に規定
された禁止行為または許可条件に違反する行為
が見られた場合＝ただちに注意し、すみやかに公

企運42条3項

吉野ヶ里歴史公園に関するマスコミへの情報提供の内容と提供先は事前に公園管理者と協議し、同意を得 － － 企運44条

　公園利用者の満足度が高いレベルで保たれていることを目的とし、多種多様な公園利用者のニーズを適切に把握したうえで、指定された業務内容を実施し、公園利用
者への適切な指導・サービス、利用促進のための行催事、公園ボランティアとの良好な連携に向けた支援・調整を行うとともに、常時適切な広報、情報発信を行い認知度
を向上すること。

１． 事業者は、公園の基本理念及び基本方針に適合する行催事を確実に実行すること。
２． 事業者は、以下の表に示す「委託費で行うが材料代等の実費は公園利用者から徴収する行催事」を確実に
実施し、公園利用の促進に寄与することとする。なお、「委託費で行うが材料代等の実費は公園利用者から徴収
する行催事」の開催規模については、別添－１９；「行催事実施状況」等を参照すること。
＜委託費で行うが材料代等の実費は公園利用者から徴収する行催事＞

３． 事業者は前項で示した「委託費で行うが材料代等の実費は公園利用者から徴収する行催事」を、原則として
開園期間中は通年に渡り実施すること。
５． 事業者は、別添－１９；「主要行催事一覧表」を参考に、行催事を確実に実施し、公園利用の促進に寄与す
ること。
７． 行催事の件数の数え方
１）原則当公園敷地内において､不特定多数の入園者が参加できる行催事を対象とする。事前申し込みによる制
限はできるものとする。
２）1 年未満の期間続けて行う展示等は1 回と数える。当該年度内に１度撤去し、再設置した場合は設置する毎
に1 回と数える。
３）ほぼ同じ内容で1 日数回行う行催事は1 回/日と数える。異なる日に実施した場合は、日毎に1 回と数える｡
４）「委託費で行うが材料代等の実費は公園利用者から徴収する行催事」及び「自主財源により独立採算で行う
行催事」による行催事も､１）～３）の方法で実施回数に加えるものとする。
８． 行催事の参加者数の数え方
１）参加者数は延べ人数とする。
２）ほぼ同じ内容で1 日数回行う行催事は当該日の延べ人数とする。異なる日に実施した場合は、日毎の延べ人
数とする。
３）展示は参加者数を数えない。

　事業者は、公園の利用促進や適正な利用の確保のため、吉野ヶ里歴史公園利用者の動向を把握しながら、効
果的かつ計画的な広報活動を行うものとする｡

－ － 企運5条

　事業者は、利用者の安全利用の確保、利用者への利用サービス及び公園施設の点検確認を行うため定期的
に園内巡視を実施する。また、災害事故等不慮の事態に備え、緊急の処置を取る。

利用者への利用サービス

広報

１． 事業者は、園内移動施設を運営し、利用者へのサービス提供を安定的に行う。
２． 事業者は、園内移動施設が有する機能を最大限に活用するとともに、利用者が安全かつ快適に園内移動施
設を使用できるよう、安全面、衛生面及び機能面に留意して適切な管理を行うこと。

　市民のボランティア活動（以下「活動」という。）を促進するため、事業者は今まで実施されている実施内容を把
握し、ボランティアとの連携を図り、ボランティアが円滑に活動できるよう側面的に支援するとともに、活動の調整
を行うものとする。

公園ボランティア活動の支援・調整

行催事企画運営

園内移動施設

園内巡視

１． 事業者は、健全な公園利用の増進を図ることともに、安全快適な利用のため、利用上の注意などの利用者へ
の利用サービス、また電話対応、園内放送、障害者・高齢者等の利用者の補助、各種掲示物の管理、見学者等
の対応、園内移動施設の運行等、利用者への利用サービスに関する業務全般を行う。
２． 利用者に直接接する事業者は、吉野ヶ里歴史遺跡が有する意義を利用者が理解できるように努め、利用者
が快適に楽しめるよう心がけ、不快と感じさせるような行動、言動、身なりをしてはならない。
３． 事業者は業務遂行に当たっては、常に公平なサービスの提供に努め、特定の個人や団体に有利あるいは不
利な扱いとならないようにすること。
４． 事業者は、団体での利用申し込みがあった場合、別添－２７；「国営吉野ヶ里歴史公園団体利用申込書」に
より申込を受け付け、団体利用者の誘導、バス等車両の停車場所への誘導、広場又は弥生くらし館の使用及び
昼食利用の場合の手配といった受入に向けた調整を行うものとする。
５． 事業者は、団体へのガイドの手配及び団体が体験プログラムの利用を希望する場合、場所、時間調整、材
料並びに指導者の確保を適切に行うものとする。
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品質確保水準
別途協議事項等において求める品質要求水準

項目 回数・頻度等 提出書類 備考

施設・設備維持管理

維持修繕・保守点検 要項1.3.2(3)1)

－ 管理する施設、設備及び備品等について異常が
発生したとき又は異常を発見したとき＝直ちに調
査職員に報告

施設設備7条3項

－ 事故・器物の破損等が発生した場合＝すみやか
に調査職員等に報告

施設設備9条

－ 調査職員等が指示する主要な建築物の修繕等に
ついて
１）作業計画書（工程表含む）－各作業着手前迄
に作成
２）作業打合簿－打合せ毎に終了後、速やかに作
成
３）施工図書－施工後、速やかに作成
４）作業記録写真－施工後、速やかに作成
５）その他調査職員等が指示する書類－適宜
＝作成し、調査職員等から提出依頼があった場合

施設設備10条

－ － 施設設備11条

法定点検、大規模な修繕は公園管理者において行うので詳細は調査職員との協議 巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は補充
を適切に行う＝日常、適宜

－ 施設設備12条

－ － 施設設備13条

巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は補充
を適切に行う＝日常、適宜

－ 施設設備14条1項

－ 建物の建具や設備等の定期点検記録＝提出依
頼があった場合は、調査職員に提出

施設設備14条2項

環壕集落ゾーンの巡回においては、展示物の異
常の有無を記録して保管＝毎日

巡回記録＝異常があった場合や提出依頼があっ
た場合は、調査職員に提出

施設設備14条3項

火を扱う薫蒸の場合、調査職員と協議 － － 施設設備14条4項
大規模な修繕は公園管理者において行うので詳細は調査職員との協議 － － 施設設備14条5項
法定点検は公園管理者において行うので、詳細は調査職員との協議 － － 施設設備14条6項

－ － 施設設備15条

－ 総則に定めた書類以外に、次の各号に掲げる書
類＝作成し、調査職員から提出依頼があった場
合、提出（各号の記載なし）

施設設備16条

－ － 施設設備17条

精密点検＝年1回

－ 施設設備18条

－ － 施設設備19条

巡視・点検結果＝点検報告書として取りまとめ、管
理月報に添付

施設設備20条

　汚水施設の機能を常に安全かつ良好に維持するため保守点検を行うものとする。なお、対象とする保守点検
項目は、別添―３３；「汚水施設設備図」による。

　水道施設の機能を常に安全かつ良好に維持するため保守点検を行うものとする。なお、対象とする保守点検
項目は、別添―３４；「給水施設配置図」による。

１． 事業者は、公園内の建物を常に良好な状態とし、各建物について所要の目的が果されるよう、日常、適宜巡
回点検し、常に良好な状態にあるよう、利用の状況に応じて小規模な修繕を行うこと。
２． 復元建物等木造建物が多い当公園の特性に十分配慮し、防火等の管理者を定める等により、防犯、防火に
努めること。
３．対象とする維持修繕項目は、以下の通りとし、常に入園者の迷惑とならないよう十分注意するとともに、事業者
の責任において常に建物の観察を行い、善良なる管理を行うものとする。（表略）

　北墳丘墓については、別添－３８；「北墳丘墓遺構管理マニュアル抜粋」に則り、劣化の兆候を早期に発見し、
劣化による文化財の損傷を予防するとともに、適切な運営維持管理業務につなげるよう点検を行うこと。

維持修繕・保守点検

　建物、園路広場、電気設備、汚水・排水施設等の性能が常時適切な状態で保たれているとともに、公園利用者の安全が確保されていることを目的とし、指定された業務
内容を実施し、建物、園路広場等の機能及び劣化の状態を調査するとともに、異常又は劣化がある場合は、必要に応じ対応措置が判断・実行されていること。

　事業者は、公園内を常に良好な状態とし、入園者への快適・安全なサービスに努めることとする。
　常に入園者の迷惑とならないよう十分注意するとともに、事業者の責任において常に公園内の観察を行い、善
良なる管理を行うものとする。
　なお、対象とする維持修繕項目は、以下の通りとする。（表略）

園路広場維持修繕工、工作物維持修
繕工、その他維持修繕

建築工

北墳丘墓遺構管理

水道施設保守点検作業

汚水・排水施設維持修繕
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品質確保水準
別途協議事項等において求める品質要求水準

項目 回数・頻度等 提出書類 備考

清掃 要項1.3.2(3)2)

－ － 施設設備21条

－ 事故・器物の破損等が発生した場合＝すみやか
に調査職員等に報告

施設設備23条

入園者が利用する施設の清掃＝開園期間中の全
日

－ 施設設備24条6項

日常清掃（管理施設他清掃工）＝ － 施設設備24条7項

便所清掃工＝開園期間中全日 － 施設設備25条

　公園施設については、常に清潔を保ち、快適な環境を保持する必要があり、本公園の利用状況に適切
に対応するため、事業者は、作業内容、作業場所等について十分に検討するものとする。

園内清掃、公園内建物清掃

　快適な公園環境が保たれていることを目的とし、指定された業務内容を実施し、施設内外の汚れを除去し、又は汚れを予防すること。
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品質確保水準
別途協議事項等において求める品質要求水準

項目 回数・頻度等 提出書類 備考

植物管理 要項1.3.2(4)

植物管理 調査職員との協議により、セイタカアワダチソウ等の外来種を除去 － － 植物12条
－ － 植物13条
－ － 別添39

－ 別添40

－ － 植物23条

－ － 別添39

高木病虫害防除工の薬剤、希釈倍率及び散布方法、散布量を調査職員と協議のうえ実施 － － 植物25条
－ － 植物30条

－ － 別添39

－ － 植物36条

－ － 別添39

樹林地管理 － － 植物39条

－ － 植物45条

　本公園の意義や役割、機能を踏まえた演出を目的とし、公園全体の利用状況、景観、季節、及び生物の生育環境等に応じ、自生植物や園芸植物等の特性にあった年
間管理計画を作成し、植物が常に良好な状態にあること。

高木管理

１． 発生した枝葉は所定の場所に集積し、建設リサイクルガイドラインに従い原則として全てリサイクルすることと
し、以下に示す管理水準を満たす管理を行うこと。
２． 園内で発生した堆肥は全て園内で使用すること。

リサイクル等

草花管理

低木管理

芝生管理

　別添―３９；「国営吉野ヶ里歴史公園植物維持管理方針」に示す管理水準を満たす芝生管理を行うこと。

　別添―３９；「国営吉野ヶ里歴史公園植物維持管理方針」に示す管理水準を満たす高木管理を行うこと。 な
お、施工は別添－４０；「ゾーン別植物管理区分図」を参照する。

　別添―３９；「国営吉野ヶ里歴史公園植物維持管理方針」に示す管理水準を満たす低木管理を行うこと。 な
お、施工は別添－４０；「ゾーン別植物管理区分図」を参照する。

１．別添－４０；「ゾーン別植物管理区分図」に示す管理水準を満たす草花管理を行うこと。なお、施工は別添－４
０；「ゾーン別植物管理区分図」を参照する。
２．「入口ゾーン」は、お客様を迎えるために、季節毎に華のある花修景を実施し、都市公園として華やぎを演出
すること。
３．「古代の原ゾーン」の祭りの広場では、紅花や蕎麦等を継続的に栽培すること。
４．「環壕集落ゾーン」の南のムラでは、古代の農村環境を演出するために野菜を継続的に栽培すること。

　古代の植生の復元を原則とする「古代の森ゾーン」を、古代森林の学習や森林の中での体験活動が行えるよう
にする。

248


	01（参考）別添表紙140221
	02別添資料目次140416
	■別添１～参考４まで
	03別添１国営吉野ヶ里歴史公園平面図140224
	04別添２国営吉野ヶ里歴史公園運営維持管理業務実施に要する提供施設等の取り扱いについて140417
	05別添３国営吉野ヶ里歴史公園運営維持管理業務委託費で取得した備品の取り扱いについて140417
	06別添４国土交通本省　委託取扱要領
	06別添４国土交通本省　委託取扱要領
	06別添４国土交通本省委託契約取扱要領140416

	08別紙６ 消防計画書
	09別添７吉野ヶ里歴史公園内の作業および車両通行に関する規定140307
	10別添８国営吉野ケ里歴史公園事故対応記録140307
	11別添９（H25..5
	12別添１０平成25年度 防災業務計画書
	13別添１１国営吉野ヶ里歴史公園業務継続計画01
	14別添１１国営吉野ヶ里歴史公園業務継続計画02
	15別添１１国営吉野ヶ里歴史公園業務継続計画03
	16別添１１国営吉野ヶ里歴史公園業務継続計画04
	17別添１１国営吉野ヶ里歴史公園業務継続計画05
	18別添１１国営吉野ヶ里歴史公園業務継続計画06
	19別添１１国営吉野ヶ里歴史公園業務継続計画07
	20別添１２統括責任者による外部会議への出席140307
	21別添１３利用状況報告書140307
	22別添１４国営吉野ヶ里歴史公園の園内職員の服装140307
	23別添１５園内移動施設ルート図140307
	24別添１６園内移動施設時刻表140307(1)
	24別添１６園内移動施設時刻表140307(2)
	25別添１７国営吉野ヶ里歴史公園電気自動車140307
	26別添１８入園券及び料金整理報告書140307
	28別添２０ボランティアの活動（活動概要、人数）140307
	29別添２１グラフィックマニュアル（抜粋）140307
	30別添２２吉野ヶ里歴史公 (2)
	31別添２３取材許可申請140307
	32別添２４（H25.5
	33別添２５ひみか通信配布先(H25)
	34別添２６ソーシャルメディアの私的利用140307
	35別添２７国営吉野ヶ里歴史公園団体利用申込書（新）140307
	36別添２８巡視ルート図140307
	37別添２９国営吉野ヶ里歴史公園施設配置図140307
	38別添３０管理施設位置図140307
	39別添３１園路舗装位置図140307
	40別添３２国営吉野ヶ里歴史公園電気設備位置図140307
	41別添３３汚水施設設備図140307
	42別添３４給水設備図140307
	43別添３５清掃箇所図140307
	44別添３６ゴミ処理場コンポスト位置図140307
	45別添３７施設点検一覧140307
	46別添３８抜粋北墳丘墓遺構管理マニュアル★140307
	47別添３９植物維持管理方針140307
	48別添４０－１ゾーン別植物管理区分図(芝生管理区分図)140307
	49別添４０－２ゾーン別植物管理区分図(高木)140307
	50別添４０－３ゾーン別植物管理区分図(低木)140307
	51別添４０－４ゾーン別植物管理区分図(草花管理)140307
	52別添４１土壌改良仕様図140307
	53別添４２収益施設一覧・位置図140307
	54別添４３－１　利用者アンケート（実施方法）
	55別添４３－２　調査票
	56別添４４国営吉野ヶ里歴史公園身体障害者等割引制度140307
	57様式１管理月報・管理月報内訳140221(1)
	57様式１管理月報・管理月報内訳140221(2)
	58様式２管理四半期報140221
	59様式３　特定公園施設等の管理に関する勤務実績簿
	60様式４行催事報告様式140221
	61参考１園内マップ140304
	62参考２巡視計画書140304
	63参考３団体利用の手引き（案）140304
	64参考４品質確保水準書（例）
	バインダー
	27別添１９主要行催事一覧表(1)
	27別添１９主要行催事一覧表(2)
	27別添１９主要行催事一覧表(3)
	27別添１９主要行催事一覧表(4)
	27別添１９主要行催事一覧表(5)





